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令和３年９月～11月にかけ、委託業務の契約内容のとおり適切に業務遂行ができているか確

認することを目的として全センターに対して、実地調査を行いました。 

 調査内容につきましては、８月の審議会で確認いただきました自己評価票の事前提出を求め、

その内容をもとに当日は資料の確認とともに聞き取りを行っております。各項目について当課

で評価を行い、１月上旬に運営法人及びセンター管理者へ説明を行いました。 

 

１．評価方法 

 前年度の同センターの取組との比較及び全センターを比較して評価をしています。 

 

２．評価表の見方 

第１圏域～第７圏域、第８圏域～第 13圏域と分けて評価を並べています。 

主に基本事項は〇△の２段階評価、その他は◎〇△の３段階評価を行っています。２段階評

価の項目は網掛けにしております。 

 

３．今年度における評価 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、全センターで地域行事や関係機関との連絡会等を

十分に実施できていない状況ですが、当日の聞き取りで開催方法の検討や各機関との調整、代

替となる取組を行っていることを確認できた場合には〇の評価をしております。 
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圏域 名称 総   評 

① 社協 

こもれび 

認知症カフェや地域の集い場所との連携など高齢者の居場所づくりに尽力している。 

個別支援においても認知症で金銭管理が難しく、日常生活に支障を生じている事例などについて法律専門家の活用も

含め適切な支援を行っている。 

② 社協 

ふれあい 

個別支援においても関係機関と連携し、消費者被害につながる事例について早期介入の上、未然防止につなげたり、認

知症のため金銭管理が必要な要援護者に対しても信頼関係を築き適切な支援を行っている。 

抽出された課題や第２層協議体で出されたニーズを住民と共に検討し、介護予防や集いの場の取組みに繋げている。 

③ 聖徳園 地域や民生委員からの情報提供及び相談も多く地域とのネットワークはできている。また、介護事業所との関係性でもケ

アマネジャー向けの広報紙の作成やＳＮＳを活用した介護保険事業所との情報交換システムの構築し、ニーズに応じた情

報発信や各事業所に実施したアンケートの共有を行い、事業者のスキルアップ・後方支援・ネットワーク構築に努めている。 

個別支援においてもセンター内で速やかな情報共有ができており、支援方針を決める場合にもカンファレンスや個別地

域ケア会議をうまく活用し、適切な支援ができている。 

④ 安心苑 高齢者のニーズに応じた居場所づくりの提案など地域づくりに参画ができている。 

健康増進・介護予防の取り組みに力を入れており、相談対応時に介護予防の意識付けを行ったうえで様々な取り組みや

地域資源を提案している。 

個別支援においては金銭管理が難しい要援護者や年金受給手続きができない要援護者に寄り添い、問題解決に向け

てきめ細やかな支援を行っている。 

⑤ サール・ナート 圏域内にある社会資源に着目し医療機関や障害福祉事業所等と要援護高齢者の把握や問題解決のためのネットワー

クを構築しており、更に有機的なものになるよう深化・拡充させている。 

 個別支援においても近隣住民から不安や心配な情報提供を受けても、要援護者自身が支援を希望しないことも多く、必

要時速やかに支援ができるように地域住民と連携し、見守り体制を築き情報収集に努めている。 

⑥ 松徳会 ホームページや SNSを活用し、住民や関係機関に対してセンターの活動や自宅で取り組める介護予防の内容、消費者 
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被害情報などを積極的に発信している。 

ノルディックウォーキング等を通じて、自主的に介護予防の取り組みを行えるよう支援している。 

地域分析の結果を活かし、地域住民と協議しながら、校区ごとの高齢者のニーズや課題に応じた支援や取り組みを実施 

している。 

⑦ 美郷会 コロナ禍においても民生委員等とのネットワークを活用し、要援護者の支援にあたっている。また、地域活動が減少した

間、地域課題の見直しや整理、課題に対する提案などを検討し、地域活動再開後ただちに活用できるような資料等の作成

など先を見越した活動を行っている。 

ケアマネジャー向けの通信や研修案内を、圏域内の事業所を直接回って手渡しすることで、関係性構築に努めている。 

⑧ みどり 第2層協議体が実施した高齢者へのアンケート調査を活用しニーズの把握や要援護高齢者の抽出を行い、地域や関係

機関と一体となって介護予防や認知症の啓発等に取り組んでいる。 

個別支援についても困難事例や在宅で死亡が見つかった事例のカンファレンスや個別地域ケア会議を行い、速やかに

情報共有や支援の在り方、役割分担等を行う体制づくりができている。 

オンラインを通じた介護保険事業所とのネットワークの構築を進めている。ケアマネジャーの抱える困難事例の傾向分析

や経験年数で分けての会議を持つことにより、様々な角度からのフォローアップを実現している。 

⑨ アイリス  高齢者の孤立を防ぐために住宅管理事務所や社会資源からなる会議体を構成し、地域での課題を検討し、取り組みを進

めている。 

 個別支援についても困難事例についてはカンファレンスや個別地域ケア会議を行い速やかに情報共有や支援方針、役

割分担等を行う体制づくりができている。 

 介護予防の取組みに力を入れており、自宅でできる介護予防の普及啓発に努めている。 

⑩ 大阪 

高齢者生協 

広報紙や SNS等を活用し、住民や関係機関に対してセンターの活動や消費者被害情報などを積極的に発信している。 

 新型コロナウイルス感染症の影響で各団体の運営が休止しているが、相談者のニーズに応じて個別に連絡をとりながら、

関係機関とつなげる支援を行っている。 
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⑪ パナソニック 

エイジフリー 

「市民に分かりやすく」をモットーに各種制度についてセンターオリジナルパンフレットを作成し、地域住民に様々な啓発活

動を行っている。 

個別支援においては金銭管理が難しい要援護者や年金受給手続きができない要援護者に寄り添い、問題解決に向け

てきめ細やかな支援を行っている。 

SNSを活用し、介護保険事業所に対して制度や地域の情報を積極的に発信し、高齢者の支援に繋げてもらえるよう情報

提供している。 

⑫ 大潤会 地域ケア会議や地域活動から抽出された課題を第２層協議体で住民と共に検討し、既存の活動を活用して課題解決に

向けて取り組んでいる。 

第２層協議体の取組みで定期的にひらかた元気くらわんか体操を実施しており、地域と連携しながら体操の周知や当日

の運営を行っている。またその取組みが自主活動として継続できるように支援している。 

⑬ 東香会 個別支援で連携したことをきっかけに圏域内の企業と連携し、地域活動に参加いただくなど有機的に機能できるネットワ

ークを構築している。 

センターの会議室を地域住民の集まりの場や認知所カフェとしてモデル実施し、その結果を活用し、校区単位に広げるよ

う取り組んでいる。 

 



当課評価 (①～⑦)

令和3年度　枚方市地域包括支援センター（包括的支援事業）評価表 令和3年11月末日時点

【

解
釈
】

①
センターの設置目的を踏まえて事業計画をたてるなど、計画
的な運営を行っている。 ○

基本方針・重点事項を掲げ、センター
職員全員で第１圏域の地域特性を鑑み
た年間事業計画を立案している。毎月
定例会議等にて会議・事業の企画等に
ついて協議している。各事業実施後、
定例会議にて振り返り、回覧等行って
いる。

○

事業計画策定時には、事業計画の立
案、年間予定など役割分担して作成
し、定例会議で検討し作成している。
また、コロナ禍の状況等に応じて、定
例会議にて進捗状況等の確認・検討を
行っている。

○

年度初めに１年間の事業計画を立案、
月１回の定例会議で進捗状況を管理・
共有している。コロナ禍等情勢を見な
がら予定を修正している。

○

設置目的（センター業務マニュアルよ
り）を共有し、職員の意見を聴取して
事業計画を作成している。共有パソコ
ンに計画表を作成し、職員全員が進捗
状況等を確認できるようにしている。
また、8月に計画の見直しも行ってい
る。

○

年度当初に事業計画を立て計画的な運
営を行っている。進捗管理は計画表を
掲示し職員全員が確認できるようにし
ている。また、年に1回12月に職員か
らヒアリングを行い事業計画に反映し
ている。

○

今年度のテーマは「withコロナ期のつ
ながりと街づくり～保健・予防・認知
症～」として、コロナ禍であっても
「出来ること」を意識して活動計画の
立案・実施に繋げている。
また、総合相談に関する各種データを
全職員で共有・分析し、地域性に応じ
た取り組みに繋げている。
中間、年度末に事業計画等の評価・修
正を行うなどして、PDCAサイクルで
計画的な運営を行っている。

○

事業計画に関しては管理者と３職種が
中心となり設置目的を踏まえた上で、
スタッフ全員に意見を聞き事業計画を
立て運営を行っている。毎月の定例会
議にて、進捗状況を確認している。

②
センター設置の主旨やセンター業務等について研修等を行う
ことにより職員が理解している。 ○

入職時に業務について研修を行ってい
る。研修参加によって理解を深め、職
員が受講した研修はセンター内での報
告、回覧し、他の職員へも情報共有が
できている。

○

新しく入職する職員には、センターの
役割や業務等について研修を行ってい
る。センター関連の研修に参加を促
し、スキルアップを心がけている。研
修資料は回覧し、他の職員とも共有し
ている。

○

設置目的や基本方針は事業所内に掲示
し、いつでも確認できるようにしてい
る。入職時は、業務に関する内部研修
を行い、センターの役割や活動の理解
を深め、日常の業務を通して学べるよ
うにサポートしている。また、業務の
流れや理解度を自身で確認できるよう
チェック表を活用している。現任者
は、法人内・外研修を積極的に受講
し、受講した内容は定例会議にて伝達
したり、資料の回覧を行っている。

○

年度始めにセンター設置の趣旨や役割
等、業務を理解するための内部研修を
行っている。

○

センターマニュアル最新版の熟読と、
長寿社会開発センター主催の外部研修
について受講を勧奨している。また、
包括的支援事業業務委託仕様書を拡大
コピーしたものを掲示し、日常的に意
識付けしている。毎月のセンター内会
議で総合相談実績及び各職員の業務実
績の一部を見えるようにし、業務の意
識付けが深められるようにしている。

○

地域包括支援センター～基本編～ミニ
勉強会をセンター職員向けに開催し
た。

○

入職時にセンターの役割や業務等につ
いて研修を行っている。適宜業務マ
ニュアル、事業計画を確認し意識しな
がら業務を行っている。

2．運営において公正性･中立性が確保されているか。
【

解
釈
】

①

支援にあたっては、保健･医療･福祉サービスが特定の事業者
に不当に偏らないよう、また利用者を不当に誘導しないよ
う、総合的かつ効率的に、多様な事業者から提供されるよう
配慮している。

○

利用者の意向、状況等に沿いながら、
サービス事業所一覧表を提示し、情報
提供している。介護保険外サービスに
ついても、より多くの情報を把握、提
示できるようにしている。また、職員
間で事業者に偏りが生じていないか確
認している。

○

利用者や家族等の意向を確認し、個々
のニーズに合わせながら、事業所一覧
表等を用い、複数の事業所を情報提供
している。情報提供した事業所をホワ
イトボードへ記載する等して、特定の
事業者に偏らないよう公平性の確保を
図っている。

○

事業所を選定する際は利用者の意向を
尊重することを基本とし、意向がない
利用者については、主治医関連の事業
所はどうか、地域密着的な事業所か、
ネームバリューのある事業所か等、選
定基準を示し、利用者や家族が選びや
すいように進めている。説明時は、事
業所連絡会の作った写真入りの冊子や
パンフレット等を利用したり、デイ
サービスなどは体験利用を促し、より
イメージが湧きやすいようにしてい
る。また、職員間で随時情報共有し、
事業所が偏らないよう配慮し、選定す
るようにしている。

○

利用目的を確認し、希望があればそれ
が目的と合致しているか確認する、希
望がなければ、サービス事業所特徴
表、事業所一覧表を利用し、複数事業
所を提示し支援している。介護保険外
のサービスは、より多くの資源の把握
に努めている。また、ミーテングに
て、随時提案したサービス事業所を共
有し、不当に偏らないように確認して
いる。

○

相談者の意向に沿い情報提供を行い、
選択・決定を促している。また、相談
者自身に自己決定が困難でセンターが
紹介する場合は管理者に報告するよう
にしている。事業所選定指針を順守
し、偏り無い選定と具体的な情報提供
により利用者自身が最終決定できるよ
う努め支援し、その結果は確認してい
る。

○

利用者や家族の意向に沿って、複数の
情報提供を行っている。紹介する際に
は介護保険サービスだけでなく、イン
フォーマルサービスなども積極的に紹
介している。
総合相談データを活用し、定例のセン
ター内ミーティングで偏りがないかな
どの確認を個別に行っている。 ○

相談時は利用者や家族の意向を確認し
ながら、事業者情報一覧のファイルや
パンフレットなどを提示・説明し、自
己選択を促している。相談者の自己決
定が困難で介護保険事業所をセンター
が紹介する場合には、管理者へ報告す
るようにしている。

3．チームアプローチが図られているか。
【

解
釈
】

①
継続的な支援が必要な高齢者に対し、責任体制等を明確にす
るため、「主担当職員」を決めている。 ○

初回相談対応後、管理者・職員間で協
議し、職種の専門性等を配慮して主担
当職員を決め、対応している。

○

管理者と協議し、ケースの相談内容や
ニーズに応じて主担当職員を決めて支
援を行っている。

○

新規ケースは管理者が確認後、虐待や
生活困窮等相談内容の特色に応じて、
職員全員で協議しながら主担当を決め
ている。 ○

総合相談は当初より管理者が担当を決
め対応しているが、継続的な支援が必
要な場合、相談内容の特性や担当者の
専門性を考慮し、担当を変更してい
る。また、必要であれば、主担当と副
担当を決めて対応している。

○

管理者・専門職種で協議し、必要に応
じ決めている。原則、総合相談の記録
をもとにどの職員でも即時対応できる
よう体制を整えている。そのため、総
合相談記録漏れが無いよう留意してい
る。

○

相談内容に応じて主担当者を決めて対
応している。また、必要に応じて複数
職員での対応も適宜行っている。

○

利用者の状態に応じて、管理者を中心
にして職員全体で、業務量等を勘案し
て主担当者を決めている。状態によっ
ては複数で関わることもある。

②
必要性に応じ随時センター内でカンファレンスを行うなど、
チームとして検討･支援していく場を設けている。 ○

毎朝のミーティングにてケースの情報
共有を行い、必要に応じて対応等を検
討している。また、毎月定例会議にて
対応等を協議している。緊急時等に
は、随時カンファレンスの場を設けて
情報共有、検討をしている。

○

毎月の定例会議で「ケースの共有」の
時間を設け、情報共有や検討を行って
いる。緊急時には、朝礼や随時その場
で協議を行い、対応している。

○

朝・夕礼時、月1回の定例会議内で報
告、職員全員で共有し、対応策を検討
している。緊急時には、随時その場で
情報共有し、対応している。

○

毎日ミーテイングで情報共有し、必要
に応じてカンファレンスを行い、支援
の方向性を検討している。また、必要
に応じて２人体制で訪問したり、副担
当を決めて対応している。訪問結果
は、ミーティングで共有し、各専門職
からの助言を得ている。

○

毎日の朝礼、新規相談あった機会等、
その日在席している職員間で可能な限
り全件検討し、チームとして支援方向
を決定し動いている。

○

支援困難事例は随時センター内でカン
ファレンスを行っている。

○

必要に応じて随時カンファレンスを行
い、職員全員に周知しながら対応を検
討している。経過に関しては毎朝の
ミーティングや月１回の定例会議の場
などを利用し職員全員で検討、周知で
きるようにしている。

③
支援困難ケースの対応や緊急性の判断等について、「主担当
者」だけでなく、複数の職員が関わる配慮をしている。 ○

困難ケース、権利擁護、虐待対応ケー
ス等は、管理者を含む複数職員で検討
し、チームアプローチを行うことで、
担当者が孤立することなく対応できる
よう配慮している。 ○

困難ケース等は、複数の職員で多様な
視点から情報共有、協議し、支援方針
等を検討している。必要に応じて2人
体制で訪問する等の対応している。

○

困難ケースや緊急対応が必要と想定さ
れるケースは、基本異なる職種の2人
体制で担当している。緊急時には、他
職員も対応できるよう毎朝・夕礼や定
例会議で情報を共有している。 ○

ミーティングでの報告で、複数の関わ
りの必要性を判断し対応している。ま
た、緊急性があればミーテイングを待
たずに管理者と協議し対応を検討して
いる。管理者が不在の場合は、その場
にいる職員間で話し合いで対応を決め
ている。

○

管理者に報告し、センター内で検討
後、対応者を決定し複数で関わるよう
にしている。チームアプローチを意識
し効果的な支援の手法・方向性を検討
しながらその都度目標を立て対応して
いる。

○

担当職員以外でも緊急時の対応ができ
るように、また担当職員が孤立するこ
とのないように、職場全体で支える体
制を作っている。

○

困難ケースや緊急を要する場合には単
独では対応せず、複数の職員で対応で
きる体制が作れるように配慮してい
る。

④
職員間で情報共有や検討ができるよう所内会議等を開催して
いる。 ○

毎月定例会議や毎朝のミーティング
時、ケースや確認事項等を情報共有し
ている。緊急時等には、随時カンファ
レンスの場を設けて情報共有、検討を
している。

○

毎月定例会議を開催している。必要に
応じて、朝礼や随時その場でケース検
討を行っている。

○

朝・夕礼時、月1回の定例会議にて情
報共有・ケース検討を行っている。緊
急時等、状況に応じて複数の職員で協
議している。

○

センター内定例会議だけでなく、毎日
ミーティングで情報共有し、検討して
いる。必要に応じて随時カンファレン
スを行っている。

○

毎日の朝礼、月1度の所内会議、必要
時に、意見交換・情報の共有や検討を
している。

○

職員の困りごとや悩みに早く気付き、
手当ができるための仕掛けとして、毎
月定例のセンター内ミーティングで定
例進捗会議の時間を設け、お互いの仕
事やケースの状況が共有できるように
している。

○

毎朝のミーティング、月１回の定例会
議を実施し、情報共有や検討ができる
ようにしている。その他各部会の報告
や研修内容の伝達などに関しても毎朝
のミーティングで報告、資料は回覧し
情報が共有できるようにしている。

安心苑

高齢者が住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようにしていくためには、できるだけ要介護状態にならないような予防対策から、高齢者の状態に応じた介護や医療サービス等の様々なサービスを高齢者の状態の変化に応じて、切れ目なく提供することが重要です。
地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、地域支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関として設置されました(介護保険法第115条の46第1項)が、これらのことを職員一人ひとりが理解して業務を遂行していく必要があります。

地域包括支援センターの運営は、公正・中立性を確保しつつ適正にされなければならないとされており、地域の関係者全体がそれを評価する場として、「地域包括支援センター運営等審議会」が設置されています。センター職員は、その運営が常に運営等審議会の関与、すなわち地域の意思に基づいて行われるものであることを理解していく必要があります。

各職種が地域包括支援センターの業務全体を十分に理解し、常に情報を共有し、相互に連携･協働しながら、「３職種」が「４つの業務」を行う「チームアプローチ」の考えが基本であると認識することが必要です。

◎：重点的に取り組んでいる。　○：できている。　△：改善が必要。

【基本項目】（運営全体に関すること）

１．地域包括支援センターの設置目的について職員に周知・理解させ、運営に活かしているか。

社協こもれび 聖徳園 松徳会サール・ナート 美郷会社協ふれあい
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当課評価 (①～⑦)

4．地域住民への周知が図られているか。
【

解
釈
】

① センターの看板や案内等が、わかりやすく表示されている。 ○

センターの立地を活かし、目立つよう
に幟を立て、入口の引き戸とガラス窓
に大型の内張り看板を掲示、わかりや
すく表示している。

○

センターの看板は遠くからでも見える
ように、建物の１階部分だけでなく、
２階３階の壁面にも設置している。

○

ビル１階入り口には看板を設置。２階
事務所前にはのぼりを設置し、エレ
ベーターから降りてすぐ場所がわかる
ようにしている。

○

センターの看板は道路からも見やすい
ところに設置し、業務時間内はのぼり
を出している。

○

正面玄関に大きく見やすい看板を設置
し、のぼりも両側に活用し表示してい
る。正面玄関横に掲示板を設置し、関
係機関からの啓発ポスターやセンター
からの案内等を貼っている。それをみ
て来所される相談者は増えた。バス通
りに面しており、「わかり易い」と地
域住民から感想を頂いている。

○

センターの入り口に看板を設置。季節
に合わせてデザインを変えるなど工夫
しながら、介護保険に関することや運
動教室など地域住民に向けたチラシ等
を設置し情報発信を行っている。

○

建物に看板を設置し、名称、電話番号
を大きく掲示している。わかりやすい
場所にセンターののぼりを設置してい
る。

②
センターの案内や業務内容を、地域住民や関係機関に積極的
に周知を図るとともに、センターの理解が深まるように働き
かけている。

〇

入口付近にセンター周知ポスターやチ
ラシ、ひらかた元気くらわんか体操推
奨や消費者被害注意喚起等の看板を設
置、目を引くよう工夫をしている。年
4回「社協こもれびだより」を発行、
校区コミュニティ協議会協力のもと全
校区回覧、医療機関や薬局にも設置を
依頼している。

○

地域サロン・地域カフェ等での出前相
談では、パンフレット類の配付と共
に、介護相談や健康相談、ひらかた元
気くらわんか体操の啓発を行い、積極
的に地域住民へ周知している。また、
年4回発行「包括社協ふれあいだよ
り」を発行、新たに府営住宅、主要な
集合住宅での回覧や掲示を行った。

○

リーフレットを作成し、地域に出向い
た際には地域住民や関係機関に配布し
ている。年4回発行している広報紙
「聖徳だより」は各自治会で回覧・全
戸配布。活動報告やセンターの役割を
住民に伝えるようにしている。

〇

センターの案内ちらしを作成、地域の
行事、出前講座等で周知するようにし
ている。今年度はコロナ禍のため地域
行事が激減しているため、相談があっ
た際、随時、民生委員や地域の方に案
内ちらしを配付し周知している。

○

緊急事態宣言により地域の集いで周知
活動が減っているが、可能なタイミン
グでは地域に出向き周知活動してい
る。センターの広報紙は例年通り年に
2回発行し、自治会や関係機関への回
覧と配布をしている。今年度は一部の
自治会からニーズがあり、センターの
簡易なチラシを作成し会館に設置頂い
た。その他地域が作成する福祉だより
に寄稿を依頼されることもあり、その
都度センター業務や設置場所について
の内容も掲載頂くようにしている。

◎

センター独自のホームページとＬＩＮ
Ｅ公式アカウントを定期更新してい
る。
ホームページでは地域住民にあまり知
られる機会がない事業所向けの研修等
の活動報告を随時掲載し、センターの
業務内容の周知を図っている。
ＬＩＮＥは登録者が325名（8/30時
点）となった。開始から3年経過し、
毎年約100人ペースで登録者が増えて
いる。
今年度はLINEの投票機能を使い、「ど
のような情報に関心があるか」など登
録者の声を聞く予定であり、地域住民
の方の役に立つような情報を配信でき
るように努めている。
LINEのリッチメニューを活用し、セン
ター独自のYouTubeチャンネルでノ
ルディックポールを用いた動画を作成
配信予定。
また、イズミヤのご協力で店内に常設
ラックに新しい情報等を随時更新し、
情報発信を行っている。

○

年４回広報紙を作成し、老人会や自治
会を通じて圏域全体に配布している。
医療機関にも配架を依頼している。内
容に関しては興味を持ってもらえる内
容となるよう工夫している。センター
の壁面、カフェボードにセンターの業
務内容や取り組み、開催している講座
などを掲示している。

5．個人情報の保護について、適切に取り組んでいるか。
【

解
釈
】

①

総合相談対応時の個人情報の第三者への提供にあたっては、
「誰」に「どんな情報」を「何の目的」で提供するのかを説
明したうえで、書面にて利用者の同意を得ている。また、書
面での同意が困難な場合は必ずその内容を記録している。

○

総合相談対応時、個人情報を提供する
場合は口頭にて説明、利用者より同意
を得ている。その内容を相談記録に記
入している。 ○

事前に本人や家族に同意を得て、個人
情報を第三者に提供している。書面同
意の場合は、同意書をファイルに綴じ
鍵のかかるロッカーに保管、書面同意
が難しい場合は、口頭で説明して同意
を得て、その旨を支援経過に記載して
いる。

○

総合相談対応時、他の機関に情報提供
する際は、事前に利用者に対し口頭で
説明、同意を得たうえで実施し、その
内容を支援経過に記録している。 ○

個人情報を提供する場合は、「提供
先」「情報内容」「目的」を説明し
て、口頭で同意を得て記録している。

○

相談室には同意書を置き、必要時サイ
ン頂くようにしている。電話相談等で
書面による同意が得られない場合も口
頭で確認しその記録は必ず残すよう努
めている。

○

書面にて同意を得ている。口頭で同意
を得た場合は記録に残している。

○

必要に応じて書面で同意をもらってい
る。書面で同意をもらうことが困難な
場合には口頭で個人情報を使用するこ
とを説明し、同意を得て支援経過に記
録している。

②
個人情報保護について職員がきちんと理解できるよう、個人
情報保護に関する市の取扱方針に従って対応マニュアルの整
備や職員への研修等を行っている。

○

個人情報保護に関する方針を提示、規
定を定めるとともに、個人情報取扱マ
ニュアルを整備し、遵守している。

○

個人情報取り扱いマニュアルは、事務
所の見える所に掲示し、常に職員間で
意識できるようにしている。入職時に
個人情報保護についての研修を行って
いる。 ○

法人共有の個人情報保護規定を事業所
内に掲示している。今年度、個人情報
保護に関する内部研修を予定してい
る。 ○

年1回個人情報に関する研修を行い、
個人情報保護に関する市の取扱方針に
従って、個人情報保護に関してマニュ
アルを作成して周知している。 ○

法人共通の個人情報保護規定を整備し
ている。個人情報保護に関する市の取
り扱い方針に従い対応マニュアルを整
備しており、センター内での研修も毎
年実施している。 ○

センター用の個人情報保護マニュアル
を整備し、適宜更新している。
また、毎年輪番制で職員が個人情報の
研修に参加。その後、伝達研修を全職
員が受講している。 ○

個人情報保護のマニュアルを整備し、
職員へ周知している。今年度はコロナ
禍で集まっての研修が実施できていな
いが、毎年1回法人で実施する個人情
報保護に関する研修に参加し、その
後、伝達研修を行っている。

③
法人内やセンター内、職員間等で不必要に個人情報が流れて
いない。 ○

相談スペースには仕切りをし、利用者
が話をしやすい場となるように配慮し
ている。離席の際は、ケースファイル
等個人情報に関する書類は、職員以外
の目に触れることがないようにしてい
る。

○

相談スペースには仕切りをし、相談者
がいる際には職員間の会話内容や声の
大きさに注意し、個人情報の流出に注
意している。

○

職員間の伝言メモ等はパソコン内で行
い、対応後は消去している。法人内で
利用者の状況を書面報告する際は、個
人情報部分にマスキングをしている。
来客中は、職員の会話内容、声の音量
に注意し、不用意に個人情報が漏れな
いよう配慮している。

○

各パソコンにはロックがかかっており
不用意に閲覧できないようにしてい
る、また法人内の職員が個人情報を見
ることはない。また、利用者や相談者
等外部の方が相談室にいる場合、電話
相談等の声が聞こえないよう音量等に
配慮している。

○

面談室はパーテーションで仕切り、シ
ステム環境も外部及び職員間で目に触
れにくく不必要に個人情報が流れない
配置にしている。職員がデスクを離れ
る際は情報システムからログアウトす
るようにしている。

○

相談室は個人情報が漏れないように仕
切られている。

○

相談スペースには仕切りをしている。
自席を離れるときはケースファイルは
出しっぱなしにせず、パソコンの画面
も閉じておくように配慮している。

④ 個人情報の保管が確実にされている。 ○

ケースファイルは書庫に保管し、施錠
している。

○

個人ファイル、書類等は、鍵のかかる
書庫に収納し、時間外は必ず施錠して
いる。

○

個人情報は施錠できる保管庫にて保存
している。退所時に施錠し、鍵は所定
の場所に保管している。

○

紙媒体の情報は鍵のかかるロッカーに
保管して施錠している。

○

鍵付き書庫と金庫を利用し個人情報を
保管している。

○

個人情報を含む書類は鍵のかかるロッ
カーに保管するなど、マニュアルに
沿った対応を行っている。
各職員が訪問予定表に個人情報の持ち
出しと持ち帰りをチェックし、確実な
保管を心がけている。

○

個人情報を含む書類は鍵のかかる保管
庫に保管している。営業時間外はロッ
カーのカギ、パソコンのICカードは鍵
のかかるデスクの引き出しに保管して
いる。

6．苦情受付の体制整備が整っているか。
【

解
釈
】

①
苦情受付の担当者・責任者を置いている。また、苦情受付台
帳を作成し、対応記録を残している。 ○

苦情対応担当者として管理者が、苦情
対応責任者として法人が担当し、対応
している。苦情受付台帳を作成し、対
応時は記録を残している。

○

苦情受付担当者は管理者とし、責任者
は法人となっている。苦情処理台帳を
作成し、対応時は記録を残している。 ○

苦情受付・対応は管理者が担当してい
る。法人規定の苦情受付台帳を作成
し、対応時は記録を残している。 ○

苦情受付担当者・責任者を設置、掲示
し、説明をしている。また、苦情報告
書を作成し、台帳で管理している。 ○

各職員及び管理者が随時対応し、最終
は責任者として管理者が集約してい
る。対応経過等は記録を残し台帳管理
の上、法人へ定期的に報告している

○

苦情受付の責任者は管理者が担ってい
る。苦情があった際には受付簿に記録
している。 ○

管理者が責任者となり、各職員が苦情
対応を行っている。また、苦情受付台
帳を作成し、対応記録を残している。

②
苦情についてきちんと対応できるよう、対応マニュアルの整
備や職員への周知を行っている。 ○

苦情対応ガイドライン等を事務所内に
掲示し、いつでも閲覧できるようにし
ている。

○

苦情対応マニュアルを作成し、職員へ
周知し、苦情受付体制を整備してい
る。ヒヤリ・ハット報告書は、セン
ター内で共有後、法人へ報告してい
る。 ○

苦情対応マニュアルを作成している。
所定の場所に保管し、いつでも閲覧で
きるようにしている。

○

苦情対応マニュアルを作成し、職員が
理解している。

○

法人のものを基本に作成した対応マ
ニュアルで研修し、個々の職員が適切
に対応できるよう準備している。ま
た、職員単独で解決しないよう、セン
ター内で検討の上対応策を決定するよ
うにしている。毎月のセンター内会議
でも再度共有し対応結果を振り返るよ
うに努めている。

○

苦情対応マニュアルを整備して全職員
が対応できるようにしている。

○

苦情対応マニュアルを作成し各職員が
対応できるようにしている。苦情が
あった場合には法人に報告している。

③
苦情の対応や問題の解決方法については書面（第三者機関の
活用や法人との連携等も含む。）を掲示し、利用者等にもわ
かりやすく説明している。

○

相談室内に苦情受付や第三者機関等に
ついて掲示している。

○

苦情受付窓口の設置について相談者か
ら見えやすい壁面に掲示し、苦情受付
の各窓口の連絡先や住所、第三者委員
の氏名、連絡先などを明記している。

○

苦情受付担当者、第三者機関をセン
ター内に掲示している。

○

苦情受付担当者・責任者・第三者機関
を掲示し、説明をしている。

○

苦情相談窓口及び解決に至る対応方法
について掲示し説明している。

○

苦情受付対応者や相談機関について事
務所内に掲示し、必要に応じて説明し
ている。 ○

苦情受付担当者、第三者機関について
相談スペースに掲示している。

地域包括支援センターは、要援護高齢者の相談・支援に関わる機関であることから、苦情解決には社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応をすることが求められています。

地域包括支援センターは高齢者の総合相談や権利擁護を担うことから、自ら支援を求めることができない高齢者であっても活用できるよう、積極的に周知を図る必要があります。そのためには、高齢者のみならず、高齢者を取り巻く地域住民や地域活動を行う関係者等に対しても積極的に周知を図っていくことが必要です。

地域包括支援センターは運営上、多くの個人情報を扱うことになるため、取り扱いには充分留意する必要があります。また、相談者等のプライバシーを尊重し、相談や情報収集においては支援をするうえで必要な範囲内にとどめるとともに、常に守秘義務を負うものであることを自覚する必要があります。
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当課評価 (①～⑦)

7．夜間や休日の体制について確保できているか。
【

解
釈
】

①
夜間や休日における緊急時には、職員と連絡がとれる体制が
整っている。 ○

週末は、管理者が留守番電話の内容を
確認している。年末年始等長期休暇時
は、センターへの電話が携帯電話に転
送されるシステムになっている。連絡
網を整備し、職員と連絡が取り合える
体制にしている。

○

職員住所録・連絡網は、年度初めに更
新し、年度途中に変更した場合もその
都度更新し、職員間で連絡を取りあえ
る体制としている。休日は、管理者が
留守番電話の内容を確認し、緊急時の
対応に備えている。

○

夜間・休日は留守番電話対応に切り替
えている。緊急時に対応できるよう留
守番メッセージで緊急電話番号を案内
し、緊急携帯電話は職員持ち回りで対
応している。 ○

夜間休日は、留守番電話の音声で緊急
用電話番号をアナウンスしている。緊
急電話で相談があれば管理者が対応、
緊急性があると判断すれば、職員に連
絡して対応している。 ○

夜間・週末は留守番電話対応。長期休
業時には管理者が緊急用携帯を所持
し、留守番電話には緊急用携帯電話の
番号をアナウンスしている。法人の協
力もあり、連絡がとれる体制になって
いる。

○

営業時間外には留守番電話から事務所
の携帯電話に転送されるようになって
いる。緊急性がある場合には担当者に
連絡するなど体制を確保しており、セ
ンターのホームページにもこのことを
記載している。

○

時間外は留守番電話に設定し、１日２
回メッセージを確認している。職員間
は連絡網を作成し緊急時に連絡がとれ
る体制にしている。

8．人材の育成や支援について、取り組んでいるか。
【

解
釈
】

①
法人代表者やセンター管理者は、センター職員がスキルアッ
プのための研修にできるだけ参加できるよう配慮している。 ○

新人職員をはじめ、全職員に外部研修
の受講を勧奨し、スキルアップできる
よう促している。複数人の参加も考慮
しながら、受講できる体制を整備して
いる。

○

職員の研修参加は、市や法人からの研
修案内を回覧し、参加を奨励してい
る。法人が開催する研修にも可能な限
り受講を勧めている。

○

研修案内を回覧し、可能な限り参加す
るように促している。研修参加費・交
通費を支給している。

○

研修通知を伝達し、受講希望があれば
勤務調整し最大限参加できるようにし
ている。また必要な研修があれば参加
させるようにしている。

○

法人の支援により、職員がスキルアッ
プのため積極的に外部研修を受けられ
る環境が整っている。

○

研修費用および交通費は法人が負担
し、様々な研修への参加を促し、研修
に参加できる体制づくりを行ってい
る。
オンライン研修にも積極的に参加し、
新しい情報を取り入れるように努めて
いる。
今年度は職員１名がホワイトボード・
ミーティング®　ベーシックの研修を
受講。研修費用は法人が負担してい
る。
今後はこの技法を活用して、認知症カ
フェや終活イベントなど様々な取り組
み展開を予定している。
さらに別職員1名がノルディッウォー
キング指導者養成研修や楽10体操イン
ストラクター講座などを受講し、くら
わんかウォーカーズ養成レッスンや
フォローアップ、地域の介護予防教室
で活躍中。

○

研修案内は全員に回覧し、希望の研修
に参加できるよう配慮している。研修
費用や交通費は法人が負担している。
リモートでの研修にも参加できるよ
う、環境を整備した。

②
知り得た情報や知識については、全員にフィードバックし共
有している。 ○

研修後は、資料を共有綴りにファイリ
ングし、情報や知識を共有している。
また、毎朝のミーティングや毎月定例
会議にて伝達を行っている。

○

定例会議にて受講内容の報告伝達を行
い、全員にフィードバックし、共有を
している。研修資料は回覧後、研修
ファイルに綴り閲覧できるようにして
いる。 ○

研修に参加した職員が資料を回覧し、
ファイリングしている。定例会議等で
伝達研修を行っている。

○

研修報告をシステムに記録し、資料を
職員に供覧し、周知している。

○

研修参加後は、朝礼やセンター内会議
において伝達研修し学びを深め共有し
ている。また、研修資料はファイリン
グし供覧できるようにしている。

○

朝のミーティングでの報告や伝達研修
等で共有している

○

知りえた情報や知識に関しては、毎朝
のミーティングなどで伝達講習を行
い、周知している。研修資料はファイ
リングしいつでも閲覧できるようにし
ている。

【事業実施計画】 （総合相談支援業務）

１．ネットワーク構築が図られているか。
【

解
釈
】

①
インフォーマルサービスを含めた地域の社会資源を把握し、
機能や役割を整理したうえで、暮らしまるごとべんりネット
の更新を行っている。

○

介護保険事業所、医療機関、イン
フォーマルサービス情報等を収集し、
収集した情報をファイリングし、来所
者が閲覧できるようにしている。暮ら
しまるごとべんりネットは随時更新し
ている。また、地域カフェや高齢者の
居場所等をまとめた「第１圏域地域資
源集一覧表」を作成中であり、オンラ
イン発信等も含め、公開を検討してい
る。

○

各自治会や老人会などの社会資源の情
報収集を行い、随時、暮らしまるごと
べんりネットの情報の更新を行ってい
る。

○

インフォーマルサービスの情報を一覧
にしパソコン上で管理している。暮ら
しまるごとべんりネットの情報は変更
があれば随時更新している。

○

インフォーマルサービスを含めた地域
の情報の把握につとめ、情報の変更が
あれば、その都度暮らしまるごとべん
りネットを更新している。

〇

大きい地図に社会資源を見やすく落と
し込んだものを事務所内に掲示し、随
時情報更新している。また、暮らしま
るごとべんりネット情報や見守り110
番協力店舗数を増やすよう努め、情報
は更新している。 ○

地域の情報を積極的に集め、暮らしま
るごとべんりネットの入力及び更新を
定期的に行っている。（2～3か月に1
回）

○

介護保険事業所、インフォーマルサー
ビスなどサービス種別ごとにファイル
を作成している。情報の更新があった
場合はその都度整理し、来所者が自由
に閲覧できるようにしている。圏域内
の医療機関、事業所マップを相談対応
する際に活用している。暮らしまるご
とべんりネットの更新を適宜行ってい
る。

②
圏域における高齢者のニーズ把握を行い、支援内容に対応で
きるネットワークを構築している。 ○

出張相談にて地域住民、高齢者の声を
直に聞いて状況を確認したり、第2層
協議体の会議で高齢者のニーズや地域
課題を共有し、解決に向けた取り組み
へつなぐことができるよう努めてい
る。また、民生委員地区委員会の定例
会議に出席することで、相談しやすい
関係性を築いている。

○

老人会の役員と懇談を行ったり、地域
サロン・地域カフェ等で健康相談を継
続することで、高齢者のニーズ把握を
行っている。また、校区コミュニティ
協議会、校区福祉委員会、民生委員地
区委員会、社会福祉協議会、行政など
と連携し、ネットワークを構築してい
る。

○

第2層協議体の会議に参加し、地域の
情報、ニーズを把握している。得られ
た情報は、介護サービスを紹介する前
に地域のサークルや体操教室を紹介す
る等、総合相談に活かしており、さま
ざまな状況のケースにも対応できる
ネットワークを整えている。

○

地域サロンや個別相談等で地域の高齢
者の話を聞き、ニーズを把握してい
る。得られた情報を圏域介護保険施設
と共有、施設内のスペースを活用した
地域交流の場の設置に向けて協議して
いる。コロナ禍の情勢をみながら、新
たなネットワーク構築のための取組み
を進めていく。

◎

コロナ禍でアウトリーチ活動の場は
減っているが、個別支援のケースや、
センター横で実施している体操に集わ
れる方、第2層協議体の生活支援コー
ディネーター、医療機関、他業種の連
携機関、介護保険事業所の相談員から
ニーズ把握している。それら構築済み
のネットワークは集う以外の方法で関
係性が維持拡充できるよう努め、今年
度は新たに就労継続支援B型事業所2か
所が加わった。

◎

第2層協議体業務活動などを通じて、
高齢者のニーズに合わせた活動を地域
の中で生み出すための協議を重ねてい
る。また、くらわんかウォーカーズの
リーダーさんとは定期的に連絡を取り
合い、活動上の困りごと等の把握を
行っている。各グループのリーダーさ
ん同士の交流と情報交換の場として
リーダー集会の開催を行った。
圏域内にあるUR管理サービス事務所に
挨拶に伺ったことがきっかけで、UR本
部を通さずに直接センターに相談が入
るケースがあり、迅速な対応を行うこ
とができた。

○

コロナ禍で開催回数は減少したが、老
人会やサロンでの出前講座、第2層協
議体、多職種連携研究会などで高齢者
のニーズを把握している。自治会や民
生委員、社会福祉協議会などと連携
し、ネットワークを構築している。

③
既存のネットワークが有機的に機能できるよう維持・改善に
努めている。 ○

居宅介護支援事業所・訪問介護・通所
介護事業所との懇談会等において、顔
の見える関係作りに努め、個別支援の
対応にも活かしている。また、見守り
110番協力店舗の拡充にも取り組んで
おり、ネットワークの維持・改善に努
めている。

○

コロナ禍により対面で集まる機会が減
少したため、関係機関との会議等をオ
ンラインで開催し、ネットワークの維
持を図った。また、見守り110番協力
店舗拡大に取り組み、ネットワークの
強化に努めた。

○

圏域内に新規開業したクリニックや店
舗があれば見守り110番の協力依頼を
積極的に行っている。また、第２層協
議体の会議に参加した際は、校区ごと
の特徴にあわせて連携が図りやすくな
るよう検討し、対応している。

○

民生委員や圏域介護保険事業所からの
相談対応の際、継続した連携の必要性
を伝えており、ネットワークの維持に
努めている。また、見守り110番協力
店舗と顔の見える関係を築き、セン
ター独自で作成したチラシを活用して
引き続き協力を依頼したり、協力店舗
拡充に向けて取り組んでいる。 ◎

既存のネットワークとはコロナ禍によ
り多人数で集う連携事業や行事開催で
きず、代替手段で関係性の維持・拡充
に努めている。今年度はUR都市機構と
の連携事業を新たに立ち上げた。

◎

有料老人ホームやサービス付き高齢者
向け住宅等をメンバーにした「ひらか
た介護向上委員会」では、保健所等と
協働で3回シリーズの研修や情報交換
会を開催した。顔の見える関係性を作
る機会を継続し、自圏域のネットワー
クの維持に努めている。

○

見守り110番協力店舗を訪問し、顔の
見える関係づくりに努めている。地域
の集まりや事業所懇談会などを通じて
交流を図り、ネットワークの維持改善
に努めている。

地域包括支援センターは、担当圏域にネットワークを構築することで、支援を必要とする高齢者等を見い出すことができます。各種サービス、関係機関等へ適切に支援できるようつなぎ、継続的な見守りを行います。更なる問題の発生を防止するためのネットワーク構築も必要となります。ネットワークは構築するだけでなく、既に機能しているネットワークも把握・整理し、定期的に見直すことが必要です。

地域包括支援センターは、高齢者の権利擁護や虐待など様々な相談・支援に関わることから、緊急時には職員と連絡がとれる体制を確保しておく必要があります。

配置されている専門職の専門性を活かし、サービスの質の向上を図るためには、管理者や法人は、与えられた研修のみならず、研究･事例検討など様々な機会を職員一人ひとりが活用できるよう配慮する必要があります。また、研修等によって得られた知識や情報を他の職員と共有することでセンター全体の質の向上につなげる姿勢が求められます。
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当課評価 (①～⑦)

④
地域のネットワークを活用し、他の関係機関と連携して要援
護高齢者を支援している。 ○

地域での居場所やカフェ等を活用し高
齢者を支援している。また、必要に応
じて、医療機関・福祉事務所・保健
所・コミュニティソーシャルワーカー
や法律専門家等とも連携している。

○

民生委員、自治会役員、医療機関、金
融機関、消費生活センター、コミュニ
ティソーシャルワーカー、保健所、市
担当課等と連携し、虐待や生活困窮
ケース等の要援護高齢者の支援を行っ
ている。

○

困難ケース等要援護高齢者の支援で
は、担当民生委員等と連携し、地域の
中での様子を確認、必要な制度・サー
ビス等につなげている。65歳以下の家
族等への支援が必要な場合は、社会福
祉協議会や保健所等と情報共有し、役
割分担等を行い、連携して支援してい
る。

○

民生委員、地域のシニアクラブ、自主
組織、医療機関、社会福祉協議会等、
関係機関と円滑に相談できる体制を整
備しており、今まで構築してきたネッ
トワークを最大限に活用し、要援護高
齢者を支援している。

◎

今年度は新たにUR都市機構との連携事
業を既存の事業に加え立ち上げたこと
で、地域住民のニーズ把握と支援につ
ながる場が増えた（健康講座・体操・
花壇の整備など）。個別相談からその
場に繋ぐ機会もあり、機能性は増して
いる。また、センターで把握している
要援護者（虚弱者リストあり）につい
ては定期的にフォローの連絡をし、有
事の際に関係機関と連携、支援できる
よう関係性の維持に努めている。

◎

圏域内のURに暮らす一人暮らし高齢者
の支援では、UR、複数の市町村担当課
と連携し、医療機関受診～退院支援や
サービス導入のサポートを行い、在宅
生活が安心して送れるように体制整備
を行った。
また、市内の医療・介護・福祉が集ま
るオンラインサロンや第6圏域に限定
したオンラインカフェを開催し、地域
のネットワークが途切れない仕掛けを
している。

○

民生委員や見守り110番協力店舗、行
政機関、各関係機関などとネットワー
クを構築し、要援護高齢者を支援して
いる。困難ケースがあれば、家族や民
生委員、関係機関を含めて個別地域ケ
ア会議を実施している。

2．ネットワークを活用し実態把握を行っているか。
【

解
釈
】

①
隠れた問題やニーズを早期発見するために、高齢者の個別訪
問を行うなど必要に応じて、アウトリーチによる相談・対応
をしている。

○

近隣住民やケアマネジャー、市担当課
からの通報等の際は速やかに訪問し、
高齢者の状況把握に努めている。特に
虐待が疑われるケース等、即時対応が
必要と予測される場合は、できる限り
迅速な訪問、相談対応等を行ってい
る。

○

家族、民生委員、自治会役員、近隣住
民等から連絡があれば自宅訪問し、実
態把握をしている。また、必要に応じ
て「お元気訪問」を理由に、アウト
リーチを図っている。

○

センターが高齢者の相談窓口であるこ
とを自治会の回覧等で周知を図り、
ニーズの早期発見に努めている。地域
住民や民生委員から相談を受け、個別
訪問にて実態把握を行い、関係機関と
連携して対応に当たっている。

○

地域の社会資源、関係機関、民生委員
や第2層協議体、出前講座等から情報
を得て、すみやかに訪問し、実態把握
を行っている。

◎

民生委員や既存の関係機関、地域の他
業種等からの相談があれば速やかに訪
問する等の対応を行っている。また、
今年度は地域からのニーズをもとに、
センターの場所と連絡先をメインにし
た簡易なチラシを新たに作成し一部の
自治会館に設置した。それを持参し来
所されたり、電話相談もあり。また、
生活課題はあるが支援を希望しない1
人暮らし高齢者について、地域と連携
して個別のアウトリーチを継続し、定
期的に見守りや安否確認を行ってい
る。

◎

民生委員、地域住民、関係機関等から
相談があれば速やかに訪問し対応して
いる。また、今年度は地域アセスメン
トでハイリスクエリアとなっているＡ
町で、民生委員、校区福祉委員、セン
ター職員とで「気になる高齢者」を把
握するための情報交換会とマップづく
りを行った。民生委員の困りごとを見
える化することで、新たな課題に気づ
くことができた。認知症等で気になる
高齢者を後追いするなどして問題の深
刻化防止に努めた。

○

民生委員、地域からの相談や情報提供
があれば、個別に訪問し実態把握を行
い早期対応できるよう努めている。
現在は新型コロナウイルス感染症の影
響で行えていないが、今後は今までも
にも行っていたように、元気はつらつ
健康づくり事業などで高齢者の実態把
握を行い早期対応ができるように努め
る。

②
様々な社会資源や関係機関等から情報収集を行い、高齢者の
心身の状況や家族の状況等について実態把握を行っている。 ○

迅速な訪問が難しい場合は、民生委員
やケアマネジャー、金融機関・新聞配
達事業者・配食事業者などの民間事業
者等、関係機関との連携を密にし、実
態把握を行い、早期に適切な対応を行
うようにしている。

○

早期の訪問が難しい場合は、民生委
員、自治会役員、医療機関や薬局、金
融機関、コミュニティソーシャルワー
カー、保健所、生活福祉担当、市担当
課等と連携して情報収集し、実態把握
を行っている。

○

早期の訪問が難しい場合、地域住民・
民生委員・地域の医療機関・介護保険
事業所・警察・保健所・地域の事業所
（薬局・銀行・郵便局等）から情報を
得て、実態把握を行っている。

○

民生委員、UR管理サービス事務所、自
治会、配食事業者、医療機関等、地域
から情報を得ている。訪問等で本人の
状況を確認後、不足している情報があ
れば関係機関に確認、実態把握に努め
ている。

◎

民生委員や既存の関係機関、地域の他
業種（金融機関・工務店・衣料品店・
小売店・酒屋・配食事業者等・司法書
士総合事務所）とは、コロナ禍で連携
事業の機会は減ったが、センターの広
報紙を年に2回は置いて頂く機会で連
携関係維持に努め、有事の際は支援に
必要な情報共有が速やかに行えてい
る。生活課題はあるが支援を希望しな
い一人暮らし高齢者について、地域と
連携し、定期的に見守りや安否確認を
行っている。また、連携機関から「見
守り110番」の通報数は今年度も増加
し、対象者把握と支援介入のきっかけ
づくりに機能している。

◎

民生委員や地域住民、見守り110番協
力店舗、関係機関等と連携し情報収集
を行っている。また、コロナ禍で地域
に出る機会が減っていることから、民
生委員へのヒヤリングを継続してい
る。新しい民生委員など、困りごとを
抱えている方も多くニーズ把握に努め
ている。

○

民生委員、地域住民、介護保険事業
所、その他関係機関などから情報を収
集し実態把握に努めている。

３．適切に総合相談業務が実施されているか。
【

解
釈
】

①

本人、家族、近隣住民、地域のネットワーク等を通じた様々
な相談に対して、相談者との信頼関係を構築しながら、的確
な状況把握を実施すると同時に、相談内容に即したサービス
や制度に関する助言、関係機関の紹介等を行っている。

○

相談内容に耳を傾け、内容に応じた制
度やサービスの利用方法の説明をして
いる。また、インフォーマルサービス
（地域高齢者の居場所等）をはじめ、
多様なサービスについて紹介を行って
いる。

○

相談があれば、相談者との信頼関係構
築を心がけながらアセスメントを行
い、相談内容に即した情報提供を行う
ようにしている。近隣住民や民生委員
からの相談の場合は、関わりのある方
に連絡調整や初回訪問時の同行を依頼
し、ケースに応じて関わり方を工夫し
支援につなげている。 ○

地域の行事、会議に参加することで、
地域住民との信頼関係は構築してい
る。相談を受けた際は、すみやかに訪
問して状況把握に努め、地域のイン
フォーマルサービスや制度につなぎ、
相談内容に応じて保健所等、他機関を
紹介している。

○

本人、家族、近隣住民に「高齢者のな
んでも相談窓口」と周知している。相
談があった際は適切な関係機関につな
ぎ、それをシステムに記録、ミーティ
ングでも情報共有し様々な対応をして
いる。

○

主訴が不明瞭で実態把握が難しいケー
スや複合的課題のあるケース等の増加
により相談内容が複雑化している現状
はあるが、面談を通し信頼関係を築い
ていくなかで、困りごと･ニーズを整理
できるよう努めている。相談内容に即
したサービスや制度に関する助言、関
係機関の紹介についてもわかりやすい
表現で丁寧に説明し、ケースによって
仲介支援や継続的な関わりを続けてい
る。

◎

約10年間もの間、伴走支援を続けてい
る妄想のある高齢者の支援について、
近隣住民、民生委員、社会福祉協議会
等と連携しながら支援を行っている。
困りごとが起きた時には迅速な対応を
行い、信頼関係の構築を図っている。

○

相談があった場合、必要に応じて自宅
訪問を行っている。その後の状況を確
認するため訪問や電話で継続した関り
を持つようにし、信頼関係の構築や状
況判断を行うようにしている。相談内
容に応じて各制度のパンフレットなど
を用いて説明し具体的な情報を提供す
るようにしている。。

②
初期段階での相談については、的確に状況を把握した上で、
緊急性を判断し、適切な対応ができている。 ○

初期の相談に対し協議が必要と判断し
たケースは複数職員で情報共有し、緊
急性が高いと判断した場合は市担当課
や関係機関と連携し対応にあたってい
る。

○

緊急性の判断については、センター内
でその場にいる職員全員で協議し、必
要に応じて複数職員で対応している。

○

初期段階で必要な情報を聞き取り、緊
急性があると判断した場合は、市担当
課や関係機関と連携しながら複数の職
員で対応に当たっている。

○

初期の相談はシステムに記録し、情報
共有し緊急性を判断している。早急に
緊急性を判断する必要がある場合は、
対応者が管理者に報告または連絡し、
随時対応している。

○

初回相談については管理者へ報告し、
緊急性の判断は所内にて検討したうえ
で、即時対応するよう努めている。

○

随時の話し合いや、毎朝のミーティン
グ等で必要に応じて複数職員での緊急
性の判断を行っている。

○

センター職員全員で情報共有や対応の
検討を行い、対応に適した職種が関わ
るようにしている。必要に応じて複数
の職員で対応し様々な方向性から支援
方法を検討し、各関係機関に協力要請
している。

③
本人のライフステージや役割、環境との関わりを考慮しなが
らニーズを把握し、適切なスクリーニングを実施し、専門
的・継続的な支援をしている。

○

本人の意向や状況を確認、それらに応
じた機関や制度・サービス等につなぐ
ことができるよう、関係機関と情報共
有し、見守り訪問や定期的な電話連絡
等の専門的・継続的な支援を行ってい
る。 ○

必要に応じて関係機関や関係者と情報
共有し、見守り訪問や電話連絡を継続
するなど、専門的・継続的な支援を
行っている。

○

訪問による実態把握後、状態に合わせ
て保健所、コミュニティーソーシャル
ワーカー等の専門・関係機関と情報共
有を図り、協働して専門的・継続的支
援を行っている。

○

本人のライフステージと共に、最大の
環境因子である家族関係も考慮しなが
ら対応し、すみやかに多機関につなぐ
等、次の対応を検討し、関係機関等と
連携して支援を続けている。

○

アセスメントを通しニーズを把握し、
専門職種間でスクリーニングの上、専
門的･継続的な支援をしている。相談者
が本人自身で介護予防支援のニーズが
ある場合は、なるべく基本チェックリ
スト実施し、スクリーニングの上必要
あれば要介護認定の支援をしている。

◎

認知症の高齢者と障害のある娘の支援
について、居宅介護支援事業所のケア
マネジャー等と連携し、市障害担当課
など多機関に働きかけながら介護保険
サービス導入に向けた支援を行った。
経済的不安からお金に強い執着がある
高齢者の気持ちに寄り添い、関係性を
構築しながら丁寧に関わることで在宅
生活の維持・継続が可能になった。

○

継続的な支援が行えるよう所内で検討
し、その後の経過などを関係機関に確
認するなどしている。ニーズを把握し
専門的・継続的な支援ができるよう努
めている。

④
対応した職員以外でも再相談等に応じられるよう相談記録を
作成し、整備している。 ○

相談記録は即時システムに入力、毎朝
のミーティングでも職員間で情報共有
し、他職員でも対応できるようにして
いる。また、より円滑に職員間の情報
共有が図れるよう、定例会議等で支援
経過記録記載内容等に関して検討して
いく。

○

対応した職員以外でも再相談に応じら
れるよう、相談記録はシステム入力
し、朝礼等で情報共有している。

○

相談内容はシステム入力し、他職員で
も対応できるようにしている。緊急対
応が予測されるケース等は、朝礼・夕
礼にて全職員で情報共有し、必要時、
書面等で回覧し周知を図っている。 ○

相談内容はシステムに記録し、ミー
ティングで共有、他の職員でも対応で
きるようにしている。

○

対応した職員以外でも再相談に応じら
れるよう支援経過に記録を残してい
る。また継続的な対応が予測される
ケースについてはその都度情報共有し
ている。 ○

相談記録は随時入力し、再相談にも対
応できるように整備している。

○

相談記録は随時作成し、毎朝の朝礼で
前日に対応したケースの報告を行い、
対応方法の検討や情報共有ができるよ
うにしている。

地域包括ケアとしての継続支援の「入り口」となるのが「総合相談」です。
地域に住む高齢者の様々な相談を全て受け止める、ワンストップサービスに心掛け適切な機関、制度、サービスにつなぎ、継続的にフォローアップしていくことが重要です。
身近に信頼し継続的に相談できる拠点となり、相談者の多様な状況に的確に対応できる仕組みが必要となっています。

地域包括支援センターは、ネットワークを活用しながら様々な手段により、地域の高齢者の心身の状況や家庭環境等についての実態把握を行うことが必要です。常に高齢者の実態を把握していれば、ニーズを予測することが可能となり、「早期発見」「早期対応」につながり、予防的対応や未然防止をするための対応ができます。
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当課評価 (①～⑦)

【

解
釈
】

①
担当する圏域内の地域課題を整理し、課題解決に向けた計画
を作成するなど、取組みを行っている。 〇

第２層協議体で地域課題に関する意見
交換を行い、出された意見を参考に実
現に向けた計画と取り組みを行ってい
る。感染症予防対策についても対応策
の工夫について情報共有を行った。

〇

第2層協議体や校区、自治会、民生委
員などにアプローチして、地域課題を
把握整理し、事業計画を作成し、ひ
らっぴー倶楽部の開催や、毎朝のひら
かた元気くらわんか体操の実施などの
取り組みを行っている。

〇

地域の特性に応じて校区・民生委員に
アプローチし、第２層協議体の会議参
加を通じて各地域の取り組みをサポー
トしている。

〇

圏域の課題を第２層協議体を通じ抽出
し、その解決方法を事業計画に落とし
込み、第２層協議体に提案し具体的に
ひとつづつ取り組んでいっている。

〇

各小学校区ごとの地域課題を整理し、
年度当初に課題解決に向けた業務計画
を策定し取り組んでいる。昨年度は
「センターから見える小学校区」とし
て、地域課題を生活支援コーディネー
ターと共有した。その後はコロナ禍で
地域活動の進捗がなく同じ課題を持ち
越している。

◎

コロナ禍で高齢者のフレイルの問題が
深刻化する中、課題解決の取り組みと
して、人とのつながりを持ちながら安
全にできる活動として「くらわんか
ウォーカーズ」の周知活動を計画的に
実施した。具体的には、各校区の担当
職員から各老人会等にアプローチし
て、関心を示された団体に対しては体
験会を開催するなどして広めていっ
た。現時点で圏域内に8グループ、
165名のくらわんかウォーカーズが誕
生している。

〇

第２層協議体を通じて課題抽出し整理
している。整理した課題は事業計画に
反映させ取り組んでいる。

②
担当する圏域内の協議体に参画し、助言や技術的支援などに
より、活動や取組みの支援を行っている。 〇

第２層協議体事務局として協議体運営
事務、協議体事業の実施、各校区第2
層生活支援コーディネーターの活動支
援等の役割を積極的に担っており、有
効な関係性を構築している。

〇

第2層協議体が開催しているカフェ活
動に健康相談や出張相談として参画
し、活動支援を行っている。

〇

第２層協議体事務局として会議や行事
に関わり、市の事業等についての情報
提供や助言などできる範囲での支援を
行っている。

〇

担当圏域の協議体に参画し、「地域の
居場所がないもしくは遠方なので行け
ない」という課題があり
老人クラブがない地域の自治会館で、
高齢者の居場所づくりをしたいという
地域意見があり、協議体で検討し助言
を行い立ち上げに協力し、運営が軌道
に乗りつつある。また次の課題は、そ
の運営を地域の高齢参加者が自らが運
営できるように方法を検討しているが
地域の活動が休止しているので、再構
築が必要。
また活動が活発な地域の、「お助け
隊」を情報共有することで他の自治会
でも開始しだし、校区内に拡げようと
告知チラシの作成の協力もしている。

〇

協議体構成団体に出前講座等の支援を
している。また、互助の取り組みにつ
いては、他校区の好事例を随時、第1
層協議体会議資料を用い第２層協議体
会議開催時や個別に助言している。コ
ロナ禍で会議開催は中止が多く議論は
進んでいない。今年度は、オリンピッ
ク選手を応援するポスター作りと配布
により地域のつながりを維持するとい
う地域発信の取り組みを支援した。

◎

各校区の特性に応じた取り組みが行え
るよう、第２層生活支援コーディネー
ターや第２層協議体構成員等との意見
交換を行いながら取り組みを進めてい
る。その中で、お助けメイトの活動開
始に際し軌道に乗るまでの２か月程度
コーディネーターとともに取り組むな
ど校区へ伴走型支援を行った。

〇

第２層協議体に参画し、出前講座を地
域の課題やニーズに合わせて実施する
など活動や取り組みの支援を行ってい
る。また、認知症やフレイルの早期発
見および潜在する課題やニーズを抽出
するため、地域に向けたアンケートの
実施を提案し、内容は第２層協議体と
検討している。

③
担当する圏域内の協議体と医療・介護連携にかかる会議等と
の連携や調整を行っている。 〇

第２層協議体のメンバーに医師・薬剤
師・訪問看護師・ケアマネジャー・訪
問介護事業者・介護保険施設・有料老
人ホーム等、医療・介護の専門機関が
入っており、効果的な連携や調整が可
能となっている。 〇

Ａ校区では第2層協議体の構成員とし
て開業医も入っており、医療として専
門的な分野から、開業医によるコロナ
禍における認知症予防などの話をして
もらい、医療的な見地から構成員がよ
り深く理解することにつながった。 〇

事業所連絡会等の各種会議で第２層協
議体等の他会議の情報提供を行い、必
要な連携や調整の支援を行っている。

〇

担当圏域の協議体で検討し、地域の高
齢者に介護予防を啓発するために「健
康交流会」を開催、地域の会議と連携
し介護事業所が連携し、講座を開催。
今年度初めにより多くの事業所と、住
民に集まってもらう企画を進めていた
が地域の意見を聞き、感染対策困難な
ため、中止となった。また地域と相談
し今年度6月、10月に行う予定であっ
たがそれも中止になり、今後の相談が
必要。

〇

介護事業者が地域と連携できる調整
や、多職種連携事業、第2層協議体会
議構成団体所属の個人との関わりによ
り随時意見交換継続している。コロナ
禍で集う会議はできないため、地域の
情報を集約し関係者と随時共有するよ
う努めている。

〇

多職種連携研究会（コロナ禍によりオ
ンライン併用で開催）には医療・介護
だけでなく民生委員や校区コミュニ
ティ、第２層生活支援コーディネー
ターにも参加してもらい、コロナ禍の
訪問看護の活動報告をテーマに、今後
のそれぞれの活動内容を検討する機会
とした。

〇

新型コロナウイルス感染症拡大により
開催時期は未定であるが、地域事業所
懇談会を今年度中に実施する予定。

④
担当する圏域内において第3層生活支援コーディネーターの
養成や育成を行っている。 〇

第３層生活支援コーディネーターであ
る圏域ケアマネジャーに対しても、常
に最新情報に更新した地域資源情報一
覧表を活用説明を添え配布し、第３層
生活支援コーディネーターの育成や業
務の推進を図っている。

〇

枚方市介護支援専門員連絡協議会圏域
コンダクターと連携し、社会福祉協議
会のコミュニティソーシャルワーカー
を交えて事例検討会を行い、第3層生
活支援コーディネーターの育成を行っ
た。

〇

地域のケアマネジャーに対し、日頃か
ら第3層生活支援コーディネーターの
役割を意識してもらえるよう事業所連
絡会等のテーマに取り入れている。 〇

新たな圏域内のケアマネジャーに地域
資源の活用の話をしたり、新たに変
わった枚方市介護支援専門員連絡協議
会圏域コンダクターとの連携を取って
いる。 〇

枚方市介護支援専門員連絡協議会圏域
コンダクターと第３層生活支援コー
ディネーターの養成・育成について計
画をしている。 〇

第３層生活支援コーディネーター向け
情報交換会を開催した。インフォーマ
ルサービスの活用に焦点をあて、社会
資源の情報交換、「おたすけメイト」
の紹介等を行った。この後「おたすけ
メイト」につながった例がある。

〇

第３層生活支援コーディネーターの養
成および育成について検討中。

【事業実施計画】（個別地域ケア会議）

１．個別地域ケア会議（個別地域ケア会議・自立支援型地域ケア会議）

【解釈】

①
個別ケースの支援内容の検討を通じ、地域の介護支援専門員
の、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケアマネ
ジメントの支援を行っている。

〇

圏域のケアマネジャーに自立支援型地
域ケア会議に参加してもらうことで、
事例検討を通じて自立の概念や自立を
促す支援について共有し、より理解を
深めることができるような機会を提供
している。 〇

自立支援型地域ケア会議を開催し、事
例を通じて自立や自立支援の概念の共
有化を図ることで、今後の自立支援の
方向性や地域課題などをケアマネ
ジャーに考えてもらう機会となってい
る。 〇

自立支援型地域ケア会議はコロナ禍の
情勢をみながら、可能な限り開催して
いる。令和３年７月開催時は、居宅介
護支援事業所も参加した。今後も情勢
をみながら、圏域のケアマネジャー等
にも参加を促し、自立支援についての
理解を拡げられるよう努める。

〇

自立支援型地域ケア会議を開催、圏域
内のケアマネジャーに参加してもら
い、事例や会議内フリートークを通じ
て、法の理念に基づいた高齢者の自立
の概念、手法等の共通理解を推進して
いる。会議内で習得した学びは、各居
宅介護支援事業所のケアプランに反映
されている。

〇

年間10ケース検討を目標に自立支援型
地域ケア会議を開催している。開催準
備の段階から会議終了後の経過を通じ
地域のケアマネジャーにケアマネジメ
ントの支援を行う良い機会となってい
る。また、個別地域ケア会議は随時開
催しており、ケアプラン内容を確認す
る機会になっている。会議の結果、よ
り具体的にインフォーマル支援がプラ
ンへ位置付けられている。

〇

地域のケアマネジャーからの相談ケー
スを受けた時には、高齢者の自立支援
を意識してアドバイスしている。委託
先のケアマネジャーから介護保険制度
に理解のなく、なんでもヘルパー任せ
にしようとする利用者への対応につい
て個別地域ケア会議で話し合いを行
い、対応方法や今後の方向性について
検討した。

〇

2か月に１度、自立支援型地域ケア会
議を開催している。圏域内の居宅介護
支援事業所に検討事例の協力を依頼
し、事例の検討を通じて自立支援に資
するケアマネジメントの意識を持って
もらえるように努めている。

4．生活支援の体制構築が図れたか。

医療、介護のサービス提供だけでなく、NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、介護サービス事業所、シルバー人材センター、老人クラブ、家政婦紹介所、商工会、民生員等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に行っていくことが重要です。
元気づくり・地域づくりプロジェクトの取組内容の共有や、医療・介護連携にかかる会議等の開催や連絡調整、元気づくり・地域づくりコーディネーターの支援を行う等により、互助を基本とした生活支援サービス等が創出されるような積極的な取組み体制の整備・運営を行うものです。

地域ケア会議の目的は、以下のとおりです。
　ア　個別ケースの支援内容の検討を通じた、（ⅰ）地域の介護支援専門員の、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援　（ⅱ）高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築　（ⅲ）個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握
　イ　その他地域の実情に応じて必要と求められる事項
なお、地域ケア会議はひとつの手段であり、かつ地域包括ケアシステムもひとつの体制であることを再認識し、それぞれを実施や構築することを目的化することなく、すべての活動は地域の高齢者を始めとする住民が尊厳を保持した生活を地域で継続できることを目指していることを忘れてはなりません。
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当課評価 (①～⑦)

②
個別ケースの支援内容の検討を通じ、課題分析等を行うこと
による地域課題の把握を行っている。また、把握された地域
課題の解決にむけて地域ケア会議等で検討されている。

〇

自立支援型地域ケア会議にてケース検
討することで、個別課題がひいては地
域課題でもあること等を共有でき、解
決に向けた支援を検討するネットワー
クの構築にもつながっている。また、
今後必要に応じ、個別地域ケア会議を
開催していく。

〇

高齢者の居場所の問題やコロナ禍にお
けるフレイル予防等、自立支援型地域
ケア会議で抽出された課題について、
校区等で検討してもらっており、地域
の事業として取り組まれた事例もあ
る。

〇

個別地域ケア会議や自立支援型地域ケ
ア会議で抽出した課題を基に、地域住
民と共有し、各校区への地域活動へと
つなげている。

〇

個別地域ケア会議の検討内容、課題等
は第２層協議体でも検討いただいてい
る。その取組みの振り返りにより、民
生委員、ケアマネジャー、介護保険
サービス事業所等の参加メンバーが、
地域ネットワークの重要性を再確認で
きている。

〇

個別地域ケア会議と自立支援型地域ケ
ア会議から抽出した地域課題は、年度
ごとに集約し、共通する課題があれば
その情報をもとに、課題レベルに応じ
てセンター内外の会議体で解決への検
討をしている。

◎

ケアマネジャーや訪問看護事業所から
相談のあった利用者及び家族からのハ
ラスメント事例では、ハラスメントの
マニュアルや調査研究報告書、事例集
などの情報を共有した。
利用者への契約時の説明や、契約書へ
の記載例など再発防止に向けた事業所
内外での取り組みについて検討・共有
する時間を持った。
また、別のケースではある団地内での
ケースを個別地域ケア会議でUR職員、
民生委員、センターとで検討した。コ
ロナ禍での地域課題として「ステイ
ホームによるご近所トラブル」も増加
傾向にある。
さらに以前からの地域課題として「団
地内コミュニティの機能不全」が挙げ
られていたことから、10/15　Ｃ校区
第2層協議体にUR職員も参加いただく
予定。
一人暮らし高齢者が多い団地のため、
地域連携が円滑にいくよう話し合いを
予定している。

〇

個別地域ケア会議、自立支援型地域ケ
ア会議で課題分析をすることで地域課
題を把握している。課題が抽出された
場合は第2層協議体などで解決方法を
検討している。

③
検討した個別事例を、一定期間モニタリングを行い、評価や
方針の修正を行っている。またモニタリング結果を会議の参
加者等に情報提供している。

〇

自立支援型地域ケア会議で検討した事
例について、モニタリングや評価、方
針の修正、必要時参加者との情報共有
等を行っている。

〇

検討した個別事例について、支援計画
の目標を変更したり、サービス終了に
向けて利用者へ働きかけており、支援
経過を会議に出席した事業所等と共有
している。

〇

自立支援型地域ケア会議で検討した
ケースは、年度末に評価予定としてお
り、その際、関係機関にも情報提供し
ていく。個別地域ケア会議は、検討後
もモニタリングを行っており、関係者
と情報を共有している。 〇

検討した個別事例をモニタリング、ア
セスメントし、振り返りの会議を行う
ことにより、関係機関と情報共有を
行った。

〇

概ね3か月～6か月に1回程度は個別事
例担当者がモニタリングを行い、評価
や方針の修正あれば記録するほか、そ
の状況は随時会議参加者等に情報提供
を行っている。個別ケース対応の情報
も地図の色分けなどで整理し、地域の
課題分析を深めている。また、それら
の結果は、自立支援型地域ケア会議時
に圏域地図を活用し多職種で検討の際
に役立てている。

〇

要支援の委託プランの困難事例を個別
地域ケア会議で検討し、支援の方向性
を決定したあと、モニタリングを行い
新な課題が生じていないかなどの確認
を行っている。必要に応じて助言等を
行い、関係機関に情報提供など連携体
制の構築を図っている。

〇

検討した個別事例に関しては一定期間
経過後に状況確認を行い、評価や方針
の修正を行っている。会議の参加者に
は経過の報告を行っている。

【介護予防ケアマネジメント】

１．介護予防ケアマネジメント（介護予防・日常生活支援総合事業）
【

解
釈
】

介護予防・生活支援サービス事業におけるケアマネジメント

①
自立支援の視点に基づき、一定期間取り組むことにより実現
可能なこと、そしてそれが達成されたかどうかが具体的に評
価できる目標を設定し、継続的な支援をしている。

〇

客観的な評価が可能な各々の自立支援
の視点に沿った目標を設定し支援して
いる。

〇

達成可能な目標を段階をおって具体的
に表現、設定し、評価を行ない、達成
することにより自信や生活意欲の向上
を図り、自立した在宅生活を継続でき
るように支援している。

〇

基本チェックリストや興味・関心
チェックシートを活用し利用者と相談
しながら達成可能な目標を設定してい
る。また評価しやすいよう回数や数値
などで表現するよう心がけている。

〇

介護予防・日常生活支援総合事業で、
買い物が困難な場合は配食サービスや
移動スーパーの提案など、極力、でき
る能力を活かすことができるようにイ
ンフォーマルサービスを含め、セン
ター内で情報共有し、補えるものを提
案するように工夫している。また自立
支援の視点に基づき、ほんの少し頑張
れば達成できること、利用者の強みを
意識して目標設定をおこなっている。

〇

興味関心シートの活用や地域・生活の
中から、その人らしさが引き出せるよ
うな情報収集をおこない、利用者が
「こんな風に暮らしたい」とイメージ
をもち、自ら介護予防に取り組める
きっかけとなる目標設定ができるよう
努めている。目標内容は達成可能な具
体的でわかりやすい表現としている。
目標に対し、一定期間の評価を行いそ
の結果を踏まえて継続的な支援を検討
するよう努めている。サービス終了者
は追跡を行い、その後のフォローに努
めている。

〇

長期プランへの移行は、管理者・保健
師職がケースの事前確認を行い、必ず
複数名で会議を行い判断している。そ
の中で取り組み内容や目標設定期間に
ついても検討を行っている。また、目
標等において、改善が必要なケースに
ついては、再度検討する機会を設け適
切に介護予防を推進できるよう取り組
んでいる。

〇

対象者の課題を抽出し、自立支援の観
点から具体的な目標を立てられるよう
随時所内で話し合っている。いかに自
立した生活を送れるか、意識づけがで
きるかを考慮しながら行っている。長
期プランについては、３職種いずれか
を含めた２人以上の職員で検討し、検
討内容は支援経過記録への記載および
管理者に報告するようにしている。

②
自分の健康増進や介護予防についての意識を持ち、自ら介護
予防、健康の維持・増進に向けた取組みを行うための支援を
行っている。

〇

今期は新型コロナウイルス感染症の影
響もあり、介護予防・健康づくりの企
画は見合わせているが、社協こもれび
だよりにフレイルや自宅でできる運動
等の情報を掲載及び配布し、健康維持
に向けた取り組みを行なった。

〇

コロナ蔓延・自粛生活により住民との
関わりが少なくなっているが、民生委
員、老人会会長等と連絡をとりあいな
がら、現況確認を行ない、地域住民を
地域の活動に繋いでいる。また、広報
紙の記事に笑いと免疫の話やフレイル
予防などの記事を掲載し、自ら介護予
防・健康維持に取り組めるよう啓発し
た。

〇

利用者や家族と十分なコミュニケー
ションをとり、介護予防の目的を説明
し、生活機能の向上に対する意欲を引
き出すよう心がけている。また具体的
なセルフケアの取組みを指導するた
め、リハ職行為評価事業を活用してい
る。

〇

2020/02/17開催の「ふれあい健康
サロン」にて体力測定会を開催。その
後、個別の測定結果に基づいたアドバ
イスを保健師が実施。その後も、自ら
介護予防に取り組めるようにと介護予
防手帳（独自作成）を個別配布した。
今年度は参加者中、健康手帳を活用し
ていたか評価する予定であっいたが、
コロナのためサロンが開催未定で、実
施できていない状況。ネット環境のあ
る方へのオンライン介護教室や実践可
能な方へのノルディックウォーカーや
教室の案内等している。参加すること
で地域で継続実践おこない、介護予防
に取り組む支援をしている。また、オ
ンラインでの元気はつらつ健康づくり
事業で高齢者に多い疾患や予防等の講
座を企画検討したが、ニーズが少な
く、ネット環境の支援が困難のためで
きていない。

◎

自分の健康増進や介護予防についての
意識を持てるよう、チェックリストで
気付きを促し、セルフケア状態や元々
参加していた地域活動や趣味の再開等
確認し、「生活べんり帖」等を活用し
支援を提案している。

◎

昨年A薬局で行っていた2回/月の講座
は、コロナ禍により場所をより広い所
に変更し「まちなかノルディック・
ウォーキング」として参加可能枠を増
やすことでより多くの方に参加いただ
けるように設定し、運動・認知機能向
上に取り組めるようにしている。基本
チェックリストや脳元気度チェックも
実施し、その経過を追うのと結果を各
自に返却することで自らの取り組みを
支援している。くらわんかウォーカー
ズとして活動されている民生委員さん
にチラシを渡し、声をかけられたり、
気になる高齢者にチラシを渡していた
だくように依頼をし、参加につながっ
ている。

◎

相談対応時等で「生活べんり帖」や介
護予防関係の冊子を活用したり、「生
活べんり帖」と一緒に便利な掃除道具
を窓口に配備するなど自立の重要性を
理解してもらえるよう工夫し、介護保
険サービスの利用だけではなく、対象
者の課題に合わせた介護予防の取り組
みを考え支援している。

③
自立支援の視点に基づき、適切な支援ができるよう地域包括
支援センター内での課題検討等の取組を行っている。 〇

プラン作成時にサービス利用等で迷う
場合、適切な支援が可能となるよう、
センター内で各ケースの課題検討を
行っている。

〇

困難事例が増えてきているが、セン
ター内で情報共有しながら、課題整理
を行ない、適切な時期に適切な支援が
できるようにしている。自立支援型地
域ケア会議でケアマネジャーが提出し
たケースは、支援計画書を持参された
時に、その後の状況を振り返りしてい
る。また、所内定例会議で、自立支援
型地域ケア会議の振り返りを行い、会
議内容を共有している。

〇

朝礼、夕礼、ミーティング時に情報共
有し課題検討を行っている。自立支援
型地域ケア会議の前にはセンター内で
ケース検討を行い、会議後には内容を
共有し、職員全員で自立支援について
考える機会を持っている。 〇

長期プラン移行のケースは、必ず管理
者もしくは保健師にて自立支援の視点
に基づき、課題の検討を行っている。

◎

自立支援型地域ケア会議開催前日にセ
ンター内で検討予定事例について自立
支援の視点と課題の検討、支援方向性
の意見交換をしており、会議開催後は
その結果をセンター内で共有してい
る。また、毎月１回長期プラン管理へ
の移行適否を検討するセンター内会議
で個別ケースの目標レベルや内容を確
認し、委託先の担当ケアマネジャーと
自立支援について意見交換する機会と
している。

〇

長期プラン判定会議や、自立支援型ケ
ア会議においてはこれまで同様に事前
会議と反省の意見交換を継続して行っ
ている。地域課題解決に向け、第２層
協議体活動とも連動するよう、検討を
重ねている。 〇

自立支援型地域ケア会議及び定例会議
の際に必要時に応じてケース検討会を
実施し、課題や具体的な取り組みの検
討等を行っている。

④
介護予防・日常生活支援総合事業や地域の取組等の情報を集
め、介護予防・生活支援サービス事業や一般介護予防事業、
社会資源等を一体的に組合わせながら支援している。

〇

利用者により介護予防・日常生活支援
総合事業の「教室型通所事業」や一般
介護予防事業の「ここから介護予防教
室」他にも、各種地域資源「高齢者居
場所」「地域カフェ」「趣味の集い」
等を組み合わせて自立に向けた支援を
行っている。 〇

緊急事態宣言下で情報の変更も多い
為、迅速に対応できるように常に新し
い情報を把握するようにしている。こ
こから介護予防教室やセンターで毎朝
行っている体操に繋ぐなど、一般介護
予防事業や社会資源等を組み合わせな
がら支援している。 〇

コロナ禍で地域のサロンや老人会の活
動が休止中であるが、一般介護予防教
室やオンライン教室の案内をするなど
地域資源と組み合わせて支援してい
る。

◎

介護予防・日常生活支援総合事業の理
念等を相談来所者に理解していただく
ため、相談室に「Ⅴ字回復表」を見や
すく貼り付けし、理解を促し、地域の
取り組み等の情報や一般介護予防事
業、社会資源を一体的に組み合わせな
がら支援できるように、意識づけを
行った。介護サービスのみならず、イ
ンフォーマルの提案、地域活動での可
能な範囲での参加や役割などを持ち、
生活が送れるように支援をしている。
買い物が困難な場合は配食サービスや
移動スーパーの提案など、極力、でき
る能力を活かすことができるよう提案

○

地域の取り組み情報（社会資源）の収
集と情報更新（随時入力）に努め、情
報は暮らしまるごとべんりネットの他
紙媒体でファイリングしている。個別
ケースのニーズ・能力・興味関心の状
況をICFを用いアセスメントした上で、
現行相当型サービス利用ありきでな
く、一般介護予防事業やインフォーマ
ルな資源等一体的に組み合わせプラン
に位置付けられるよう努めている。

◎

運動サポートフローチャートを利用
し、市の事業や地域の情報をまとめた
冊子を用いて案内するようにしてい
る。更に入り口のラックや通り沿いの
看板、ラインでの情報提供や取材活動
を通して情報を収集するようにしてい
る。また商業施設の中に情報ラックを
設置し、情報提供も行っている。個別
の支援については、運動教室案内希望
者に対し、近くで講座を開催する時に
案内の連絡をし、また、個別支援で必
要性のある方に関しては、保健師より
電話での確認を行うなどの対応も行っ
ている。

○

市の事業や情報収集した圏域の地域情
報等はわかりやすいよう冊子にまとめ
ている。他にも、相談スペース内の
ラックにチラシを設置したり、事務所
前に看板を設置しフレイルの啓発にか
かる情報を発信したりするなど工夫し
て広報している。

介護予防ケアマネジメント事業は、介護予防および日常生活支援を目的として、その心身の状況等に応じて、対象者自らの選択に基づき、介護予防・日常生活支援総合事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行うものです（法第115条の45第1項第1号）。介護予防ケアマネジメント業務の実施に当たっては、自立支援の視点によって、今後、対象者がどのような生活をしたいかという具体
的な日常生活上の目標を明確にし、その目標を対象者、家族、事業実施担当者が共有するとともに、対象者自身の意欲を引き出し、自主的に取組を行えるよう支援します。そのためには、介護予防・日常生活支援総合事業や地域の取組等の情報を集め、介護予防・生活支援サービス事業や一般介護予防事業を一体的に組合わせながら支援していくことが必要です。既存の資源は何があるのかを把握し、活用するとともに、不足す
る資源を把握し創出に向けた取組につなげていくことが求められます。
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当課評価 (①～⑦)

⑤
初回の介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センター職
員が行っている。 〇

初回のアセスメントはセンター職員が
行っている。

〇

初回はセンター職員にて、介護保険に
ついての説明やサービスの必要性をア
セスメントし、適切な自立に向けての
支援を提供できるように支援してい
る。

〇

初回の介護予防ケアマネジメントはセ
ンター職員が行っている。

〇

初回の介護予防ケアマネジメントは必
ず地域包括支援センター職員が担当し
ている。

〇

初回はセンター職員が行っている。

○

初回はセンター職員が行っている。

〇

初回の介護予防ケアマネジメントはセ
ンター職員が行っている。

一般介護予防事業におけるケアマネジメント

⑥ 虚弱な高齢者を把握するための取組みを行っている。 〇

地域カフェ等での出張相談や各種出前
講座の時に把握することに努めてい
る。コロナ禍にあっては、民生委員と
の連携により詳細な状態把握に努めて
いる。

〇

民生委員や住民から情報を得て、気に
なる高齢者に対しては、必要に応じ訪
問し、医療に繋ぐ場合もある。現状把
握と支援の必要性を検討し、センター
内で共有しながら対応している。

〇

今までは出前講座や元気はつらつ健康
づくり事業などで地域に出向いた際に
基本チェックリストを行うことで虚弱
な高齢者を把握していたが、地域行事
が中止となっているため、民生委員と
の連携で虚弱な高齢者の把握を行って
いる。

〇

前年度までは、虚弱対象者リストを作
成し、アプローチのフローチャートに
沿いアプローチしていたが、コロナ禍
で情報提供できるような資源がなく、
中止中。方法を変えて、オンライン参
加等も検討しているが、ネット環境が
無い高齢者も多く検討段階中。相談内
容に応じて、夢かなえるエクササイ
ズ、ご近所運動教室、リハ職訪問通所
等の情報提供をおこないつつ、適切な
事業を一緒に考え、納得して介護予防
に参加できるよう支援をしている。適
宜教室の見学をさせてもらい、情報を
把握できるように意識している。

◎

個別ケース対応や地域で把握した虚弱
者のリストをファイル管理し継続的に
フォローしている。把握の取り組みの
ひとつとして今年度はセンター横での
体操継続に加え、「３木体操」という
定期的に地域住民が集える場を設け
た。また、周辺の地域課題を踏まえ、
アウトリーチ・健康増進・顔なじみの
関係構築する場としての機能が果たせ
るようになることも目的としている。

◎

今年度は地域を限定して、民生委員さ
んの協力を得ながら地図を用いた地域
の気になる情報の見える化を行い、こ
ちらの相談状況などの情報と合わせた
うえで、地域の虚弱高齢者や課題の把
握を行っている。フレイル予防の元気
はつらつ健康づくり事業の中で基本
チェックリストを実施し、虚弱な高齢
者の情報を把握する予定にしている。 ○

家族や民生委員からの情報提供時に必
ず同行訪問して把握対応を行ってい
る。コロナ禍の継続により地域への出
前講座などは減少したままだが、依頼
時には参加し虚弱な高齢者の把握に努
めている。昨年度から継続して検討し
ている地域に向けたアンケートの実施
については第２層協議体へ提案し、協
力して実施する予定。アンケート回収
後、必要に応じた個別対応も検討して
いる。

⑦
一般介護予防事業の紹介等の必要な情報を提供し、高齢者本
人が地域における集いの場に自ら積極的に参加していくこと
などセルフケアに取組むための個別支援を行っている。

〇

一般介護予防事業のここから介護予防
教室だけでなく、地域資源情報一覧表
を常に更新し、相談者本人や家族に地
域カフェや趣味の集い、サロンなど地
域の高齢者居場所を積極的に紹介し、
セルフケアを促している。

〇

コロナ禍で地域での活動も休止されて
いる所が多く、情報提供を行ない、
ケースによっては、老人会に繋ぎ、初
回同行するなどしている。

〇

相談内容に応じて一般介護予防事業の
情報提供を行っている。コロナ禍で地
域活動は中止が多く、長引く自粛生活
で閉じこもりからフレイルになる恐れ
があるため、自宅で取り組めるセルフ
ケアに関する情報をチラシで地域住民
に配布している。

〇

一般介護予防事業の案内をセンターの
見やすい受付に設置したり（来所者や
ケアマネジャーが見てわかるよう
に）、カンファレンス等で情報発信す
ることで、センター職員全員が把握
し、いつでも閲覧でき、個別支援につ
ながるように工夫している。

○

初回相談時や介護予防・日常生活支援
総合事業利用終了する時点の高齢者に
は、一般介護予防事業をはじめとした
地域資源情報の中でニーズに適した情
報があれば紹介しつないでいる。個別
支援の他にも、情報提供がより分かり
やすい形で出来るよう、チラシを作成
したり、センター入口に設置した掲示
板に情報を貼り周知に努めてる。

◎

介護予防・日常生活支援総合事業や市
の一般介護予防事業以外に、2か所で
ノルディック・ウォーキングの講座を
センター主催で実施し、情報提供でき
るように取り組んでいる。昨年度から
くらわんかウォーカーズが地域で活動
しており、ウォーカーズの活動への参
加を呼びかけ、実際に参加されてい
る。歩数報告やウォーキングの仕方の
確認など、個別支援を行っている。 ○

個別相談時に、一般介護予防事業やセ
ンター主催の教室、地域の集まり等の
案内を行い、個々の状況により民生委
員へ協力を依頼している。コロナ禍に
よる自粛が続いているが、事務所前の
看板での広報・啓発や地域の集まりの
場（老人会や街かどデイハウス等）へ
チラシの配布依頼、民生委員が個別訪
問時に活用できるようチラシを提供す
る等の取り組みを継続して行ってい
る。

⑧

高齢者元気はつらつ健康づくり事業等の介護予防や健康づく
りの推進のための取組みを企画する場合は、事業の目的に
沿った目標を設定するなど企画内容を評価できる仕組みを意
識している。

〇

状態の異なる高齢者の目標を設定する
ことは難しいが、事業終了後に各地域
に出向く際、参加者に感想を聞くとと
もに、意欲や意識の変化・状態の変化
を確認している。

〇

元気はつらつ健康づくり事業はコロナ
感染拡大により延期となっているが、
「元気はつらつ健康づくり事業」や
「ひらっぴー倶楽部」の開催は住民か
らもニーズがあり、状況が安定すれ
ば、すぐに企画できる準備をしてい
る。

〇

元気はつらつ健康づくり事業から講座
終了後に自主グループとしての活動支
援を行う予定がいったん停止している
ため、感染リスクを軽減した屋外での
ノルディックウォーキング講座からく
らわんかウォーカーズの登録につなげ
る企画を予定している。

◎

Ａ校区の団地内で、買い物（近隣のラ
イフ等）に行けない高齢者の状態は、
腰痛・ひざ痛者が多いとの実態把握よ
り、今年度中にノルディック・ウォー
キングを開催し、膝や腰に負担なく、
ポールを用いての負担がない歩行方法
を習得できるように企画している。

〇

地域診断・高齢化率・総合相談内容か
ら地域の課題を分析し、運動意識が高
まっていけるように、各校区に対して
PDCAサイクルを意識して行ってい
る。コロナ禍で地域活動が休止してい
る中、フレイルを自覚し参加できる活
動を求めている声が多くあり、感染予
防対策を考慮し元気はつらつ健康づく
り事業を企画実施予定。

〇

商業施設のレンタルスペースを用いた
「ノルディック・ウォーキング講
座」、坂の上地域向けには「まちなか
ノルディック・ウォーキング」を緊急
事態宣言期間を除き、月2回ペースで
実施している。「高齢者の保健事業と
介護予防の一体的実施」のモデルケー
スにおいても、ポピュレーションアプ
ローチにおけるフレイル予防の講座と
評価を地域の中で実施予定にしてい
る。 〇

コロナ禍で更に認知症の疑いやフレイ
ルによる相談が増えており、MCIやフ
レイルの早期発見をテーマに元気はつ
らつ健康づくり事業や民生委員への研
修を開催する予定。今後第2層協議体
と協力のもと地域へのアンケートを実
施し、アンケート結果から課題を分析
し、今後の講座内容に反映させてい
く。

⑨
介護予防の取組みを推進するため、自主グループの活動の支
援を行っている。 〇

令和２年７月よりセンター主導で開催
を始めた「ひらかた体操教室」は、自
主グループの開催へ移行が進んでいた
が、コロナ禍で活動が途切れているた
め、再開後改めて支援していく。

〇

定期的に集まっている老人会やサロン
も延期している所が多いが、毎月、代
表者とは連絡を取り合い、開催時期・
運営状況の確認を行ないながら、介護
相談・健康相談ができるようにしてい
る。また、事務所前で行なっているひ
らかた元気くらわんか体操に参加され
ている住民にはアンケートを取り、健
康に対する意識・関心事を調査し、講
座を企画していく。 〇

ひらかた元気くらわんか体操実践グ
ループの活動はほぼ休止しているが、
グループの状況を適宜把握している。
校区全体で取り組んでいるくらわんか
ウォーカーズの活動支援を行ってい
る。

〇

2021/07に継続支援を老人会で行う
ことができた。毎日、集まり体操を
行っている自主グループであり、介護
予防の取り組みに対し、市役所の表彰
等も含めて、高い意識付けが生まれる
ように支援できた。またその効果を自
治会にも広報している。

◎

今年度、２つの自主グループから相談
を受けた。内容は、活動がマンネリ化
していることなどで介護予防の体操や
講座内容の情報提供と出前講座を実施
している。その他のグループにはコロ
ナ禍の活動状況を確認するなどのかか
わりを継続している。

◎

第２層協議体の地区担当者が、くらわ
んかウォーカーズのリーダーと定期的
に連絡を取るようにしている。リー
ダー集会で意見交換等を企画していた
が、延期になった。ポールのレンタル
ステーションも２か所設置し気軽にノ
ルディックを体験できる機会を設けて
いるが、緊急事態宣言中はステーショ
ンが閉まるためセンターで一時レンタ
ルの対応をし、継続して運動に取り組
めるようにした。

〇

活動の支援のひとつとして実施してい
た集まりの場への出前講座はコロナ禍
により減少している。出前講座の内容
は、現在実施している内容をレベル
アップさせたものや他の介護予防の取
り組みを提案をするなど、グループの
特性や状況に応じた内容等を考慮し実
施している。参加者が自主的に介護予
防活動が継続できるよう、随時講座内
容の検討やチラシの配布等をしてい
る。
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当課評価 (①～⑦)

【権利擁護】

１．成年後見の活用に関する取り組みができているか。
【

解
釈
】

①
成年後見制度（法定後見・任意後見）を幅広く普及するため
の活動を行っている。 ○

「社協こもれびだより」に成年後見制度
に関する記事を掲載、地域住民への周知
を行った。また、センターの掲示板等を
利用し、パンフレットを設置している。

○

市のパンフレットを配布し、各事業所懇
談会の機会や民生委員に対し、センター
が相談窓口であることを周知している。
年４回発行「社協ふれあいだより」に、
成年後見制度の記事を掲載。また、第２
層協議体の会議にて、「ひらかた権利擁
護成年後見センター」設立を紹介する
等、制度や関係機関について周知啓発を
行っている。

○

事業所所在ビル玄関に相談窓口であるこ
と掲示している。相談対応やケース支援
の際は、パンフレット等を用い、制度に
ついて説明している。また、民生委員・
ケアマネジャー懇談会を開催時、ひらか
た権利擁護成年後見センターの公演を実
施し、普及啓発活動に努めた。 ○

地域サロン等の場に出向き、センターで
作成したチラシや枚方市発行のパンフ
レット、ひらかた権利擁護成年後見セン
ターのリーフレットを配布、制度や相談
先を説明し、周知している。

○

地域向けの周知活動は三つ折りリーフ
レットや機関誌を活用することが中心と
なっている。個別相談は増加しており、
ケースを通じ対象者や対象者家族、介護
保険事業所等に制度を正しく理解いただ
き、必要な方に活用いただけるよう普及
活動を行っている。 ○

ホームページやセンター公式LINE等を活
用し制度について周知できるよう取り組
んでいる。またスーパーマーケットの休
憩スペースにセンター専用の情報ラック
を常設し買い物客への周知を併せて行っ
ている。

○

独自のチラシを作成し、センターに掲示
している。また地域住民への出前講座や
民生委員地区委員会等にて周知活動を
行っている。

②
申立て支援を行うなど、成年後見制度利用が円滑に実施出来
ている。 ○

成年後見制度利用が必要と考えられる相
談があった際は、積極的に情報提供する
とともに、職員間でケースの情報を共有
し、必要な情報がもれなく提供できるよ
う努めている。また、後見申立てを行う
場合は、本人、家族と相談しながら司法
書士や行政書士等専門機関につなぎ、申
立てが完了するまで経過を確認、必要な
支援を行っている。

◎

家族やケアマネジャー等関係機関から相
談があれば、制度やサービスの説明を行
い、必要に応じて司法書士会等、各専門
機関と連携している。親族がおらず、認
知機能低下のため金銭管理が困難となっ
たケースに対し、個別地域ケア会議開催
後、本人希望により成年後見制度を申請
し、申立て書類作成・家庭裁判所への郵
送を支援、裁判所書記官の訪問面談に同
席したケースがあった。

○

センター職員が定期的に訪問し、公的支
払い滞納分等の支払い補助を行っている
ケースに対し成年後見制度の利用を検討
しており、成年後見制度申立ての書類を
準備している。

○

必要時、申立て支援を行えるようセン
ター内で体制を整えている。権利擁護に
関する研修に積極的に参加して知識の向
上を図り、日々、関係機関との連携体制
も強化している。

◎

令和3年1月～6月までの半年間で10名の
相談対応(ケアマネジャーを通しての相談
もあり)を行っており、任意後見制度に関
する相談も増加傾向にある。事前に面談
し制度利用の必要性を確認したのち、専
門家へつなぎ申立て支援を行っている。
司法書士会との連携により、生活背景が
困難なケースについても関係機関で役割
分担しながら柔軟に対応することが出来
ている。

◎

一人暮らしの男性で、判断能力の低下が
あり自宅がいわゆるゴミ屋敷状態でサー
ビスに繋がらず膠着していたケースにお
いて、本人の入院を機に遠方に住む身内
と連絡を取り合いながら司法書士とも連
携し申立て支援を行った。

○

本人やその家族、関係機関等に制度説明
を行い、必要に応じて法律職と連携を取
り支援を行っている。また、成年後見制
度用診断書作成にあたり、主治医による
作成が困難な場合、作成にあたっての説
明を行っている。それでも困難なケース
に関しては、ひらかた権利擁護成年後見
センターと連携し、専門医の紹介を行
い、制度利用に向けて対応を進めてい
る。

③

日常生活自立支援事業や成年後見制度などの権利擁護を目的
とするサービスや制度を活用するなど、ニーズに即した適切
なサービスや機関につなぎ、適切な支援を提供することに
よって、本人の生活の維持を図っている。

◎

本人のニーズや状況に応じたサービス・
制度を検討、選択できるよう情報提供
し、司法書士・行政書士等の専門職、ひ
らかた権利擁護成年後見センター等と連
携して対応している。頼れる親族がおら
ず、判断能力低下のため金銭管理が困難
で、食料の確保等日々の生活全般に影響
が生じているケースに対し、本人、家族
と相談しながら、介護保険サービス・日
常生活自立支援事業につなぎ、現在、成
年後見制度の申立て書類作成等、支援を
行っている。

◎

医療機関や関係機関と情報共有、役割分
担して支援し、日常生活自立支援事業の
利用につないだケースがあった。また、
遺産相続手続きや金銭管理が困難で、民
生委員やケアマネジャー、介護保険事業
所等で支援してきたケースに対して、個
別地域ケア会議開催後、成年後見制度を
利用できるよう行政書士へつなぎ、関係
機関と連携を図り、今後の生活維持に向
けて関わっている。

○

家族や施設関係者、ケアマネジャーなど
から相談があれば、日常生活自立支援事
業や成年後見制度等について情報提供し
ている。また、必要に応じ個別地域ケア
会議を開催したり、生活福祉担当や保健
所等の関係機関と連携、支援を進めてい
る。

◎

個別相談の際、随時、日常生活自立支援
事業、成年後見制度活用について説明し
ている。認知機能が低下し金銭管理に課
題がある対象者に対し、日常生活自立支
援事業の説明、申請までの調整を行い、
利用につながった事例があった。その
他、債務整理のため法テラスにつないだ
り、障害年金受給に向けて相談機関と連
携して支援したり、ケアマネジャーから
の情報提供により制度利用につながった
ケース等、関係機関と連携し、適切な支
援を提供することによって、本人の生活
の維持を図っている。

◎

日常生活自立支援事業から成年後見制度
へ移行したケースや任意後見契約を交わ
したケースもあり、本人のニーズに即し
た適切な機関やサービスにつなぐことが
出来ている。制度へつなぐまでの一時的
な支援にとどまらず権利擁護の視点で本
人の生活維持を図り、成年後見人や介護
保険事業所等の関係機関とも必要に応じ
情報共有や連携支援を行っている。

◎

一人暮らしの男性、判断能力の低下によ
り日常生活自立支援事業を利用開始。そ
の後、債務整理のために弁護士に介入を
依頼。成年後見制度の申立てにも繋げ、
本人の自立生活の維持を図っている。ま
た、一人暮らしの女性のケースでは司法
書士と連携し、遺言書の作成と任意後見
制度の申立てを行うことで、本人の意向
に沿った支援ができた。

◎

別居家族からの金銭搾取を受けた高齢者
夫婦に対して、金銭管理が適切に行えて
いない状況から日常生活自立支援事業と
市長申立てによる成年後見制度の活用に
向けた支援と並行し、安定した生活を送
ることができるように生活環境の改善へ
の支援を行った。

２．詐欺・消費者被害防止の取り組みができているか。
【

解
釈
】

①
高齢者世帯が陥りやすい詐欺や消費者被害などの権利侵害が
疑われるケースに的確に対応できるよう、サービスや制度を
理解している。

○

社会福祉士部会等から消費生活セン
ター・警察等が発信する最新情報を収
集し、毎朝のミーティングや供覧等に
より全職員で情報共有している。権利
侵害が疑われるケースに対しては、得
た情報を活かし、適切に対応できてい
る。

○

消費生活センターと連携を図り、消費
者被害等に関する最新の情報を把握
し、センター内で共有している。

○

消費生活センター作成のマニュアル、
チラシや通知等があれば、職員全体に
回覧し、ファイルに保管している。

○

消費生活センターからの情報や広報、
大阪府警の安まちアプリの情報をセン
ター内で共有し、対応力強化、制度理
解につなげている。個別相談時にも、
必要な情報提供を随時行っている。

○

権利侵害が疑われるケースに的確に対
応できるよう消費者被害の最新情報や
枚方市で多発している被害情報等を把
握するとともに制度理解に努めてい
る。

○

消費生活センターからの「消費者被害
のおしらせ」や「くらしの赤信号」な
どを供覧し、日々形を変えて巧妙にな
る手口に的確に対処できるよう所内に
て情報を共有している。

○

消費生活センターからの情報に加え、
担当圏域内で発生した消費者被害状況
について、センター内外で注意点や対
応方法の情報共有を行っている。

②
認知症等の高齢者は、消費者被害に遭う危険性が高いことか
ら、消費者被害を未然に防止するために、啓発等の取り組み
や、各種専門機関との連携強化を図っている。

○

消費者被害に関するポスター掲示や訪
問販売撃退ステッカー・啓発チラシ配
布により来所者や地域住民への注意喚
起を行っている。初回訪問時や窓口初
回相談時には、個別に訪問販売撃退ス
テッカーを配布し幅広く周知してい
る。

◎

地域活動の場や第2層協議体の会議、
事業所懇談会、地域サロン等にて、詐
欺被害防止・早期発見に関する情報を
提供、啓発を行っている。年４回発行
「社協ふれあいだより」に消費者被害
の記事を掲載、周知している。ケアマ
ネジャーやヘルパー、コミュニティ
ソーシャルワーカー等に対し、随時、
最新情報を提供し、協力依頼できる体
制を整えている。また、関係機関と連
携、支援するなかで、不適切な契約と
疑われる不動産売買の状況を把握、す
みやかに消費生活センターと連携を図
り介入したことで、本人・不動産業者
との協議に至り、契約が白紙撤回され
たケースがあった。

○

広報紙「聖徳だより」にて訪問勧誘お
断りステッカー等を紹介したり、セン
ターが相談窓口であることを周知して
いる。民生委員やケアマネジャーに訪
問勧誘お断りステッカー等を紹介、配
布している。令和3年10月開催の民生
委員・ケアマネジャー懇談会では、消
費生活センター作成のマニュアルを配
布。また、消費生活センターからの報
告事例は、圏域内の介護保険事業者に
情報提供している。

○

地域サロン等に参加時、消費生活セン
ターの被害防止グッズを配布したり、
個別に注意喚起の声かけを行い、被害
事例と共に被害防止につながる啓発活
動を行っている。また、民生委員やケ
アマネジャー介護保険事業所にも情報
提供し連携強化を図っている。

〇

見守り側への取り組みとしてはSOS
ネットワーク協力機関へ毎月情報配信
したり、枚方市消費者安全確保地域協
議会が作成した見守り対応マニュアル
を介護保険事業所や民生委員･校区福祉
委員へ啓発活動の際に配布するなど
し、気づきの目を増やす取り組みを
行っている。(4月:警察と連携し特殊詐
欺に関する講座を開催、10月:消費生
活センターと協働で出前講座の開催）

◎

昨年に続き、圏域内の郵便局（5局）
の局長と面談し、消費者被害の未然防
止と情報共有ができる関係を継続する
働きかけを行った。その繋がりがきっ
かけとなり圏域内の一人暮らし老人会
の定例会議で郵便局局長や局員、弁護
士によるキャッシュカード詐欺の寸劇
を披露していただき、特殊詐欺の未然
防止の啓発を行うことができた。ま
た、警察とも日頃から連携を密にし、
多職種連携研究会（オンライン）にて
警察から特殊詐欺防止の啓発を行っ
た。警察より圏域内の調剤薬局と連携
をしたいとの申し出があり、圏域のブ
ロックリーダーに繋げ、圏域内の調剤
薬局17か所に詐欺啓発シールなどの配
布を行うことができた。「安まちメー
ル」で圏域内で発生した特殊詐欺の情
報があれば即座にセンター公式LINEと
ホームページにて情報を発信し、詐欺
の未然防止に努めている。

◎

近隣で発生した被害情報を掲載した独
自のチラシを発行し、情報発信を行っ
ている。被害が集中していた地区に対
しては、介護保険事業所や民生委員、
自治会や校区福祉委員と連携し、計
2,000部のチラシの配布や掲示板への
掲載にて普及啓発活動を行った。

③
消費者被害に関する相談を受けたときは消費生活センターな
どの関係機関と連携・共同し、問題解決を図っている。 ○

ケアマネジャーや民生委員からの相談
で、詐欺被害への不安を訴えるケース
を把握、警察作成の啓発チラシを紹介
したり、防犯対策等を情報提供し、ケ
アマネジャーや民生委員を通じてケー
スへ伝達した。

○

消費生活センター等から消費者被害に
関する相談があった場合は、速やかに
自宅訪問して状況を把握している。家
族や民生委員等と情報共有しながら対
応し、問題解決に向けて支援してい
る。

○

消費生活センターやケアマネジャー等
から相談があれば、速やかに訪問等で
対応している。

○

消費者被害に遭う可能性が高いケース
について消費生活センターより情報提
供があり、ケアマネジャーにつなぎ、
見守りを依頼した。必要に応じ関係機
関と連携が図れる体制を強化してい
る。

○

過去に消費者被害に遭ったことがあり
再発予防したいという家族からの相談
はあるが、消費者被害に関するタイム
リーな相談は少ない。消費生活セン
ター含め関係機関とは枚方市消費者安
全確保地域協議会の設置もあり、顔の
見える関係性が構築できているため相
談を受けたときには連携し問題解決を
図ることができる体制にある。

○

ケアマネジャーからの闇金疑いの手紙
に関する情報、2/8に担当ケース本人
から健康保険料還付に関する不審電話
の情報、民生委員から近所を廻ってい
た廃品回収業者に不用品の引き取りを
依頼したところ多額を請求されたケー
ス、ケアマネジャーから本の買い取り
に関する不審電話の情報あり。それぞ
れ消費生活センターへ情報提供を行っ
た。（ケースによっては警察にも併せ
て情報提供を行っている）

○

相談を受けた時や情報提供があった
際、消費生活センターや関係機関と連
携し、問題解決ができるように努めて
いる。

消費者被害の問題において、認知症等の高齢者に関する相談は大きな割合を占めています。地域包括支援センターは、関係機関等と連携し消費者被害防止の問題に取り組んでいく必要があります。地域における消費者被害に関する情報を把握し、関係者や地域住民に啓発を行いながら、消費者被害の相談・情報がもたらされるような働きかけをしていくことが求められています。

認知症等によって判断能力の低下が見られる場合には、適切な介護サービスの利用や金銭管理などの支援を行うため、成年後見制度を活用することが有効です。地域包括支援センターでは、成年後見制度の活用を幅広く普及させるための広報等の取組みを行ったり、医療機関や成年後見人等となるべき者を推薦できる団体等との連携が求められています。また、成年後見制度の利用に関しては、適切なスクリ－ニングを実施する
ことは勿論、制度利用が必要な場合の、申立て支援を実施することが重要です。
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当課評価 (①～⑦)

３．高齢者虐待防止への取組みができているか。
【

解
釈
】

①
関係機関や地域住民に対して高齢者虐待の相談通報窓口であ
ることを周知し、早期発見・防止に向けた普及啓発等を行っ
ている。

○

第２層協議体の会議にて、センター活
動報告の一つとして虐待対応事例を報
告、センターが相談通報窓口であるこ
とを普及啓発している。また、セン
ターの掲示板にチラシを掲示し、地域
住民へ周知している。 ○

事業所懇談会や民生委員等に虐待防止
チラシを配布、センターが高齢者虐待
や権利擁護の相談窓口であることを周
知し、早期発見・連携ができるように
啓発に取り組んでいる。

○

「聖徳だより」に、相談窓口であるこ
と掲載し、周知している。虐待防止の
ためのチラシやパワーポイント資料等
を活用し、関係機関や地域住民の集ま
り、民生委員・ケアマネジャー懇談会
にて普及啓発を行った。 ○

地域サロン等に出向き、センター独自
のチラシや社会福祉士部会作成のチラ
シを配布、センターが高齢者虐待の相
談機関であることを周知している。ま
た、虐待に関する「気づきのポイント
例」を記載したチラシを作成、見守り
110番協力店舗へ説明し、地域から情
報が得られるような活動を行ってい
る。

○

三つ折りリーフレットや高齢者虐待防
止の啓発チラシを活用し、高齢者虐待
の相談通報窓口であることや高齢者虐
待の予防・早期発見の大切さを周知し
ている。 ◎

関係機関や地域での催し、ホームペー
ジ等において高齢者虐待の相談通報窓
口としての周知を行っている。また圏
域のサービス事業所向けに高齢者虐待
防止研修をオンラインで開催した。普
段関わりが希薄だった事業所の参加も
あり、連携を図るきっかけ作りができ
た。

○

独自チラシの更新を行い、介護保険事
業所や出前講座、民生委員校区研修会
等での配布、センターにポスターを掲
示する事によって、高齢者虐待の相談
窓口である事を周知している。

②
アウトリーチによる実態把握など様々な方法で状況確認を行
い、また関係機関と連携し、高齢者虐待・困難事例に対処し
ている。

○

近隣住民や民生委員、介護保険事業
所、医療機関、コミュニティソーシャ
ルワーカー、保健所や市担当課等と連
携し、訪問等による情報収集・実態把
握を行うことで、虐待や困難事例の対
応を行っている。

○

虐待や虐待疑いのケースでは、セン
ター内で協議・検討し、複数職員での
訪問や関係機関への状況確認等で実態
把握をしている。対応にあたっては、
ケアマネジャー等の関係機関と情報共
有しながら役割分担等を行い、解決に
向け支援している。

○

出前講座やケアマネジャー・民生委員
等関係機関との会議の際に、地域の状
況を聞き取りしている。虐待通報があ
れば、疑いも含めて自宅や事業所等に
訪問し、本人や養護者、関係者等に状
況を確認している。また、必要に応じ
関係機関と情報共有・役割分担し、連
携して対応している。 ○

訪問や窓口面談にて状況確認を行って
いる。介護保険事業所、福祉事務所、
保健所、社会福祉協議会等、必要な機
関とその都度連携を図り、役割分担し
ながら支援している。

◎

既存のネットワークや地域活動状況確
認時、地域づくり会議を通じ実態把握
を行い、虐待･困難事例の対応について
は関係機関と連携しながら緊急性の判
断や支援方法の検討を行い対処してい
る。小規模で定期開催している地域づ
くり会議に加え、第5圏域地域づくり
会議(社会福祉協議会･障害福祉サービ
ス事業所･医療ソーシャルワーカーのい
る医療機関･特別養護老人ホーム･地域
包括支援センター）にて他機関と顔の
見える関係性を構築できていることは
第５圏域の強みである。

◎

ハイリスクと思われる地域（Ａ町）の
民生委員と校区福祉委員とで情報交換
会を開催。高齢者虐待など気になる高
齢者を把握するため地図上に付箋を貼
りつける作業を通じてハイリスクケー
スの可視化を行い、関係者同士で情報
を共有。その後の支援に繋げている。

○

相談があった際、関係機関や民生委員
等から情報収集を行い、訪問による実
態把握を行い、状況に応じて関係機関
等と連携して問題解決に向けた支援を
行っている

③
高齢者虐待の対応にあたっては、被害者の擁護に限らず、家
族全体の問題との視点を持ち、支援を行っている。 ○

養護者支援として保健所と同行訪問
し、安否確認、精神的なケア等を行っ
た。ケースの相談内容や状況に応じ、
コミュニティソーシャルワーカーや障
害福祉サービス事業所等と共同して対
応し、養護者も支援を受けることがで
きるよう調整している。 ○

高齢者だけでなく養護者とも信頼関係
を構築し、養護者の困り事や精神的な
負担感、過去からの経緯、経済状況・
生活背景等に配慮して話を傾聴し、家
族全体を支援するようにしている。

○

虐待ケースに対応する際は、被虐待者
だけでなく養護者からも丁寧に話を聞
くようにしている。また、家族のサ
ポーターとなる関係機関や民生委員と
も連携し、協働して支援している。

○

養護者の対応として、虐待に至った経
緯を丁寧に確認し、就労支援窓口や社
会福祉協議会、介護保険事業所等と連
携した支援を通じ、家族全体の問題と
して相談支援体制を構築している。

◎

高齢者虐待の対応にあたっては被害者
の擁護に視点がいきがちで「家族全体
の問題」として捉えるということが浸
透しにくい現状がある。養護者支援の
視点を持つことが大切であるというこ
とを関係事業所や地域に理解いただけ
るよう個別ケースを通し伝えている。 〇

虐待が疑われるケースにおいて、担当
ケアマネジャーやサービス事業所、主
治医と連携しながら随時虐待対応ケー
ス会議を開催。本人や家族の実態把握
を通じて被虐待者のみならず家族やケ
アマネジャーの思いに寄り添いながら
支援を行い、問題解決に向けての協力
体制を整えた。結果、主治医との連携
の継続と在宅生活の維持を図ることが
できている。

○

被害者の安定した生活を確保すると共
に、養護者を含め家族全体の支援を行
えるように関係機関等と役割分担を行
い支援を行っている。家族に金銭的な
依存をしているケースについては、関
係機関と連携し、高齢者のみならず家
族へも同時に支援を行っている。

④
高齢者虐待防止について地域住民や関係機関等と連携できる
ネットワークを構築している。 ○

民生委員地区委員会に出席し、顔の見
える関係性を維持している。また、出
張相談や社協こもれびだよりを全戸回
覧することで、地域住民への周知を図
り、地域での見守り体制整備等、ネッ
トワークを構築している。 ○

見守り110番協力店舗に対し高齢者虐
待の周知を行い、早期発見に努めてい
ることによって、ネットワーク強化に
つながっており、協力店舗や地域住民
等からの情報提供が増加している。

○

介護保険事業所、民生委員、校区福祉
委員、医療機関等と連携し、虐待防止
ネットワークを構築している。

○

個別ケースの支援を通じて、民生委
員、関係機関と密に連携している。地
域住民には、地域サロン等に出向いて
チラシを配布し、センターの役割を広
報することでネットワークの構築を
図っている。 ○

既存のネットワークから通報を受け、
地域住民や関係機関等と連携支援出来
ている。

◎

圏域内の事業所を対象に虐待の発生ま
たはその再発を防止するための取り組
みについて把握するためのアンケート
調査を実施。調査の結果を踏まえ、主
任ケアマネジャーと協働で居宅サービ
ス事業所を対象に高齢者虐待防止研修
をオンラインで開催。事例を通じて各
機関の動きやサービス事業所の役割に
ついて学ぶ機会とした。

○

第２層協議体や民生委員、校区福祉委
員、医療・福祉関係機関等と日頃の関
わりの中から連携が取れるようネット
ワークの構築に努めている。

⑤
虐待の通報を受けたときは市町村担当課などの関係機関と連
携・協働し、問題解決を図っている。 ○

虐待の通報を受けた際は、速やかに関
係機関へ状況確認を行い、市担当課へ
報告・協議している。関係機関と連携
することで、役割分担して支援する
等、様々なアプローチが可能となって
いる。

○

虐待や虐待疑いのケース対応時には、
民生委員や介護保険事業者、医療機関
等の関係者や市担当課、警察等と連携
し、問題解決に向けた支援を行ってい
る。

○

虐待通報があった際はセンター内で協
議し、速やかに市担当課に報告、連携
して問題解決にあたっている。

○

通報段階より市担当課に相談し、対応
方法等について協議し、早期に問題解
決できるように対応している。

〇

虐待の通報を受けたときは、速やかに
市担当課と情報共有し、問題解決に向
けて関係機関と連携協働し問題解決を
図っている。 〇

虐待が疑われるケースについて市担当
課に通報し情報の共有を行っている。

○

通報や相談があった時は、速やかに実
態把握を行い、市担当課や関係機関と
連携し、問題解決に向けて対応を行っ
ている。

【

解
釈
】

①
認知症に関する制度や社会資源等を把握し、相談内容に即し
た助言・紹介等を行っている。 ○

相談受付時、認知症ケアパス等のパン
フレットを活用し、家族や地域住民へ
サービスや制度を情報提供している。
また、外出先として高齢者の居場所や
認知症カフェを積極的に紹介してい
る。

○

圏域の認知症専門病院や介護保険事業
所等と連携強化を図り、社会資源等を
把握している。相談内容に応じて、医
療機関紹介や成年後見制度の説明等、
必要な対応を行っている、 ○

医療機関情報を回覧したり、ミーティ
ング時に地域の社会資源等を情報共有
している。相談があった際は、医療機
関受診や介護保険サービス導入、オレ
ンジ初期集中支援チームとの連携等を
念頭に置き対応している。

○

認知症初期集中支援チームや認知症カ
フェの紹介等、随時必要な制度やサー
ビスを情報提供している。また、病状
等に応じて、往診対応可能な地域の医
療機関を紹介、医療機関につなぐ等の
対応を行っている。

○

認知症ケアパスの活用や認知症専門医
の情報提供等、相談内容に即した助
言・紹介等を行っている。

〇

新聞や書籍等、認知症に関する最新情
報を所内で供覧、ファイリングをする
ことで認知症に関する情報共有を随時
行っている。また、認知症が疑われる
ケースの相談に関しては関係機関や認
知症専門医との連携、必要に応じ受診
に同行するなどの支援を行っている。

○

認知症関連の情報収集したファイルを
窓口に設置しており、相談時に対応が
統一できるようにしている。

②
圏域内の地域住民や商店会・企業等に認知症への理解を深め
てもらうための啓発活動（認知症サポーター養成講座等）を
行っている。

○

こもれび教室にて地域住民対象の認知
症サポーター養成講座を実施、また、
地域の民間企業対象に、認知症サポー
ター養成講座を開催した。コロナ禍の
ため中止となった講座もあるが、地域
住民・地域の事業所からの関心は高
く、地域での認知症理解促進のため、
今後も講座開催等を計画している。

○

民生委員・自治会等を対象に、介護保
険事業所と連携し、認知症サポーター
養成講座を実施した。Ａ校区では新任
民生委員等を対象に、認知症サポー
ター養成講座を開催、要援護高齢者に
対する理解を深めることができた。

○

今年度はコロナ禍のため開催は見合わ
せていたが、民生委員や地域住民との
会議等で話をする際には、認知症の方
への理解や支援について呼びかけた
り、見守り110番協力店舗への啓発を
行っている。

○

例年地域の中学校にて認知症サポー
ター養成講座を開催している。今年度
も中学校と連携、認知症への理解を深
めることができるよう、感染防止対策
を講じながら開催予定。

○

認知症カフェを運営しているグループ
ホームと協働で地域向けに認知症サ
ポーター養成講座の開催を計画してい
る。また圏域の店舗へは見守り110番
協力依頼･評価訪問時に認知症への理解
を深めていただけるよう啓発活動を
行っている。

◎

ホームページ上で「自分でできる認知
症の気づきチェックリスト」の掲載
や、センター公式LINEで認知症に関す
る書籍の紹介など認知症に関する理解
と啓発を行っている。8月のＤ校区で
の「懐かしい我がまち写真展」におい
て認知症に関するコーナーを設置。歩
いて行ける認知症専門医療機関のリス
トや認知症ケアパスの配布、認知症の
方や家族が活用できるサービスの情報
提供を行った。また、枚方市商業連盟
主催の「ひらかたまちゼミ」にて認知
症サポーター養成講座（2回）を開催
した。開催日を土日にすることで、平
日に受講が困難な学生や勤労世代も受
講することができた。

○

コロナ禍の前に、地域の銀行・JA・郵
便局・スーパーに広報活動を行い、今
後その関係を深めるために当方で作成
した「気づきのチェック表」と認知症
サポーターのミニ研修講座のチラシを
持参して再度回る予定にしていたが、
コロナ禍が落ち着かない状況であり実
施できていない。準備はできているこ
とから、今後落ち着いた時期に広報と
協力の依頼へ回る予定。

高齢者虐待の問題では、認知症や要介護の高齢者等が虐待の被害に遭いやすいとされており、地域包括支援センターは、権利擁護事業として関係機関等と連携し高齢者虐待の問題に取り組んでいく必要があります。問題についての普及啓発活動を行い、関係者や地域住民の問題意識を高めていくこと、相談・通報に対しては、関係機関と連携しながら情報収集、実態把握を行い、緊急性の判断や支援方法の検討、家族全体の支援
を考えていくことが重要です。

４．認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進に取り組んでいるか。

新オレンジプランの基本的な考え方は、認知症の人や家族の視点を重視しながら、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会の実現を目指すこととされています。認知症の理解についての普及・啓発活動及び認知症の容態に応じた医療・介護及び生活支援を行うために必要な機関が有機的に連携できるネットワークを形成するとともに、認知症の人や
その家族を支援する体制の構築などが求められています。
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当課評価 (①～⑦)

③
認知症の疑いがある人や初期の認知症高齢者を早期発見し、
支援するためのネットワークを構築している。 ○

これまでの活動で協力を依頼してきた
ことから、見守り110番協力店舗や民
生委員より認知症高齢者の情報提供が
ある等、早期把握、早期対応につなが
るような体制が整備されている。

○

認知症やその疑いがある方の早期発見
につながるように、見守り110番協力
店舗の周知・普及を通じて地域住民や
民生委員、金融機関・コンビニ等社会
資源との連携強化に努めている。

○

見守り110番協力店舗や民生委員等と
日頃から相談等で連携するようにして
いる。民生委員・ケアマネジャー懇談
会では、認知症高齢者をできる限り早
期に把握、支援につなげるためのネッ
トワークづくりを目指した会議を開催
した。 ○

見守り110番協力店舗訪問時に、セン
ター独自で作成した「気づきのポイン
ト例」を用いて説明、早期の連絡を依
頼する等、働きかけている。積極的に
地域活動に参加し、民生委員等と連携
を図りながら支援を行っている。

○

民生委員や関係機関、見守り110番協
力店舗の通報等を通じ把握できる体制
は構築できている。

◎

くらわんかウォーカーズを活用し、自
身の健康維持のために始めた活動が気
が付けば地域の認知症高齢者の早期発
見に繋がるような体制を作る。今後は
チームオレンジの活動にも繋げていく
予定。

○

今年度に、昨年コロナ禍でできなかっ
た民生委員への、内容を深めた認知症
サポーター養成講座を行い、民生委員
に早期の気づきの重要性を知ってもら
い早期発見できるネットワークの構築
に取り組む。また、地域の郵便局等に
も「気づきのチェック表」と認知症サ
ポーターミニ講座のチラシを持参して
回る活動で協力体制のネットワークを
深められるように取り組んでいく。

④
地域で認知症高齢者とその家族を支えるための仕組みづくり
など社会資源の集約と開発に努めている。 ○

第２層協議体の会議にて、認知症高齢
者等への接し方や利用できるサービス
や支援等を情報提供しており、認知症
を地域ぐるみで支えることができるよ
うな環境を整備している。また、チー
ムオレンジ活動のつなぎ先候補となる
地域カフェ等の抽出を行っている。

○

地域の居場所の充実等、圏域の社会資
源と協働し、チームオレンジ活動の受
け皿づくりに取り組んでいる。

〇

認知症高齢者とその家族が、住み慣れ
た地域で暮らしていけるよう社会資源
の集約や情報共有に努めている。見守
り110番協力店舗の新規開拓やチーム
オレンジ活動のつなぎ先候補となる居
場所等の抽出を行っている。 ○

地区の高齢者・老人会が主催する地域
の集まりの場を、認知症の方やその家
族が利用できるような受け皿とするた
め、地域の集まりの場の運営者と個別
に話し合う予定としている。

○

認知症高齢者と介護疲れある家族の
ケースについて個別地域ケア会議を開
催し、見守りを継続していく地域と介
護事業者が家族を支えていく仕組みを
確認したことで、地域住民に認知症へ
の理解を深めてもらうことができた。
今後も認知症高齢者や家族の視点を重
視しながら、認知症高齢者等にやさし
い地域づくりに向けて啓発活動や支援
体制の構築に努め、社会資源の集約も
続けていく。

◎

昨年に続き、圏域内の郵便局（5局）
の局長と面談し、認知症が疑われる高
齢者やその家族に対して連携しながら
支援できる関係性を構築している。実
際に圏域内の郵便局局長から認知症疑
いの高齢者が何度も来局されATM操作
に戸惑っているケースの相談を受け
た。

○

当圏域内の施設が認知症カフェを開設
する予定であるがコロナ禍のため延期
している。今後コロナ禍が落ち着いて
きた時点から協力体制を組み、仕組み
づくりに取り組んでいく。

⑤
人的資源（認知症サポーター等）を活用し、認知症カフェ等
の充実を図るとともに、それらが有機的に機能するよう支援
を行っている。

◎

認知症カフェスタッフ、センターが共
同し、認知症の方自身が講師を務める
体験教室を開催した。認知症の方に
とって社会参加できる機会となってお
り、少しずつ参加者も増えている。コ
ロナ禍の情勢を鑑みながら、今後継続
して開催できるよう計画している。 ○

認知症カフェ設立や地域の居場所との
連携等、チームオレンジ活動の実施に
向けて、コロナ禍の情勢をみながら、
関係機関と協議していく予定。

○

認知症地域支援推進員を中心にチーム
オレンジ活動のつなぎ先の選定を行
い、地域カフェ等で認知症サポーター
として活躍できる方へのアプローチを
計画している。

○

地区の高齢者・老人会が主催する地域
の集まりの場において、認知症サポー
ター等が認知症の方の見守りや相談対
応等で活躍できるよう、サポーターや
地域の集まりの場の運営者と相談しな
がら取り組んでいく。

○

令和2年2月以降、認知症カフェ(圏域
内２カ所)は開催できない状況にある。
認知症カフェの在り方も含め認知症サ
ポーターやボランティアが活躍できる
場を検討し、地域に開けた相談窓口と
して機能していけるよう引き続き活動
支援を行っていく。 ◎

圏域内のキャラバン・メイトと意見交
換を行い、今後の研修や連携の体制づ
くりを行った。また今後は「Ｄ地域資
源」を拠点に認知症の方やその家族、
地域住民が自由に集い語り合う場を定
期的につくることで、認知症への理解
を深め、併せてチームオレンジの活動
にも繋げていく予定としている。

○

今後、コロナ禍が落ち着き認知症カ
フェが開催できるようになれば、認知
症施策検討チームで取り組んでいる
チームオレンジとの協力体制等を考慮
していく。

【事業実施計画】 （包括的・継続的ケアマネジメント支援）

１．介護支援専門員に対して日常的に指導・助言を行っているか。
【

解
釈
】

①
介護支援専門員の相談窓口を設け、積極的に相談に応じてい
る。 ○

居宅介護支援事業所懇談会にて、ケア
マネジャーとの信頼関係を築いてい
る。要支援から要介護認定となり居宅
介護支援事業所につないだケース等、
相談があれば個別対応し、必要時同行
訪問等も行っている。

○

ケアマネジャーが相談しやすい雰囲気
づくりに努め、電話や窓口において
様々な相談に応じている。

○

ケアマネジャー対象の研修会等で、セ
ンターが相談窓口であることを周知し
ている。電話や面談等で、ケアマネ
ジャーからの相談に応じている。ま
た、今年度はオンラインカフェを開催
し、相談を受けやすい体制を作った。

○

ケアマネジャーの相談窓口であること
がわかる看板を設置し、相談には個別
で対応、必要に応じ同行訪問、事業所
間連携等も行っている。

○

ケアマネジャーからの相談には随時対
応している。また今年度より偶数月に
５圏域ケアマネジャーを対象にしたオ
ンラインカフェを行い、タイムリーな
情報共有をしている。

○

個別の訪問等で相談しやすい雰囲気づ
くりに努め、積極的に相談に応じてい
る。

○

来所時には積極的に声をかけて近況を
聞取り、相談に応じている。その他、
コロナ禍では電話で相談に応じ、必要
であれば面談を行っている。

②
地域にあるインフォーマルサービスについて情報を把握し、
その活動内容や特徴、連絡先などがいつでも誰でも利用でき
るよう整理しておくなど、連携体制を作っている。

○

センター内にサービス情報一覧表を掲
示、最新情報を随時書き込むことで情
報を把握し、ケアマネジャーからの相
談に対応している。

○

地域のインフォーマルサービス情報を
集約・ファイリングし、ケアマネ
ジャーからの問い合わせがあった際、
情報提供している。

○

インフォーマルサービスの情報を集
約、随時更新し、一覧にしてパソコン
上で管理している。また、ケアマネ
ジャーがいつでも閲覧できるようセン
ター内のラックに設置している。

○

保健師作成の介護予防カレンダー(身近
の地域での活動の場所、一般介護予防
等記載)、配食事業所、移動スーパー等
のチラシをファイルに整理、居宅介護
事業所連絡会等の機会に周知し、相談
や問い合わせがあった際、随時情報提
供している。

○

地域のインフォーマルサービス情報
は、ケースの相談等に応じて適切に情
報支援できるよう情報を更新しファイ
ル整理している。

○

インフォーマルサービスの情報は常に
更新し、情報提供を行っている。セン
ター事務所玄関横にはケアマネジャー
向けの情報ラックを設置し、定期的に
情報更新を行っている。

○

地域のインフォーマル情報を事業所内
でファイリングや掲示して、常に閲覧
できるようにしている。

要援護高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、個々の高齢者の状況やその変化に応じて継続的にフォローアップしていく「包括的・継続的ケアマネジメント」の確立が必要であり、医療・介護・地域内の生活支援（インフォーマルサービス）などを総合的に活用し、包括的・継続的ケアマネジメントを行う介護支援専門員の育成は重要です。地域包括支援センターは、介護支援専門員へのインフォーマルサービスの情
報提供や、知識の吸収・スキルアップのための研修、困難事例等の相談や指導、孤立化しがちな介護支援専門員に対するフォローなどを行うことで介護支援専門員の育成に努める必要があります。
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当課評価 (①～⑦)

③
介護支援専門員に対して様々な情報を提供する仕組みをつく
り、情報支援をしている。 ○

居宅支援介護事業所懇談会等にて最新
の地域資源情報一覧表を配布、社会資
源情報について説明し、ケアマネ
ジャーに知っておいてもらいたい情報
を整理、発信している。

○

ケアマネ通信を発行、センター・ケア
マネジャーが共に支援している困難事
例を紹介し、センターへの相談内容を
ケアマネジャーがイメージしやすいよ
う働きかけた。また、圏域居宅介護支
援事業所連絡会において、地域資源情
報をケアマネジャーに配布し、情報提
供している。

◎

「ケアマネつーしん」発行や居宅介護
支援事業所参加のオンラインオープン
チャットを活用し、情報を発信してい
る。今年度は、各居宅介護支援事業所
メールアドレスを集約し、介護保険事
業所向けWeb会議ツールの講習会を開
催、コロナ禍でも情報発信・共有でき
る体制を整備した。また、ケアマネ
ジャーと共同で、インフォーマルサー
ビス一覧を作成し、センター・ケアマ
ネジャーと社会資源情報を共有できる
仕組づくりも行った。 ○

居宅介護事業所連絡会等の集まりの場
で、社会資源や研修情報等を周知して
いる。今年度はコロナ禍により対面で
の会議開催が難しいため、必要に応じ
FAXでの通知や相談窓口において個別
に案内している。

◎

今年度は偶数月に5圏域ケアマネ
ジャー向けにオンラインカフェを実施
し、法改正や入退院の連携方法、勉強
会など情報提供を行った。また、７月
に事例検討会を開催した機会に、総合
福祉センターのサービス等インフォー
マルサービスの情報提供と、地域の中
で不足しているサービスなど、地域課
題に関する情報共有をしている。

◎

ケアマネジャーが様々な情報を得るこ
とができるよう、枚方市介護支援専門
員連絡協議会圏域コンダクターと共催
で「介護報酬改定」や、6/16「オン
ラインカフェ」を開催。オンライン開
催にすることで、短時間で気軽に集ま
り情報交換できるように努めた。普段
はこうした場にあまり参加がないケア
マネジャーの参加もあった。
また、第３層生活支援コーディネー
ター向けに社会資源の情報交換会の機
会を持ち、住民主体の支え合い活動
「おたすけメイト」の活動紹介を行っ
た。活動内容の周知にとどまらず、地
域での支え合い活動創設に対する想い
を共有することができた。開催後には
インフォーマル情報の共有のために資
料の送付し、現場との活用を促した。

○

ケアマネ通信（広報紙）に様々な情報
をのせ、圏域内の居宅介護支援事業所
を訪問し、配布している。また、他圏
域での研修情報も提供し、参加するよ
うに呼びかけた。

④
支援困難事例を抱える介護支援専門員に対して、スーパービ
ジョン（支持的・教育的支援）による介護支援専門員自身の
援助の振り返りを支援している。

〇

ケアマネジャーが随時相談できるよう
な関係づくりを意識し、ケアマネ
ジャーへの助言、指導を行っている。
また、新規開設事業所、単独で運営し
ている事業所のケアマネジャーが一人
で抱えることがないよう働きかけ、支
援している。

○

ケアマネジャーが抱える困難事例に対
し、アセスメントの助言や対応の提案
等を行うことで、ケアマネジャーが事
例を振り返りながら、今後の対応を検
討、実践できるよう支援している。

○

ケアマネジャーから困難事例等の相談
を受ける際は、ケアマネジャーの考え
や思いを傾聴した後、ケースの課題や
今後の支援方針を整理できるよう質問
し、助言している。ケアマネジャー自
身が気づき、決定できるような関わり
を基本としている。

○

ケアマネジャーから困難事例等相談が
あった際は、個別で助言し支援してい
る。ケアマネジャー自身の振り返りの
機会や気付きにつながるように助言し
ている。

○

老々介護や複合的課題があるケース等
（権利擁護・生活困窮）の多機関連携
については随時支援し、双方で振り返
る時間をもつよう努めている。そのほ
か、支援から介護になった一般的な
ケースについてもケアマネジャーにそ
の後の経過で不安や困っていることは
ないか聞き取り、振り返りを支援して
いる。

◎

ケアマネジャーが事業所内外等でケー
ス検討ができるように、6/15「ホワ
イトボード・ミーティング®オンライ
ンケース会議を体験しよう」を開催。
多角的なアセスメントによって、ケー
スを深めることができる手法について
学んだ。事後アンケートからは「事業
所内のケース検討でやってみたい」な
どのコメントがあった。

○

ケアマネジャーから相談を受けた際、
必要に応じて同行訪問を行っている。
ケアマネジャーが課題、支援方針を整
理できるよう助言し、ケアマネジャー
自身の振り返りや気づきにつながるよ
う支援している。

⑤
ケアプランの作成について助言・指導を行っている。また、
困難事例等の相談に対し事例検討や個別ケア会議の提案を行
い、その開催を支援している。

〇

困難事例の相談があった際には、対応
するケアマネジャーが孤立することな
く、随時相談できるような関係づくり
を心がけている。また、必要時、今後
もケースが地域で暮らしていくことを
目指した事例検討会をケアマネジャー
に提案、開催を支援している。

○

居宅介護支援事業所懇談会において事
例検討会を開催しており、特定事業所
事例検討会は、その開催を支援してい
る。ケアマネジャーから困難事例の相
談があった際には、インフォーマル
サービスを含めたサービス・制度等を
提案し、ケースが住み慣れた地域で暮
らしていくための助言や指導を行って
いる。また、必要に応じて個別地域ケ
ア会議の開催を提案、資料作成や司会
進行等について助言している。

◎

ケアマネジャー・民生委員から相談を
受け、ケアマネジャーを支援して個別
地域ケア会議を開催した。開催準備・
当日運営等を共同して実践すること
で、課題抽出・支援の方向性の検討が
でき、その後のケアプラン立案時も必
要に応じて相談に乗り、ケアマネ
ジャーのスキルアップにつなげてい
る。また、圏域の居宅介護支援事業所
間での連携をより円滑にするために、
特定事業所事例検討会を後方支援し
た。

○

相談ケースの中には、地域課題につな
がる事例もあり、必要に応じて個別地
域ケア会議の提案している。また、事
例検討会等で事例を提供してもらい、
提供者自身の振り返りの機会や気付き
につながる開催内容となるよう努めて
いる。その後の経過も確認している。

◎

オンラインカフェにてケアマネジャー
に対しプラン作成における法改正後の
加算の変更等、助言・指導を行った。
また、認知症高齢者と息子の２人暮ら
しの様子に不安を抱える地域からの相
談を機にケアマネジャーに個別地域ケ
ア会議を提案し開催を支援している。

◎

支援困難事例を抱えるケアマネジャー
への後方支援として、個別地域ケア会
議等の開催を行った。関係機関の連携
課題を仲介する形で関わりサポートし
た。多機関が関わる複数課題を抱えた
事例であり、課題整理や各機関への連
絡ルールを決めるなど、単独で居宅介
護支援事業所を運営しているケアマネ
ジャーでは対応が難しいと判断。
ケースの状況に応じて立ち位置を変え
ながらフォローを行った。

○

今年度は法改正もあり、問合せの内容
によっては調べた上で返答し、随時対
応を行っている。困難事例について
は、ケアマネジャーを支援して必要時
個別地域ケア会議を行っている。ま
た、ケアマネジャーと一緒に問題に取
組んだ困難事例を研修で発表してもら
うことで、ケアマネジャー自身の援助
の振り返りを支援している。

⑥　
個々の介護支援専門員が孤立しないように、介護支援専門員
同士のネットワークを構築し、互いの悩みや必要な情報交
換、意見交換がができる場を設けている。

〇

オンライン開催での居宅介護支援事業
所懇談会開催を検討、準備している。
できる限り顔の見える関係づくり等、
ネットワークの構築を図っている。

○

ケアマネジャー同士のネットワーク構
築・推進のためオンラインにて事業所
懇談会を開催し、コロナ禍においても
情報交換・意見交換できる場を確保し
た。また、特定事業所事例検討会で
は、単独で居宅介護支援事業所を運営
しているケアマネジャーが事例提供で
きるよう支援している。

〇

オンライン研修会やオンラインカフェ
を通じて、コロナ禍でも情報発信・共
有できるネットワークを構築した。ま
た、ケアマネジャーとインフォーマル
サービス一覧を共同作成することで、
ケアマネジャー同士で情報交換や意見
交換ができる機会を提供した。

○

圏域内には単独で居宅介護支援事業所
を運営しているケアマンジャーが多
い。コロナ禍で対面での居宅介護事業
所連絡会開催が難しく孤立化が進む
中、Web会議ツールを活用した「on-
lineお茶会」を開催、参加者には好評
だった。開催前に、オンライン環境が
整っていない事業所に出向き状況を確
認したり、Web会議ツールの利用方法
等を説明し、一人でも多く参加できる
よう働きかけ、ケアマネジャー間で情
報交換・意見交換できる場を確保し
た。

◎

偶数月の第２水曜にオンラインカフェ
を開催しケアマネジャー同士のつなが
りや相談ができる場をつくった。ま
た、特定事業所加算をとっている居宅
介護支援事業所（３か所）と共催の事
例検討会２回（７月、１２月）開催
は、ケアマネジャー同士の個々の悩み
などを話す機会にもなっている。

◎

利用者及び家族からのハラスメントに
より、頻繁に担当のケアマネジャーを
交代する支援困難事例の個別地域ケア
会議を開催した。個別地域ケア会議に
は、これまで担当した歴代のケアマネ
ジャーにもご参加いただき、引継ぎの
ための情報共有を行う他、ピアカウン
セリング的な意味合いでお互いの気持
ちを吐き出してもらう機会を設けバー
ンアウト防止を図った。
ケアマネジャー等の情報交換の場とし
てオンラインカフェを開催。一人ケア
マネ事業所から「こんな時どうして
る？」といった相談があった。

○

枚方市介護支援専門員連絡協議会圏域
コンダクターと連携して、オンライン
での勉強会を開催し、介護支援専門員
同士が情報交換、意見交換を行ってい
る。地域のケアマネジャーが交流でき
る場となるよう、今後は定期的にオン
ライン上での茶話会の開催を計画して
いる。

⑦

介護支援専門員のニーズに応じた研修会を開催し、知識の吸
収やマネジメント技術の向上を図っている。また、事業所に
幅広い研修情報を提供し、介護支援専門員に対し受講支援を
行っている。

○

呼吸器リハビリテーションをテーマに
圏域合同事業所研修会を開催、ケアマ
ネジャーの知識・技術の向上を図っ
た。令和3年12月、第３圏域と合同で
医療的知識向上を目的とした研修会開
催を計画している。研修内容は、研修
会開催時等にアンケートで希望を募っ
たり、ケアマネジャーからの相談内容
に基づいて企画している。

○

居宅介護支援事業所懇談会等にて研修
情報を提供し、ケアマネジャーの受講
につながるよう働きかけている。ま
た、事業所懇談会開催前の打ち合わせ
や開催後のアンケートにて、ケアマネ
ジャーのニーズ把握に努め、研修内容
の設定に活かして、知識や能力向上の
機会となるよう努めている。

○

今年度はWeb会議ツールの講習会を開
催、ケアマネジャーがスムーズにオン
ライン研修会へ参加できるよう取り組
んだ。また、令和3年12月第1圏域と
合同で、医療的知識向上を目的に研修
会を開催予定にしている。 ○

居宅介護支援事業所連絡会等での研修
会開催に向けて、枚方市介護支援専門
員連絡協議会圏域コンダクターと連
携、協議している。研修情報は、セン
ター窓口での案内やFAXでの通知にて
周知している。 〇

コミュニティソーシャルワーカーの役
割や仕事内容の理解、連携方法につい
て学ぶ場としてケアマネジャー向けの
勉強会を昨年度企画していたがコロナ
禍で2度開催延期している。今後につ
いては関係者で話し合いを継続し今年
度内開催を目指している。また、市内
外のケアマネジャー向け研修案内があ
れば、居宅介護支援事業所へFAX一斉
送信し、個別に参加を促す声かけを
行っている。

◎

オンラインに苦手意識を持つケアマネ
ジャー等に対してオンライン活用ガイ
ドラインの作成、「オンライン体験会
＆勉強会」の開催を行い、コロナ禍で
あっても研修会等に参加できるように
支援を行った。
また、圏域のケアマネジャーから「コ
ロナ禍になってから法定外研修が開催
されずに困っている」という声を受
け、センター主催で法定外研修を開催
した。

○

他の圏域センターと連携・共同で法定
外研修実施へ向けて、準備を進めてい
る。また、ニーズにあった研修に参加
できるように情報提供を行っている。
オンライン環境が整っていない事業所
へはスタッフが訪問し協力している。
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当課評価 (①～⑦)

２．在宅医療・介護連携推進体制構築が図れたか。
【

解
釈
】

①
会議や研修会等を開催し、医療と介護の連携体制を構築して
いる。 ○

圏域内全ての医療機関へ出向き、個別
ケース支援や多職種連携研究会参加
等、連携依頼を行った。医療従事者と
顔の見える関係性を築き、今後の医療
と介護の連携体制拡充につなげてい
く。

◎

Web会議ツールを利用して第3圏域と
合同でBクリニックと待合室懇談会を
開催。多数の居宅介護支援事業所が出
席し、地域の医療機関とケアマネ
ジャーとが顔の見える関係性となるよ
う働きかけた。また、圏域内医療機関
に「社協ふれあいだより」の設置を依
頼、今年度はその配布先を拡大し、セ
ンターの役割や活動等を広く周知し
た。また、圏域内の医療機関、介護事
業所に、コロナ禍における感染症予防
やフレイル予防に関する記事を依頼、
専門的な視点からの注意喚起や啓発を
行うとともに、医療と介護の連携向上
にもつなげた。

◎

新規開院Aクリニックにて紙面での待
合室懇談会を開催した。従来の対面で
の方式ではなかったが、ケアマネ
ジャーからの質問に医師が返答し、医
師の診療方針等がよく理解できる懇談
会となった。また、Web会議ツールを
利用して第2圏域と合同でBクリニック
と待合室懇談会を開催。コロナ禍の情
勢であっても、連携方法を模索、実践
し、医療機関と介護保険事業所等との
連携強化を図っている。

○

圏域協力医療機関事務長と面談、今後
の連携について協議している。他圏域
から移転したAクリニック、医師交代
のあったBクリニックには、主任ケア
マネ部会で作成した案内ちらしを持
参、医師と面談し、今後の待合室懇談
会開催に向けた協議や多職種連携研究
会への参加案内等、協力を依頼した。
また、例年多職種連携研究会へ参加し
ているCクリニックと面談、今年度の
参加に向け働きかけている。待合室懇
談会開催等を通じ、医療と介護の顔の
見える関係作りに努めている。

◎

Ａ病院の病棟看護師と５・６圏域ケア
マネジャーと施設相談員を対象に、入
退院連携をテーマにした連絡会を開催
した。医療機関側から、施設に入居し
ている高齢者の入退院支援では、居宅
や施設のケアマネジャーとの連携が欠
かせずその体制構築へ強いニーズがあ
り、今後も定期的な連絡会が開催でき
るよう検討している。また、今年度新
たに開業した医院に待合室懇談会の開
催をアプローチ中。コロナ禍で顔合わ
せする連携事業開催が難しい分は、セ
ンターの広報紙を継続的に既存の連携
機関は設置頂くことと設置協力機関を
増やす等、個別の手法で連携先の維持
と拡充に努めている。

◎

多職種連携研究会にて「オンラインの
活用について～医療と介護のオンライ
ン事情～」をテーマに情報交換会の機
会を設けた。コロナ禍になってからこ
れまでのように多職種が顔を合わせて
集まる機会が少なくなっていたが、従
来とほぼ同じ顔触れで40名にご参加い
ただくことができた。
医療と介護のオンライン事情について
聞き合ったことで「自分にもできそ
う」「オンラインでも色々できること
が分かった」など前向きなコメントが
多く、繋がりを維持することができて
いる。

○

毎年、多職種連携研究会の開催をして
いる。今年度も規模を縮小しオンライ
ンでの階差を予定している。待合室懇
談会においてもオンラインにて開催を
予定しており、医療機関と介護事業所
の顔の見える関係作りに努めている。

②

地域の医療・介護関係者及び多職種が一同に参加できる場を
設けることで、相互理解を深め連携できるネットワークを構
築している。また、ネットワークが有機的に機能できるよう
に連携上の課題を抽出し、改善に努めている。

○

令和3年8月多職種連携研究会事務局会
議を開催、研究会テーマ、学びの共有
方法等を検討し、協議の結果、「コロ
ナ禍での課題」をテーマにオンライン
開催した。

○

コロナ禍での連携をテーマに多職種連
携研究会を開催、各関係機関の状況や
課題を共有するとともに、困難な状況
を乗り越えていくためには多職種連携
が重要と再確認した。また、多職種連
携研究会の機会や個別ケースの対応で
協働していく中で、多職種連携研究会
に関する医師の理解が浸透してきてい
る。 ◎

令和3年11月多職種連携研究会を開催
予定。オンライン開催に先立ち、介護
保険事業所へのアンケート調査、Web
会議ツール講習会を開催し、より多く
の介護保険事業所がオンライン開催で
も参加しやすい環境づくりを行った。
また、コロナ禍での在宅医療の現状を
把握するため圏域内医療機関にアン
ケート調査を行ったり、ケアマネ
ジャー等からの相談対応に活用する
「在宅医療情報シート」の更新作業を
行い、これまでに構築したネットワー
クがより機能するよう取り組んだ。

○

圏域の医療・介護の従事者が互いの顔
の見える関係づくりの場として多職種
連携研究会を開催、ネットワークの構
築にあたっており、多職種連携研究会
開催に向け、講師依頼のDクリニック
事務長と協議している。コロナ禍のた
め、医療職等の事務局会議への参加調
整が難しい状況はあったが、情勢をみ
ながら令和4年3月開催に向けて準備を
進めている。

○

多職種連携研究会の事務局会議を行
い、「人生会議」の冊子をもとに高齢
者が終活に関心をむけられるような
テーマを多職種の参加者内での相互理
解を深めたいと計画し、開催した。連
携上の課題は毎年集約し、他のセン
ターが抱える課題と概ね共通している
ため、改善への検討は主任ケアマネ部
会で行っている。5圏域内既存の連携
関係とその機能性は維持している。

◎

多職種連携研究会にて「オンライン
ケース検討の紹介および検討～ホワイ
トボード・ミーティング®で多職種連
携～」をテーマにオンラインケース検
討に挑戦した。高齢者のフレイルの事
例を取り上げ、多職種がそれぞれの専
門性を活かしながら、どのような支援
やアドバイスが出来るか？などをグ
ループワークで話し合い、話し合いの
結果を後日まとめて参加者にフィード
バックし、多職種の視点の違いや強み
を知る機会とした。

○

第8圏域と合同で多職種連携研究会を
リモートにて開催。準備期間として事
務局会議を行い、相互理解を深めなが
ら課題に対しての改善に努めている。

③
介護事業者とのネットワークを構築し、事業者の知識吸収や
スキルアップを図るための研修を行っている。 〇

令和3年12月第3圏域合同で医療的知
識向上を目的に合同事業所研修会を開
催予定。顔が見える関係づくりのた
め、事業所に出向き、研修を案内して
いる。圏域内介護保険事業所のオンラ
イン環境についてアンケート調査を実
施、令和3年６月事業所懇談会はオン
ラインにて開催した。今後、対面でな
くても円滑に情報共有の機会を持てる
よう検討、センターから各介護保険事
業所へ情報発信し、連携体制の構築に
つなげる。

○

事業所懇談会を開催、介護保険事業所
間の交流の機会となり、ネットワーク
の推進につながった。また、今年度の
取組として通所事業所懇談会をオンラ
インで開催、圏域内の全通所介護事業
所が参加し、コロナ禍の現状や課題等
を積極的に話し合うことができた。

〇

介護保険事業所がオンライン研修や会
議に参加し、スキルアップが図ること
ができるように、その基礎となるWeb
会議ツール講習会を開催した。講習会
後、オンラインカフェを開催、より実
践的にWeb会議ツールを利用できるよ
う支援した。

○

市内有料老人ホームの介護向上委員会
に協力し、Web会議ツールを活用した
研修を開催、施設間のネットワーク維
持等、連携を支援している。また、介
護事業所連絡会開催に向け、各事業所
の状況確認を検討している。

〇

11月に、通所・訪問介護の事業所向け
に「減塩」をテーマに勉強会を開催し
た。介護職の栄養アセスメント力向上
と調理支援している訪問介護事業所の
スキルアップを目的としている。

◎

圏域内の介護保険事業所を対象に業務
上の困りごと等について把握するため
のアンケート調査を実施。その項目の
中から、令和3年度の介護報酬改定に
より全事業所に義務付けられた虐待研
修（経過措置期間中）について社会福
祉士と協働で虐待防止研修を開催。
ケースを通じて虐待事例の紹介や各機
関の動き、サービス事業所の役割につ
いて学ぶ機会としたい。
また、自立支援型地域ケア会議の課題
として、「高齢者のたんぱく質摂取」
について頻回に抽出されていたことか
ら、ひらかた地域活動栄養士会と共催
で「高齢者の栄養講座～上手に効果的
に摂ろう！タンパク質～」を開催し、
フレイル予防に欠かせない「タンパク
質」の効果的な摂り方や、一人暮らし
高齢者が実践できる食材の摂り方を学
び、利用者支援に活かしてもらうよう
働きかけを行う。

○

圏域内の在宅・施設事業所とケアマネ
ジャーとの合同勉強会（栄養面での支
援をテーマとしてひらかた地域活動栄
養士会と共催）や茶話会等をを企画し
ている。

④
入院・退院時の円滑な連携のために、関係機関や関係者との
調整や支援を行うとともに、地域における支援体制の整備・
拡充を行っている。

○

医療機関より入退院時の支援を求めら
れた際は、本人や家族の同意を得て、
医療機関、ケアマネジャー、介護保険
事業所、民生委員等関係機関と情報共
有し、介護保険サービスや社会資源に
つなぐ等、連携を図っている。

○

入院・退院時、医療機関やケアマネ
ジャーとの連携に努めている。地域の
民生委員等からケースの相談があった
際は、迅速に医療機関と連携して支援
し、地域における支援体制の整備、強
化につながっている。

○

医療機関からの相談に際し迅速に対応
してきたことで、有機的な役割分担
等、連携強化が図れている。また、圏
域内医療機関の地域連携室とは、多職
種連携研究会事務局でのつながりもあ
り、より円滑な連携体制を構築できて
いる。

○

病院でのカンファレンスの参加、一時
外出、外泊での家屋調査の同席等、必
要に応じ随時連携して支援している。
要介護の状態の方は、医療機関が直接
居宅介護支援事業所に連携を図るケー
スも多いが、センターに相談があった
場合は、居宅介護支援事業所へつなぐ
等、対応している。

◎

就労支援事業所で関わりあったケース
の退院支援では、その事業所に確認し
退院後再就労可能かどうか退院カン
ファレンス時に多職種（医師、リハビ
リ部門、栄養部門、センター）で検討
後在宅生活復帰を支援した。世帯の複
合的課題があるケースは医療機関、社
会福祉協議会、保健所など多機関との
調整においてケアマネジャーを支援
し、入退院調整を行っている。一人暮
らし高齢者が退院の際は民生委員をは
じめ知人やご近所などと協力し在宅復
帰に向けてその都度支援体制を構築し
ているが、既存のネットワークが機能
しており、個別支援への展開がスムー
ズに行えている

◎

第5圏域と共催で、Ｅ病院にて「入退
院連携」をテーマに意見交換会を開
催。
病棟看護師とケアマネジャーが各自、
実際の事例を持ちより、事例の共有と
振り返りを予定している。
実例を通じて今後、スムーズな入退院
連携が図れることを目指す。また、圏
域内に移転したＦ病院にて、入退院連
携構築のため待合室懇談会を開催し
た。 ○

圏域内の介護支援事業所一覧を更新作
成した。圏域内の医療機関へ在宅医療
情報シートの更新確認を行った。病院
関係者やケアマネジャーと連携を図
り、必要に応じて退院前カンファレン
スへのケアマネジャーとの同行訪問
や、退院に向けた在宅確認訪問の同行
を行い、入退院時の関係機関や関係者
との調整や支援を行っている。

高齢者が住み慣れた地域で暮らすことが出来るよう、主治医と介護支援専門員との連携はもとより、他の様々な職種との多職種協働や地域の関係機関との連携を図ることが大切です。
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当課評価（⑧～⑬）

令和3年度　枚方市地域包括支援センター（包括的支援事業）評価表 令和3年11月末日時点

【

解
釈
】

①
センターの設置目的を踏まえて事業計画をたてるなど、計画的な運営を行っ
ている。 ○

年間事業計画とともに実績をエクセルで
管理している。過去の実績の管理ととも
に、３か月先の予定を月初めに確認し
（内容・対象者・人数・開催場所）、計
画的な運営ができるように工夫してい
る。 ○

前年度の実績を踏まえ、法人職員も含めた全職
員で協議のうえで事業計画を策定している。毎
月所内会議を開催して事業計画の進捗状況を確
認し、企画・運営を計画的に実行している。

〇

地域のニーズも踏まえたうえで、年度
末に全職員にて事業計画を作成。所内
会議にて進捗管理を行っている。

○

年度末に事業計画を立て、朝礼で事業に
関する意見交換を行い、進捗確認をして
いる。所内に事業計画を掲示し、職員が
常に確認できるようにしている。

○

センターの設置目的を踏まえて、年間計
画を立て計画的に運営を行っている。新
型コロナウイルス感染症による計画の中
止については、状況に応じ市や地域と協
議しながら対応している。変更した計画
はいつでも確認できるようにフォルダに
保存している。 〇

年度末に事業計画を立て、所内会議で
地域の実情も踏まえて進捗管理を行っ
ている。

②
センター設置の主旨やセンター業務等について研修等を行うことにより職員
が理解している。 ○

センターの設置目的について、センター
マニュアルや介護予防・日常生活支援総
合事業等の資料を用いて所内研修を計画
し、実施している。

○

新規配属者にはプリセプター制度を導入し、入
職時にセンター設置の趣旨や業務目的の理解を
進めている。職員が外部研修に参加した際に
は、後日センター内で伝達研修を実施し、知識
を共有して職員のレベルアップに努めている。

〇

年度当初に設置目的や運営規定につい
て研修を行い、センター業務の理解を
深めている。センター内には地域包括
支援センターの趣旨、業務についての
説明を掲示し職員が常に意識できるよ
うにしている。また、外部研修にも参
加し業務への理解を深めるようにして
いる。

○

入職時には業務マニュアルや各事業の資
料などを確認しながらセンター内でオリ
エンテーションを行っている。基本方針
を掲示し、職員が理解できるようにして
いる。

○

職員入職時には、必ずセンターの業務マ
ニュアルや包括的支援事業委託仕様書、
パンフレットに沿って説明し、1年後に
も再度確認している。災害や新型コロナ
ウイルス感染防止対策などについて、セ
ンターの独自マニュアルを作成し、業務
を行っている。

〇

新入職員用にセンターの業務に関する
資料をファイルにまとめて説明を行っ
ている。e-ラーニングを活用し、セン
ターに関係する業務について理解を深
めている。

2．運営において公正性･中立性が確保されているか。 　
【

解
釈
】

①
支援にあたっては、保健･医療･福祉サービスが特定の事業者に不当に偏らな
いよう、また利用者を不当に誘導しないよう、総合的かつ効率的に、多様な
事業者から提供されるよう配慮している。

○

居宅介護支援事業所等への依頼件数を一
元集約して把握しており、偏らないよう
に配慮している。情報提供の方法として
は、指定や限定せず、複数の事業所から
選択してもらえるように一覧表やパンフ
レットを活用し提供している。

○

事業所選定指針を遵守しつつ、事業所一覧やパ
ンフレット・チラシを活用して利用者に向けて
公正中立の立場から情報を提供し、利用者が主
体的に選択できるよう配慮している。利用者の
ニーズに応えられるよう、新たな社会資源の情
報収集と関係づくりにも努めている。

○

利用者の主訴、置かれている状況、困
りごとを聞き取り、資料等を活用し紹
介している。事業者が偏らないよう紹
介した事業者はその都度センター内で
共有している。

○

利用者、キーパーソンへのアセスメント
（利用者の状況・希望）をもとに専門職
の観点から、事業所情報やカタログ・パ
ンフレットで情報提供を行っている。紹
介する事業所に偏りがないよう職員間で
口頭で確認している。

○

利用者・家族の意向をふまえ、一覧表や
事業所情報等を提示し偏らないようにし
ている。利用者へ提示する一覧表等は1
年毎に更新を行っている。

〇

利用者のニーズを聞き取りながら、特
定の事業者に偏らないよう、事業所一
覧表から各事業所の特色を情報提供
し、選択を支援している。紹介する事
業所に偏りがないよう職員間で口頭で
確認している。

3．チームアプローチが図られているか。
【

解
釈
】

①
継続的な支援が必要な高齢者に対し、責任体制等を明確にするため、「主担
当職員」を決めている。 ○

相談を受けた後、継続的な支援が必要と
判断される場合は、主担当職員を決定し
継続的な支援を実施している。

〇

主担当者を決める事で責任の所在を明確にし、
事例の内容に応じて副担当職員を配置してい
る。

〇

相談があれば管理者へ報告し、相談内
容に応じて主担当者を決めている。

〇

相談があればできる限り訪問し、主訴や
課題を明らかにして、複数職員で協議し
主担当者を決めている。

〇

相談時には管理者へ報告し、相談内容に
応じて主担当者を決めている。

〇

相談があれば速やかに職員間で情報共
有し、相談内容に応じて主担当者を決
めている。

②
必要性に応じ随時センター内でカンファレンスを行うなど、チームとして検
討･支援していく場を設けている。 ○

総合相談継続判定会議を毎月実施して、
センター内で困難事例を３職種で検討し
て、支援方法を決定している。緊急性が
ある場合は、ミーティングで検討し支援
方法を話し合っている。

〇

毎日朝礼・夕礼を実施する中で、全職員でケー
ス対応を検討している。必要があればセンター
内でカンファレンスを実施し、チームとして支
援している。

〇

朝礼や所内会議、随時カンファレンス
を開いてケースの相談を行っている。

〇

朝礼時に前日に対応した全ケースの状況
確認を行っている。所内会議ではケース
共有の時間を設け、ホワイトボードを活
用しながら支援の方向性を検討してい
る。

〇

相談内容に応じ、その場にいる職員や全
職員で時間を合わせるなどして随時カン
ファレンスを行い、専門性の高い支援を
目指し、検討している。

〇

随時カンファレンスを実施し、支援方
法を検討している。

③
支援困難ケースの対応や緊急性の判断等について、「主担当者」だけでな
く、複数の職員が関わる配慮をしている。 ○

緊急性が高いと判断される場合は、セン
ター独自で作成しているフローチャート
に沿って、２名以上で対応するなど複数
対応を行っている。

〇

事例の内容に応じて副担当職員を配置している
ほか、主・副担当以外の職員でも対応できるよ
う、情報や対応方法の共有に努めている。

〇

支援困難ケースや緊急性の判断につい
ては、随時検討し各専門職から意見を
求め、センターとしての方向性を統一
して複数の職員が関わるようにしてい
る。

〇

センター内で検討し、緊急性を判断して
いる。相談内容に応じて、違う職種でペ
アを組んで訪問し対応している。

〇

随時話し合いにより情報を共有し、支援
に応じて専門職とペアを組み、「主担当
者」だけでなく、複数の職員が関わる配
慮をしている。

〇

カンファレンスにおいて各専門職から
の意見をもとに、緊急性や支援の方向
性、役割などを確認している。ケース
内容に応じて主・副担当者を決めてい
る。

④ 職員間で情報共有や検討ができるよう所内会議等を開催している。 ○

朝礼ミーティングを毎朝実施。また必要
に応じて職員間で情報共有・検討ができ
るようにミーティングを行っている。 〇

所内会議を毎月開催し、各種の取組の報告・評
価・企画調整を行っている。

〇

朝礼、月１回の所内会議にて情報の共
有や検討を行っている。

〇

ケースの状況、部会や研修の内容につい
て朝礼や所内会議で報告している。

〇

所内定例会議は月１回行い、必要に応じ
て随時カンファレンスを行って情報共有
をしている。 〇

朝礼、月1回の所内会議にて各部会の
報告、伝達研修、事業の検討や報告な
どを行なっている。

◎：重点的に取り組んでいる。　○：できている。　△：改善が必要。

パナソニックエイジフリー大阪高齢者生協アイリス

各職種が地域包括支援センターの業務全体を十分に理解し、常に情報を共有し、相互に連携･協働しながら、「３職種」が「４つの業務」を行う「チームアプローチ」の考えが基本であると認識することが必要です。

みどり

【基本項目】（運営全体に関すること）

１．地域包括支援センターの設置目的について職員に周知・理解させ、運営に活かしているか。

高齢者が住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようにしていくためには、できるだけ要介護状態にならないような予防対策から、高齢者の状態に応じた介護や医療サービス等の様々なサービスを高齢者の状態の変化に応じて、切れ目なく提供することが重要です。
地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、地域支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関として設置されました(介護保険法第115条の46第1項)が、これらのことを職員一人ひとりが理解して業務を遂行していく必要があります。

地域包括支援センターの運営は、公正・中立性を確保しつつ適正にされなければならないとされており、地域の関係者全体がそれを評価する場として、「地域包括支援センター運営等審議会」が設置されています。センター職員は、その運営が常に運営等審議会の関与、すなわち地域の意思に基づいて行われるものであることを理解していく必要があります。

大潤会 東香会
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当課評価（⑧～⑬）

4．地域住民への周知が図られているか。
【

解
釈
】

① センターの看板や案内等が、わかりやすく表示されている。 ○

センターの看板・文字表記を道路側に設
置して、住民にわかりやすいように表示
している。

〇

開所時はのぼりを立て、閉所時もシャッター・
アーケードにセンター名称を掲示している。

〇

建物のテントに名称を明記しているほ
か、道路からもわかりやすいよう看板
を設置。入口にはのぼりを立ててい
る。 〇

新たにセンター入り口にテントを増設
し、より分かりやすくしている。看板は
主要道路沿いに設置している。

〇

黄色の看板だけではなく、窓ガラスに大
きくセンター名を掲示し、開所中はセン
ターののぼりを立てている。

〇

事業所入口には、看板やのぼりを設置
している。

②
センターの案内や業務内容を、地域住民や関係機関に積極的に周知を図ると
ともに、センターの理解が深まるように働きかけている。 ◎

センターの広報紙の自治会回覧を行って
いる。また、町内掲示板に掲示を依頼し
ている。また、今年から独自のホーム
ページを立ち上げ、センターのパンフ
レットや広報紙のバックナンバーの掲載
を行い周知をおこなっている。

〇

センターのチラシを作成して配布しているほ
か、法人の広報紙への記事掲載などを通じてセ
ンターの周知を図っている。

○

毎月発行している広報紙を圏域内の全
自治会で全戸配布してもらっている。
地域活動出席時にセンター業務につい
て説明している。今年度センターの
LINEアカウントを作成し、広報紙に
QRコードを掲載し誰もが閲覧できるよ
うにした。

〇

広報紙を作成し、3校区に回覧を実施し
た。居宅介護支援事業所や菅原生涯学習
市民センターにも広報紙を配架してい
る。

◎

サロンや老人会、民生委員の集まりの際
に、チラシ・広報紙を配布している。広
報紙は法人のホームページにもアップし
ている。今年度は地域の広報紙にもセン
ターについての記事を掲載してもらい、
周知を図っている。

◎

地域活動参加時や医療機関等へ訪問時
に広報紙を配布している。センターの
活動についてはセンターのLINEで配信
や自治会の広報紙へ定期的に記事を掲
載してもらうなどで周知している。
LINEを周知するチラシを作成し、配布
している。

5．個人情報の保護について、適切に取り組んでいるか。
【

解
釈
】

①

総合相談対応時の個人情報の第三者への提供にあたっては、「誰」に「どん
な情報」を「何の目的」で提供するのかを説明したうえで、書面にて利用者
の同意を得ている。また、書面での同意が困難な場合は必ずその内容を記録
している。

○

介護予防ケアマネジメント以外の契約が
ない場合は、口頭同意を得て、支援経過
に記録している。

〇

可能であれば同意書をとり第三者への情報提供
につき同意を得ている。書面での同意が困難な
場合は支援経過記録に必ずその内容を記録して
いる。

〇

相談来所時及び訪問時には個人情報保
護について説明し、文書にて同意を得
ている。電話相談時は個人情報につい
て説明を行い、その旨を記録に記載し
ている。後日訪問時に同意書を取得し
ている。

○

利用者とその家族に個人情報の使用目的
を説明し、個人情報使用同意書による同
意を得たうえで情報提供を行っている。
口頭での同意に関しては相談記録に記載
している。 〇

可能な限り個人情報の提供についての同
意書をとるようにしているが、取れない
場合は口頭で同意を確認し、記録をする
ようにしている。

〇

個人情報を提供する際は、提供先・目
的等を説明し、口頭で同意を得て、そ
の内容を相談記録に残している。

②
個人情報保護について職員がきちんと理解できるよう、個人情報保護に関す
る市の取扱方針に従って対応マニュアルの整備や職員への研修等を行ってい
る。

○

個人情報保護マニュアルを整備してい
る。所内研修にて個人情報に対する理解
を深めている。

〇

個人情報保護に関する市の取り扱い方針に従
い、プライバシー保護取扱いマニュアルを整備
している。

〇

個人情報保護規定を整備している。年
度当初にセンター内で個人情報保護に
関する研修を行っている。

〇

個人情報保護マニュアルを整備し、職員
に周知するとともに職員がいつでも確認
できる場所に保管している。e-ランニン
グにて年2回研修を受講している。

〇

個人情報保護に関する市の取り扱い方針
の内容と、業務マニュアル内に個人情報
の取り扱いも説明し、職員が随時確認で
きるようにしている。

〇

個人情報保護マニュアルはいつでも確
認できるよう所内に設置している。ま
た、各自e-ランニングにて研修を受講
している。

③ 法人内やセンター内、職員間等で不必要に個人情報が流れていない。 ○

プライバシー・個人情報保護の観点か
ら、面談室にパーテーションを新たに置
くなどし、環境整備に配慮している。

〇

法人とセンター間においては、緊急時を除き個
人情報の共有は行っていない。センター内・職
員間においても、個人情報の共有は業務上最低
限にとどめている。 〇

個人情報が含まれる書類等は不用意に
他者の目に触れないようにしている。
法人内、職員間においても個人情報保
護規定に基づいた取り扱いを行ってい
る。来客時は声の大きさなどに注意し
ている。

〇

相談室は壁で区切っており、出入り口に
はビニールシートを設置し、執務スペー
スと相談スペースの動線を区切ってい
る。窓口に相談者がいる場合は、パソコ
ンの画面や電話の声などに注意してい
る。

〇

面談室は外部から見えないようにパー
テーションで仕切り、プライバシーを確
保している。複数の相談が重なった時は
足元が不自由な方で無ければ２階スペー
スも利用し不必要に個人情報が流れない
よう配慮している。

〇

相談者から個人情報が見えないよう所
内の机を配置し、必要時は2階会議室
も利用している。来客時は声の大きさ
などに注意している。

④ 個人情報の保管が確実にされている。 ○

ケースファイルを施錠できる棚に保管し
ている。個人情報が含まれる書類の廃棄
については、法人へ依頼し業者へ年2回
（7・12月）処理を依頼している。

〇

個人情報は鍵のかかる保管庫で保存し、セン
ターはセコムとの契約により職員の不在時にも
監視システムが作動している。離席時はパソコ
ンをシャットダウンしている。

〇

個人情報が含まれる書類等やパソコン
のICカードは鍵のついた保管庫に保管
し、パソコンのデスクトップには個人
情報が含まれるデータは置かないよう
にしている。 〇

鍵のかかる書庫に保管し、施錠してい
る。個人情報を持ち出す際は、外出前後
に持出表に記録している。毎年9月に外部
監査を実施している。

〇

個人情報は、施錠できる場所に保管して
いる。個人情報を管理するシステムは、
自分のID・パスワードを使用し、そのパ
スワード等は他人の目に触れるところに
記録しないよう配慮している。 〇

個人情報に係る書類は鍵のかかるロッ
カーに保管し、適切に管理している。
事務所建物はセコム警備をしている。

6．苦情受付の体制整備が整っているか。
【

解
釈
】

①
苦情受付の担当者・責任者を置いている。また、苦情受付台帳を作成し、対
応記録を残している。 ○

苦情受付は職種を問わず真摯に対応を行っ
ている。管理者が責任者を担っている。苦
情受付は報告書を作成しており、対応・再
発防止など記録を残している。 〇

苦情受付の責任者・担当者を定め、体制を整備し
ている。苦情受付台帳を作成・記録を残してい
る。

〇

受付は各職員が対応し、管理者が責任者
となっている。苦情があった際には、対
応記録を苦情受付台帳に残している。

〇

管理者が苦情受付担当、責任者を担ってい
る。また、苦情受付台帳を作成し、対応記
録を残している。

〇

受付は職員が聞き取り、内容に応じて管理
者が担当している。苦情を受けつけた職員
が報告書を作成し、管理者が確認してい
る。 〇

受付は職員、責任者は管理者が担ってい
る。苦情があれば速やかに管理者へ報
告、苦情受付書への記録を行い、苦情受
付台帳にて記録を残している。

②
苦情についてきちんと対応できるよう、対応マニュアルの整備や職員への周
知を行っている。 ○

苦情・事故対応マニュアルを整備してい
る。申立者・利用者・苦情の詳細・課題解
決・再発防止策を記載する。管理者に報告
し、所内で検討、再発防止を話し合ってい
る。 〇

苦情対応マニュアルを整備し、苦情発生時はセン
ター内で報告を行い、再発防止に努めている。

〇

苦情対応マニュアルを整備し、職員への
周知、研修を行っている。年度当初にセ
ンター内で研修を行っている。

〇

法人が作成したマニュアルを職員がいつで
も見れるよう保管している。苦情発生後は
会社の苦情報告システムで最後まで対応で
きているか管理している。

〇

苦情対応マニュアルは全職員が確認できる
場所へ保管している。内容に応じて法人へ
報告している。

〇

苦情対応マニュアルを事業所内にファイ
リングし、いつでも見られるようにして
いる。e-ランニングで苦情対応について
の研修も受講している。

③
苦情受付担当者や責任者、第三者機関等について、住民や利用者にわかりや
すいよう表示または説明をしている。 ○

指定介護予防支援の重要事項説明書・受付
のフローを事務所内に掲示している。契約
時必ず苦情対応についての説明を行ってい
る。

〇

苦情解決体制及び苦情受付機関について書面でセ
ンター内に掲示している。

〇

相談室内には、苦情窓口及び責任者がわ
かるように掲示し、ファイルに同じもの
を綴じており説明に使用している。 〇

出入口の掲示板に苦情責任者を掲示してい
る。必要に応じて説明を行っている。

〇

面談室に苦情相談窓口と担当者名を掲示し
ている。また、運営規定のファイル前面に
も苦情相談窓口と担当者名を表示し、誰で
も閲覧可能にしている。

〇

相談場所に掲示・ファイリングし、来所
者がすぐに閲覧できる。必要に応じて説
明を行っている。

センターは、要援護高齢者の相談・支援に関わる機関であることから、苦情解決には社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応をすることが求められています。

地域包括支援センターは高齢者の総合相談や権利擁護を担うことから、自ら支援を求めることができない高齢者であっても活用できるよう、積極的に周知を図る必要があります。そのためには、高齢者のみならず、高齢者を取り巻く地域住民や地域活動を行う関係者等に対しても積極的に周知を図っていくことが必要です。

地域包括支援センターは運営上、多くの個人情報を扱うことになるため、取り扱いには充分留意する必要があります。また、相談者等のプライバシーを尊重し、相談や情報収集においては支援をするうえで必要な範囲内にとどめるとともに、常に守秘義務を負うものであることを自覚する必要があります。
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当課評価（⑧～⑬）

7．夜間や休日の体制について確保できているか。
【

解
釈
】

① 夜間や休日における緊急時には、職員と連絡がとれる体制が整っている。 ○

緊急連絡網は、常に最新の連絡網を作成
し、職員間で連絡が取れる体制を整えて
いる。業務時間外は留守番電話とし、留
守録が法人管理者携帯へ転送される。

〇

営業時間外においてはセンターへの電話は留守
番電話対応となり、法人本部の電話番号の案内
メッセージが流れる。法人本部に連絡があった
場合は、緊急時対応マニュアルに基づき、必要
に応じて法人職員からセンター職員へ連絡を入
れて対応している。災害発生時にセンター職員
間の連絡がつかない事を想定し、LINEで情報
共有を図る体制を整備している。

〇

夜間、休日は留守番電話対応としてい
る。管理者はセンター用携帯電話を持
ち帰っており、留守番電話が入ると留
守録のお知らせが入るようになってい
る。職員間では連絡網を整備し、いつ
でも連絡が取れるよう体制ができてい
る。 〇

週末は留守番電話対応にし、留守番電話
音声に緊急連絡先が流れるように設定し
ているため、緊急時には対応できる体制
は整っている。

〇

週末は留守番電話対応、連休はセンター
用携帯電話を持ち帰っている。緊急連絡
網、LINEのグループを作成している。災
害時など職員の出勤が難しい場合に備
え、外部から管理者・職員等に転送電話
ができるよう設定している。

〇

休日は留守番電話対応、長期休暇は留
守電機能によりセンター用携帯電話の
番号を案内している。職員の緊急連絡
網を作成し連絡が取れる体制になって
いる。

8．人材の育成や支援について、取り組んでいるか。
【

解
釈
】

①
法人代表者やセンター管理者は、センター職員がスキルアップのための研修
にできるだけ参加できるよう配慮している。 ○

研修参加を職員には積極的に促してい
る。ZOOM等オンライン参加が可能な環
境を整える配慮を行った。

〇

研修案内が来た場合は職員に回覧や所内メール
等の方法で周知を図っている。

〇

毎年実施される法人での研修（年２
回）に参加。外部研修の参加の際は参
加費の法人負担、業務スケジュールの
調整など、できるだけ研修に参加でき
るよう配慮している。 〇

研修案内は回覧し、外部研修に参加でき
るよう対応している。会社でオンライン
研修のコンテンツがあるため、各自受講
している。

〇

研修案内は回覧し、希望や必要性を考慮
して声をかけるなど、参加を促してい
る。

〇

研修に係る費用や勤務の調整は法人が
支援し、できる限り研修や職能団体や
福祉関係者の集まりに参加できるよう
配慮している。個人のスキルアップを
図る手段として、オンライン研修（e-
ランニング）を活用している。

② 知り得た情報や知識については、全員にフィードバックし共有している。 ○

参加した研修は研修参加報告にまとめ、
ミーティングの中でフィードバックや回
覧で情報共有を行っている。

〇

職員が外部研修に参加した際には、後日セン
ター内で伝達研修を実施し、知識を共有して職
員のレベルアップに努めている。

〇

研修記録を作成し、内容に応じて所内
会議にて伝達研修を行っている。資料
は回覧で確認している。

〇

所内会議後に伝達研修を行い、報告書を
回覧し共有している。より共有が必要な
内容は所内会議で報告している。

〇

研修参加後は資料を回覧し、内容に応じ
て伝達研修を行い、共有している。ま
た、資料はファイリングして閲覧ができ
るようにしている。 〇

研修受講後は内容に応じて伝達研修の
場を設け、職員にフィードバックでき
ている。資料は回覧後に職員共有ファ
イルに保管している。

【事業実施計画】 （総合相談支援業務）

１．ネットワーク構築が図られているか。
【

解
釈
】

①
インフォーマルサービスを含めた地域の社会資源を把握し、機能や役割を整
理したうえで、暮らしまるごとべんりネットの更新を行っている。 ○

圏域のケアマネジャー・第２層協議体等
と協働して、地域資源の把握に努めてい
る。暮らしまるごとべんりネットの更新
は随時行っている。

○

随時暮らしまるごとべんりネットの更新を行っ
ている。自費サービス等独自に集約した情報を
紙媒体で提供できるよう整備している。

○

地域の社会資源を分類ごとにまとめて
いる。随時、暮らしまるごとべんり
ネットの更新を行っている。

○

菅原生涯学習市民センターに定期的に訪
問し、サロンや教室の情報収集を行って
いる。機能や役割を整理し、暮らしまる
ごとべんりネットを更新している。ま
た、インフォーマルサービス等の情報を
ファイリングし、来所者が閲覧できるよ
うにしている。

○

各校区のフォーマル・インフォーマル
サービスを社会資源として情報収集し、
一覧表を作成している。暮らしまるごと
べんりネットは内容変更・新規資源があ
れば、追加・更新をしている。 〇

フォーマル・インフォーマル情報一覧
をファイリングし随時更新をしてい
る。暮らしまるごとべんりネットの更
新も行っている。

②
圏域における高齢者のニーズ把握を行い、支援内容に対応できるネットワー
クを構築(改善・活用)している。 ◎

個別地域ケア会議にて高齢者のニーズ把
握、及びニーズへの対応方法を検討し
た。また、ニーズに対して地域づくりに
必要な方法について第2層協議体で検討し
た。第２層協議体にて、高齢者に対し生
活アンケートを実施し、ニーズ把握を
行った。また、安否が不明な高齢者に対
して第２層協議体で支援方法を検討し、
支援を行った。

◎

大学と協働でUR居住者を対象にアンケートを
実施予定にしており、実施に先立ちアンケート
内容について意見交換を行っている。地域の社
会資源との意見交換の場として住まい地域ケア
会議を開催予定にしており、構成メンバーとし
て考えている関係者に対して会議の趣旨を説明
している。

○

民生委員や関係機関との連携時や地域
活動出席時にニーズ把握を行い、圏域
の地域ケア会議でニーズの検討を行っ
ている。

○

限られた集まりの中で、参加者から話を
伺い、圏域高齢者のニーズ把握を行って
いる。広報紙を全校区で回覧を行い、地
域住民からの情報提供が増えるよう積極
的にセンターを周知している。また民生
委員・自治会・保健所・生活福祉担当・
社会福祉協議会等と連携して対応できる
よう努めている。

○

民生委員や関係機関等からの情報を元に
ニーズを把握し、民生委員、介護保険事
業者、コミュニティソーシャルワーカー
等と連携し、支援できるように対応して
いる。地域活動の出席時にはコミュニ
ティ関係者などへの声掛けも実施してい
る。

◎

各校区のコミュニティ協議会会長・校
区福祉委員会委員長・民生委員と各々
で交流会を実施し、ニーズ把握を行
い、検討を行っている。把握したニー
ズから圏域内の3つの企業へアプロー
チし、地域活動で講師として参加いた
だくなどの取り組みを実現させた。

③ 既存のネットワークが有機的に機能できるよう維持・改善に努めている。 ◎

個別地域ケア会議等を通じて、民生委
員・生活困窮支援事業者・社会福祉協議
会・薬局・あんまはりきゅう師等との相
互理解を深めることで、関係機関の連携
の在り方について話しあい、既存ネット
ワークの改善を行った。

◎

高齢者見守り110番協力店舗への巡回訪問を
行い、顔の見える関係づくりに努めている。協
力店舗以外にも新規開拓を目的に巡回訪問を
行っている。今まで見守り110番協力店舗と
して登録に協力頂けない店舗に対しても、職員
が急行し対応した事で、事業の理解を得られ登
録に至った。また、住まい地域ケア会議の構成
メンバーとして考えている関係者に対して会議
の趣旨を説明している。

○

地域活動への参加やセンター主催の講
習会を開催し、民生委員や介護保険事
業所と顔を合わせる機会を設け、ネッ
トワークの維持に努めている。

○

広報紙やセンターで作成したチラシを地
域や介護保険事業所へ直接配布して回っ
たり、地域活動への参加を通じてネット
ワークの維持に努めている。

○

各校区内で催される行事やサロン、第２
層協議体への参加を通じて、顔の見える
関係づくりを継続し、お互いに連絡、連
携しやすい関係性の維持に努めている。

○

民生委員、校区福祉委員等や介護保険
事業所と話ができる機会を設け、ネッ
トワークの維持に努めた。昨年に引き
続き障害福祉の支援機関と意見交換会
を開催。今後はケアマネジャーも参加
してもらうなど、より連携ができる
ネットワークとなるよう努める。

④
地域のネットワークを活用し、他の関係機関と連携して要援護高齢者を支援
している。 ◎

重層的体制連携会議（社会福祉協議会・
生活困窮事業者・障害福祉事業者・人権
まちづくり協会）を定期的に行うこと
で、要援護高齢者支援の充実につながっ
た。

〇

在宅生活継続の為に多機関の協力を要するケー
スにおいては、地域住民や民生委員と協働し、
警察や金融機関とも連携しつつ、見守り体制を
構築するなどネットワークを活用して支援して
いる。

○

校区コミニュティ協議会、民生委員、
見守り110番協力店舗、街かどデイハ
ウス、医療機関、金融機関、配食事業
者、行政、福祉事業所等からの情報を
得て要援護高齢者の支援をしている。

○

民生委員、市担当課、保健所、社会福祉
協議会、医療機関等や近隣店舗、金融機
関や郵便局など地域のネットワークを活
用し、それぞれと連携しながら要援護高
齢者の支援を行っている。

○

地域住民、民生委員、医療機関、街かど
デイハウス、コミュニティソーシャル
ワーカー等から情報提供のあった気にな
る高齢者に対し、協力を得ながら実態把
握を行い、連携して必要な支援を実施し
ている。 〇

地域住民や自治会など地域のネット
ワークを活用し、要援護高齢者の早期
発見や見守り支援につなげたり、介護
保険事業所や医療機関、行政等と連携
し要援護高齢者の支援を行っている。

地域包括支援センターは、高齢者の権利擁護や虐待など様々な相談・支援に関わることから、緊急時には職員と連絡がとれる体制を確保しておく必要があります。

配置されている専門職の専門性を活かし、サービスの質の向上を図るためには、管理者や法人は、与えられた研修のみならず、研究･事例検討など様々な機会を職員一人ひとりが活用できるよう配慮する必要があります。また、研修等によって得られた知識や情報を他の職員と共有することでセンター全体の質の向上につなげる姿勢が求められます。

地域包括支援センターは、担当圏域にネットワークを構築することで、支援を必要とする高齢者等を見い出すことができます。各種サービス、関係機関等へ適切に支援できるようつなぎ、継続的な見守りを行います。更なる問題の発生を防止するためのネットワーク構築も必要となります。ネットワークは構築するだけでなく、既に機能しているネットワークも把握・整理し、定期的に見直すことが必
要です。
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当課評価（⑧～⑬）

2．ネットワークを活用し実態把握を行っているか。
【

解
釈
】

①
隠れた問題やニーズを早期発見するために、高齢者の個別訪問を行うなど必
要に応じて、アウトリーチによる相談・対応をしている。 ◎

民生委員等と連携しながら同行訪問する
など問題の早期発見に努めている。水道
局においても定期訪問を行っており、福
祉機関以外の機関とも連動したアウト
リーチを実践した。また、団地の全戸個
別訪問を、民生委員・校区福祉委員と実
施し、高齢者の実態把握を行い、早期発
見できるよう独自チラシを作成し配布を
行った。

○

相談を受けた際、原則として訪問または来所で
の面談を行い生活実態の把握に努めている。実
態把握にあたっては、対象者の家族や相談元の
関係機関からできる限りの情報収集を行い、早
急に支援を要する可能性がある場合は個別訪問
やセンター・医療機関等での面談を行ってい
る。

○

近隣住民や民生委員等から相談があれ
ば、自宅へ訪問し現状の把握、相談対
応をするようにしている。

○

近隣住民や民生委員等から相談を受けた
際は、個別訪問にて実態把握を行ってい
る。関係機関と連携して速やかに状況を
把握し、支援するよう努めている。

○

地域から入る情報に基づき、必要に応じ
て個別に連絡や訪問を行い、状態確認、
必要な支援の提案を実施している。また
各校区で開催されるサロン、行事等に出
張相談を行い、支援の必要な高齢者の早
期発見に努めている。 〇

民生委員や近隣住民から相談があれ
ば、速やかに訪問し、実態把握を行っ
た上で対応している。

②
様々な社会資源や関係機関等から情報収集を行い、高齢者の心身の状況や家
族の状況等について実態把握を行っている。 ◎

民生委員をはじめとした自治会・地域住
民から、場合によっては大家・不動産・
市担当課の協力を得て高齢者の実態把握
のために情報収集を行っている。今回初
めて水道局と連携し、水道の使用量等か
ら高齢者の生活リズムや状況を把握する
ことにつながった。

〇

家族や民生委員、地域住民、医療・介護関係機
関、市担当課、地域の社会資源、UR都市機構
等の住宅管理事業者、警察、金融機関、司法関
係者、民間事業者等と連携し、情報の収集及び
提供を行っている。

○

地域活動参加時の情報や民生委員、介
護保険事業者等の関係機関からの情報
収集を行い、自宅への訪問が困難な
ケースについては得られた情報を分析
しつつ、面談へつなげている。

○

金融機関や配食事業者、コンビニエンス
ストアや民間事業者、民生委員や地域住
民等と連携を図り、地域の気になる高齢
者がいれば情報収集を行い実態把握を
行っている。

○

当該高齢者に関わっている担当民生委員
や介護保険事業者、コミュニティソー
シャルワーカー等のネットワークを活用
し、実態把握を実施している。 〇

民生委員の交流会において気になる高
齢者について情報収集している。すぐ
に訪問する事ができない場合や介入が
困難な場合は、関係者から情報収集を
行った上で支援方法を検討している。

３．適切に総合相談業務が実施されているか。
【

解
釈
】

①

本人、家族、近隣住民、地域のネットワーク等を通じた様々な相談に対し
て、相談者との信頼関係を構築しながら、的確な状況把握を実施すると同時
に、相談内容に即したサービスや制度に関する助言、関係機関の紹介等を
行っている。

○

電話での安易な返答はさけるようにし、
断らない相談をモットーにしている。ア
ウトリーチや面談によって相談者との信
頼関係構築を行っている。適切な助言、
情報提供を行うために、朝礼ミーティン
グや随時ケース検討をおこなうようにし
ている。

○

相談があれば関係者から情報収集を行い、実態
把握に努めている。必要に応じて医療機関や行
政機関等を紹介し、連携を図り制度の橋渡しを
している。

○

実態把握については個人情報に配慮
し、相談者の主訴を的確に把握し、
ニーズに応じたサービスや制度、関係
機関の紹介を行っている。

◎

面談を通して信頼関係を築き、困りごと
やニーズを把握できるよう努めている。
警察からの相談を受け、自宅訪問による
実態把握を行い、法律家、医療機関や居
宅介護事業所、障害者就労支援事業所な
ど関係機関の連携し対応を行った。

○

相談者に必要と思われる制度や関係機関
の情報のより分かりやすい資料を中心に
収集・整理し活用している。対象外の相
談についても関係する機関の紹介にとど
まらず、必要、要望に応じて関係機関へ
のつなぎ連絡を実施している。

〇

相談があれば速やかに実態把握を行
い、相談内容に即したサービスや制度
について提案している。必要に応じて
関係機関に繋いでいる。

②
初期段階での相談については、的確に状況を把握した上で、緊急性を判断
し、適切な対応ができている。 ○

新規ケースについては、所員全員で共有
し対応を行っている。原則、１人では緊
急の判断はせず、２人以上で検討を行う
フローに沿って対応している。

○

初期段階での相談については、情報収集を経て
虐待の可能性や安否確認の必要性につき検討
し、早急に介入するかを判断している。

○

関係機関から情報収集し、センター内
で検討のうえ、緊急性を判断し対応し
ている。

○

管理者に報告し、その場にいる職員で相
談している。必要に応じてホワイトボー
ドを活用し、状況を整理しながら対応し
ている。

○

ケースの確認と支援の方向性を職員間で
相談・検討し、緊急性の判断を行い、支
援を行っている。

〇

相談受理の時点でその場にいる職員で
緊急性を判断し、考えられるリスクを
想定しながら複数職員で訪問し、対応
している。

③
本人のライフステージや役割、環境との関わりを考慮しながらニーズを把握
し、適切なスクリーニングを実施し、専門的・継続的な支援をしている。 ◎

親亡き後を検討するケースにおいては、
人生会議パンフレットを用いて、遺言や
相続についての相談を困窮・司法等関係
機関と協働して支援した。死亡カンファ
レンスを地域活動者と実施し、センター
との連携の取り方を具体に検討した。ま
た、支援者の精神的ケアに配慮できた。 ◎

認知機能低下により財産管理に支障がある場
合、関係各機関（UR都市機構、ひらかた権利
擁護成年後見センター、司法書士会、社会福祉
協議会）と連携して継続的に支援している。ま
た、いわゆる８０５０問題の世帯に対しては医
療機関・保健所・コミュニティソーシャルワー
カーと連携して支援を実施している。在宅生活
が困難となった場合には入院支援・施設入所支
援を行っている。

○

本人の生活している環境や役割を把握
し、心身の状況の変化等に対応した支
援ができるよう継続的に関わってい
る。

○

対象者のアセスメント、ニーズ把握を行
い、関係機関と連携を図り継続的な支援
を行っている。他機関からの相談につい
ても同様の対応を行っている。

〇

相談時には支援対象者のバックグラウン
ドや意向の把握を行い、その意向に沿っ
た支援ができる様に関係機関と情報共有
を行いながらの協働支援を実施してい
る。また継続支援が必要なケースや支援
に繋がっていないケースについても適宜
モニタリングを実施している。 〇

本人のニーズを把握した上で、スク
リーニングを実施。内容に応じて担当
職員を決め、継続的な支援を行なって
いる。また情報収集を行う中で、ご家
族とも信頼関係が得られるよう積極的
に関係を持ち、ご家族も引き入れなが
ら対応。複合的な課題を予測した際に
は、関係機関に繋ぎ、共に支援してい
る。

④
対応した職員以外でも再相談等に応じられるよう相談記録を作成し、整備し
ている。 ○

新規のケースは相談受付票を印字し、所
内回覧し、相談内容を所員で共有し、再
相談に備えている。

〇

相談記録をシステムに入力することにより、再
相談の際にはいずれの職員でも端末上で過去の
記録を確認できるようにしている。

○

相談があればシステムに記録して全職
員が経過を見て対応できるようにして
いる。特に注意が必要なケースについ
ては口頭でも共有を行っている。

○

相談を受けたらすぐにシステムに記入
し、再相談に対応できるようにしてい
る。

○

対応内容をセンター内で共有し、支援経
過は早急に記録し、どの職員でも継続、
再対応を可能にしている。また継続的な
対応が必要なケースは別途ケースファイ
ルを作成し、状況の確認を容易にしてい
る。 〇

相談内容は速やかにシステムへ入力し
ている。朝礼で情報共有を行い、再相
談時にどの職員でも対応できるように
している。

【

解
釈
】

①
担当する圏域内の地域課題を整理し、課題解決に向けた計画を作成するな
ど、取組みを行っている。 〇

第２層協議体の事務局として、福祉活動
計画の作成に初めて関わることができ
た。高齢者の見守りに関する地域課題の
反映や、地域とセンターとの連携強化な
どを計画に位置づけることができた。 〇

各校区の第2層協議体が考える地域課題につい
て把握・整理し、第２層協議体と協議の上で年
度計画を作成している。

〇

各校区の地域課題について把握・整理
し、課題解決に向けた計画を作成して
いる。

〇

第２層協議体で意見交換や課題抽出を行
い、情報共有を行っている。介護者同士
が相談できる場所がないという地域のケ
アマネジャーのニーズに応えるため、セ
ンターが主となり介護事業者を巻き込ん
だ圏域オリジナルの介護者の会の立ち上
げを計画している。

〇

年度初めに事業実施計画を立て、計画に
基づき、地域と共に第２層協議体など活
動（ひらかた元気くらわんか体操や体力
測定会等）や取り組みを行っている。

〇

3校区第２層協議体代表者で地域課題
を整理し、課題解決に向けた計画を作
成している。

②
担当する圏域内の協議体に参画し、助言や技術的支援などにより、活動や取
組みの支援を行っている。 ◎

全小学校区で事務局として参画し、助言
を行っている。第２層協議体への支援と
して、コロナ禍での高齢者の安否確認の
ため、生活アンケートの実施を提案し、
アンケート作成や郵送準備などの支援を
行った。124名のアンケート集計などを
行い、地域の高齢者の実態把握を支援し
た。また地域の元気づくりの取り組みと
して、サロンのチラシ作成等の支援をし
た。また、校区住民がコロナ感染者等へ
の差別をなくす運動として「シトラスリ
ボン運動」を行っており、当センターへ
協賛依頼があったため、ポスター作製等
で協力した。

◎

第２層協議体に参画し、さまざまな情報提供な
どを通じて活動や取り組みの支援を行ってい
る。現在「おたすけメイト」のコーディネー
ターより、体力的に続ける事が難しいとの申し
出あり。後任者が決まれば個人情報の扱いも含
めコーディネーター業務の支援や相談等、フォ
ローアップの体制づくりを支援していく。地域
元気作り教室開催にあたり、企画段階から協議
に参加し助言等の支援を行っている。 〇

第２層協議体に参加し、各校区の取り
組みについて協力し、あるいは助言す
る等の支援などを行っている。

〇

地域の会議や行事では情報提供や助言等
できる範囲で支援を行っている。また第
２層協議体では事務局として、ハイブ
リッド会議の実施や有効的な関係性を構
築するため各校区の活動や取り組みに積
極的に支援している。

◎

第２層協議体にて事務局会議から参画
し、活動や取組みの支援を行っている。
ひらかた元気くらわんか体操の開催にあ
たり、地域と連携を取りながら周知活動
を行っている。当日は体操の指導を行い
地域が自主活動として継続できるよう支
援している。枚方市中心地まで外出でき
ない方に対しては、毎年秋にすがわら健
康フェスタを企画・開催し、参加を促し
ている（今年度は中止が決定）。

〇

第２層協議体に参加し、介護サービス
事業所や社会福祉協議会につなぎ活動
支援がスムーズにいくように取り組ん
でいる。

4．生活支援の体制構築が図れたか。

医療、介護のサービス提供だけでなく、NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、介護サービス事業所、シルバー人材センター、老人クラブ、家政婦紹介所、商工会、民生員等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に行っていくことが重要です。
元気づくり・地域づくりプロジェクトの取組内容の共有や、医療・介護連携にかかる会議等の開催や連絡調整、元気づくり・地域づくりコーディネーターの支援を行う等により、互助を基本とした生活支援サービス等が創出されるような積極的な取組み体制の整備・運営を行うものです。

地域包括支援センターは、ネットワークを活用しながら様々な手段により、地域の高齢者の心身の状況や家庭環境等についての実態把握を行うことが必要です。常に高齢者の実態を把握していれば、ニーズを予測することが可能となり、「早期発見」「早期対応」につながり、予防的対応や未然防止をするための対応ができます。

地域包括ケアとしての継続支援の「入り口」となるのが「総合相談」です。
地域に住む高齢者の様々な相談を全て受け止める、ワンストップサービスに心掛け適切な機関、制度、サービスにつなぎ、継続的にフォローアップしていくことが重要です。
身近に信頼し継続的に相談できる拠点となり、相談者の多様な状況に的確に対応できる仕組みが必要となっています。
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当課評価（⑧～⑬）

③
担当する圏域内の協議体と医療・介護連携にかかる会議等との連携や調整を
行っている。 〇

協議体構成員へ個別地域ケア会議の出席
を依頼し、支援方法や地域課題等を検討
する中で医療・介護事業所との連携を
図っている。 〇

第２層協議体には今年度の多職種連携研究会に
も参加を促し、地域で暮らす高齢者を支える為
の医療・介護連携について知って頂く機会を設
ける予定である。 〇

第２層協議体の構成員に、多職種連携
研究会、医介連携会議等への参加を促
している。また、同会議等で取り扱う
テーマについて、地域の人が関心を持
てるような企画を検討している。

〇

第２層協議体で把握し、抽出された課題
を、多職種連携研究会等で伝達しながら
地域と医療・介護が連携できるよう努め
ている。 〇

第２層協議体には、医療・介護連携がで
きるよう、各地域のニーズに合わせて第
２層協議体メンバーとして関わり、元気
づくり教室の講師紹介等で連携や調整を
行っている。

〇

第２層協議体を定期的に開催し、医療
機関や介護保険サービス事業所の参加
も得ている。

④
担当する圏域内において第3層生活支援コーディネーターの養成や育成を
行っている。 ◎

第３層生活支援コーディネーター養成研
修を実施し、第２層協議体の取り組み共
有を行った。研修の中では、第３層生活
支援コーディネーターに必要なこととし
て、①枚方市の情報公開の把握、②枚方
市の地域について（コミュニティ等につ
いて）基礎的な理解、③校区コミュニ
ティ協議会の実際について独自にまとめ
講義し、さらに内容を深め、養成を行っ
た。

◎

第３層生活支援コーディネーター養成研修をオ
ンラインにて開催予定にしており、内容につい
ては企画段階である。また地域課題の抽出と解
決策の検討の場として自立支援型地域ケア会議
を活用している。会議に出席したケアマネ
ジャーが第3層生活支援コーディネーターとし
ての視点を持ち、情報共有とともに地域資源の
活用や開発、知識の向上を図っている。

〇

圏域内の居宅支援事業所の新規採用職
員や新設事業所について、一定の期間
ごとに研修を行うよう企画している。

〇

オンラインにて第３層生活支援コーディ
ネーターの養成講座を開催した。講座内
容について、枚方市介護支援専門員連絡
協議会圏域コンダクターと連携し、社会
資源の紹介や民生委員との連携の事例を
紹介することで知識の習得に努めた。 〇

毎年事業所連絡会にて、第２層協議体に
ついての状況を報告し、活動協力も依頼
している。第３層生活支援コーディネー
ター養成に向けて、研修受講済みのリス
トを作成している。

〇

地域課題を集約し、地域に何が必要か
検討する必要性を第３層生活支援コー
ディネーターと共有している。

【事業実施計画】（個別地域ケア会議）

１．個別地域ケア会議（個別地域ケア会議・自立支援型地域ケア会議）

【解釈】

①
個別ケースの支援内容の検討を通じ、地域の介護支援専門員の、法の理念に
基づいた高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援を行っている。 〇

個別地域ケア会議（3回）・自立支援型地
域ケア会議（3回）実施した。地域のケア
マネジャー等とともにライフステージを
捉える重要性（継続的）や民生委員の役
割を理解する必要性（包括的）など、ケ
アマネジメントの支援を行った。

〇

個別地域ケア会議において、担当のケアマネ
ジャーが居宅介護支援を適切に行えるよう後方
支援を行っている。
自立支援型地域ケア会議においては、委託先の
ケアマネジャーとセンター職員が協議して支援
方針を検討することにより、自立支援に資する
ケアマネジメントに繋がっている。 ○

圏域内の居宅介護支援事業所へ案内を
行い、対象者の能力を活かして生活が
送れる支援ができるように助言をもら
い、自立支援に資するケアマネジメン
トに繋げている。

○

事例を提出しているケアマネジャー以外
にも出席を促し、機能回復訓練だけでは
なく、生活環境の調整や生きがい・役割
をもって生活できる地域の居場所等バラ
ンスのとれたアプローチについて、様々
な専門職から助言等をもらい自立支援に
資する検討を行っている。会議で共有し
た自立支援の発想や支援の方向性につい
て、事業所に持ち帰って共有してもらう
ことで、自立支援に資するケアマネジメ
ントの支援を行っている。

◎

ケアマネジャーに参加してもらえるよう
に事例を選定し、ケアマネジャーやサー
ビス事業所と自立支援の視点について検
討している。今年度は圏域内の薬局も参
加してもらい、自立支援の考え方の共有
を行った。

〇

居宅介護支援事業者の参加を促し、ケ
アマネジャーが上手く活用できていな
い社会資源を使うことで問題解決につ
ながるような事例などを検討し、助言
者から意見をもらうことでケアマネ
ジャーの質の向上に努めている。

②
個別ケースの支援内容の検討を通じ、課題分析等を行うことによる地域課題
の把握を行っている。また、把握された地域課題の解決にむけて地域ケア会
議等で検討されている。

◎

　-1個別地域ケア会議に生活支援コー
ディネーターに出席してもらい、家族・
民生委員等とともに今後の方針検討を
行った。家族と地域の情報共有が不足し
ていたが、役割分担を行った。コーディ
ネーターの会議参加によって多様な機関
の支援内容を共有する重要性を確認する
ことができた。また、マンション自治会
長にも個別地域ケア会議に参加してもら
いマンション内の課題の確認や支援方法
等も検討することができた。
　-2疾患によって生活のしづらさ抱えた
当事者・支える家族と地域住民の相互理
解が不足していたが、会議を通じて当事
者理解を促進できた。また、支える家族
と地域の具体的な役割分担（ゴミの廃
棄・当番など）話し合うことができ、当
事者を支える地域づくりを形成すること
につながった。
　-３死亡カンファレンスを行い、１人暮
らし高齢者への支援方法について民生委
員等と検討を行った。その内容を第２層
協議体で紹介し、見守りを要する高齢者
への支援についての在り方等検討するこ
とができた。

◎

個別地域ケア会議及び自立支援型地域ケア会議
にて、地域課題の抽出、解決策の検討を行って
おり、地域全体で考えていく課題に対しては圏
域独自の地域ケア会議で検討を行う予定にして
いる。また、「コロナ禍によるソーシャルフレ
イル」「転入した高齢者の孤立」という課題に
対し、地域の社会資源との意見交換の場として
住まい地域ケア会議（UR都市機構、社会資源
A、社会資源B、地域のよろず相談所）を開催
予定。

○

個別ケースの検討に通じ、課題の把握
に努めている。把握した課題は圏域の
地域ケア会議にて検討できる体制を整
えている。

〇

個別ケースの検討を通じ、地域課題の抽
出を行い、課題に対する資源開発の提案
に繋げていくために、第2層協議体等で検
討している。

◎

個別地域ケア会議で抽出した地域課題は
第2層協議体で検討している。課題の１
つである地域での見守り体制については
第2層協議体のメンバーとの連携や活動
を活用し、課題解決に向けて取り組んで
いる。

〇

個別地域ケア会議にて地域課題の把握
と課題の解決策を検討している。課題
に応じて参加者を選定し、役割分担を
して支援を行っている。

③
検討した個別事例を、一定期間モニタリングを行い、評価や方針の修正を
行っている。またモニタリング結果を会議の参加者等に情報提供している。 〇

検討したケースについては、進捗の報告
を関わっている民生委員等の支援者に情
報提供を行っている。

◎

個別地域ケア会議においては、目標の評価期間
を設定し評価を実施している。必要に応じて同
一ケースにおいて個別地域ケア会議を複数回開
催したり、会議後も随時状況確認してケアマネ
ジャーのフォローや関係機関間の意見調整を
行っている。自立支援型地域ケア会議において
は、地域課題と解決策については毎回積み上げ
を行い、年度末に評価している。今後の方向性
を明らかにして6ヶ月後に評価を行い、継続事
例として再度取り上げて評価を行うとともに、
モニタリング結果を参加者に報告している。

○

検討した事例は再度会議にて検討し、
参加者と現状の情報共有を行ってい
る。

〇

検討した個別ケースは一定期間モニタリ
ングを行い、管理者が評価や方針の修正
を確認し協議している。モニタリングの
結果は必要に応じて会議の出席者に情報
提供している。

○

検討した事例は進捗確認を行い、その内
容について会議参加者に報告を行ってい
る。確認した状況から新たに制度に繋げ
るなど方針の修正も行っている。

○

随時、進捗確認を行い助言を行うなど
支援の方向性の修正を行っている。そ
の内容は参加者に情報提供している。

地域ケア会議の目的は、以下のとおりです。
　ア　個別ケースの支援内容の検討を通じた、（ⅰ）地域の介護支援専門員の、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援　（ⅱ）高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築　（ⅲ）個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握
　イ　その他地域の実情に応じて必要と求められる事項
なお、地域ケア会議はひとつの手段であり、かつ地域包括ケアシステムもひとつの体制であることを再認識し、それぞれを実施や構築することを目的化することなく、すべての活動は地域の高齢者を始めとする住民が尊厳を保持した生活を地域で継続できることを目指していることを忘れてはなりません。
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当課評価（⑧～⑬）

【介護予防ケアマネジメント】

１．介護予防ケアマネジメント（介護予防・日常生活支援総合事業）
【

解
釈
】

介護予防・生活支援サービス事業におけるケアマネジメント

①
自立支援の視点に基づき、一定期間取り組むことにより実現可能なこと、そ
してそれが達成されたかどうかが具体的に評価できる目標を設定し、継続的
な支援をしている。

◎

対象者の興味・関心からその人らしい実
現できる具体的な目標を設定し、活動や
参加へ繋げ評価できるよう朝礼にて時間
を設け、所員でコメントを出し合い、よ
りよい個性を持たせる目標設定に取り組
み、実現への継続的な支援をしている。
さらに、朝礼では新規プランを中心に自
立支援について話し合い、継続検討し、
自立支援型地域ケア会議にプラン提出す
ることにより支援内容を再検討してい
る。

〇

予後予測を行いながら自立支援の視点に基づ
き、本人の潜在能力を引き出せるよう基本
チェックリスト、興味・関心チェックシート等
活用し具体的で実現可能な目標を設定してい
る。長期プランについても複数の職員で協議し
目標期間を決定し継続的な支援を行っている。

〇

アセスメントを行う上で、利用者と十
分話し合い、サービス事業者からの報
告なども活用し、状況把握したうえで
目標を達成可能な範囲で設定するよう
努めている。

〇

アセスメントを行う上で、基本チェック
リストや興味関心シートを活用し、目標
を達成可能な範囲で設定するよう努めて
いる。出来るだけ数値化して本人が意識
し易いようにすることで継続的な支援に
努めている。

〇

サービス担当者会議で情報共有し、課題
を整理して、回数や距離などで表現し評
価しやすい目標を設定している。またセ
ンター内で適宜相談したり、自立支援型
地域ケア会議を開催し、専門職からのア
ドバイスを受けながら支援の方向性を導
けている。 〇

対象者自身が 課題に気付けるよう不活
発病のチェックリストを深める事で、
自発的な行動の実行を目指している。
また実現可能な目標を意識して提案し
ている。

②
自分の健康増進や介護予防についての意識を持ち、自ら介護予防、健康の維
持・増進に向けた取組みを行うための支援を行っている。 〇

コロナ禍による影響を鑑み、自ら介護予
防に取り組む意識を高めるきっかけづく
りのため、体力低下予防をテーマにした
記事を掲載した包括みどり通信「いつま
でも元気に通信」を定期的に発刊し、民
生委員を中心に情報提供し、日ごろの活
動に活用していただき、健康維持、増進
に向けた取り組みの支援を行っている。

〇

介護予防パンフレットの配布や体調管理に役立
つ情報を提供しセルフケアを以て自ら健康増進
に繋がるように支援している。自立支援型地域
ケア会議での専門職からの助言を参考にアプ
ローチ方法を工夫している。

〇

初回時には基本チェックリストを実施
し、介護予防についての意識付けを行
い、自ら健康への取り組みを継続して
いけるよう定期的に訪問や電話にて情
報提供しながら支援している。

〇

介護予防の目的、介護保険の説明などを
行い、必要に応じて一般介護予防事業や
地域での取り組みなどの提案を行い、適
切な支援となるよう心がけている。

〇

プランニングの際には自立支援の意識を
持ち、地域の取り組みも念頭に置きなが
ら、一般介護予防事業や高齢者健康づく
り講座等もお伝えすることで、本人・介
護サービス・地域が、それぞれの力を発
揮し、健康維持・増進に向け一体的に取
り組めるように努めている。またリハ職
行為評価事業を利用し、自立に向かう方
向性などアドバイスをもらうことで、健
康増進や介護予防の意識を高めるきっか
けになっている。

〇

生活不活発病の資料を活用すると共に
介護保険制度を踏まえながら、自助努
力が必要である事の理解が得られるよ
う説明し、継続するための手段として
地域にある社会資源の情報提供を行
なっている。

③
自立支援の視点に基づき、適切な支援ができるよう地域包括支援センター内
での課題検討等の取組を行っている。 〇

自立支援型地域ケア会議の事前準備とし
て、センター職員と委託先のケアマネ
ジャーも含めミーティングを行い、自立
支援の視点や方向性を話し合い、その際
の提案内容は支援経過記録に記録してい
る。また、今年からは地域課題について
も職員全員で話し合い、予測し課題検討
に取り組んでいる。 〇

朝礼、夕礼では総合相談で把握した内容を共有
し自立支援に資するようセンター内で課題検討
を行っている。

〇

自立支援型地域ケア会議を開催し、自
立支援に向けて課題検討に取り組んで
いる。センター内でケース選定と地域
課題を共有している。

〇

自立支援型地域ケア会議開催時には、セ
ンター内でケースを検討し、職員全体で
自立支援を考える機会を持っている。
また、いち早くオンライン開催すること
で課題検討等の機会の確保に取り組ん
だ。

◎

自立支援型地域ケア会議では会議前にア
セスメント表を全員で共有し、会議後に
は振り返りを行い、参加できなかった職
員にも内容をまとめて書記回覧してい
る。また、自立支援型地域ケア会議以外
でも、適宜センター内で相談している。

〇

自立支援型地域ケア会議を開催し、自
立支援に向けて課題検討に取り組んで
いる。センター内でケース選定と地域
課題を共有している。

④
介護予防・日常生活支援総合事業や地域の取組等の情報を集め、介護予防・
生活支援サービス事業や一般介護予防事業、社会資源等を一体的に組合わせ
ながら支援している。

◎

インフォーマルサービスの情報について
は暮らしまるごとべんりネットへの入力
や、社会資源ごとにファイリングし、ま
とめている。買い物が困難な方には移動
スーパーのとくし丸や配食サービスなど
の社会資源等を組み合わせて提供してい
る。コロナ禍により一般介護予防事業が
休止、オンライン環境が整っていない場
合は、暮らしまるごとべんりネットや、
生活べんり帖の冊子を活用できるように
本人・家族、民生委員等の地域活動者に
丁寧に説明し、支援している。第２層協
議体からヒアリングした社会資源等の内
容などは、所内で共有しまとめている。

〇

リハ職行為評価事業、栄養士派遣指導事業の活
用や「ひらかた元気くらわんか体操CD、
DVD」を配布した。リハ職行為評価事業実施
時に事業所スタッフにも参加してもらい、助言
内容を共有し個別運動プログラムに反映しても
らった。また、生協やインターネット購入、配
食等インフォーマルサービスを活用し総合的な
マネジメントを行っている。

〇

各校区の介護予防に向けた活動を校区
毎にまとめたカレンダーを作成し、基
本チェックリストと介護予防・日常生
活支援総合事業の冊子などを用いて一
体的に組み合わせながら支援してい
る。

〇

暮らしまるごとべんりネットも活用しな
がら、各社会資源ごとにファイリングし
て情報提供している。必ず、インフォー
マルとフォーマルの説明・提案しながら
支援している。

◎

介護予防・生活支援サービス事業につい
ては冊子やチラシを用いて丁寧に説明
し、本人・家族の理解を得られている。
インフォーマル資源（街かどデイハウ
ス、老人会、ひとり暮らし老人会など）
や一般介護予防事業の情報提供を同時に
行い、地域活動にも参加できるように支
援している。

〇

介護保険サービス・総合事業だけでな
く、利用可能な地域の社会資源も取り
入れ提案している。

⑤
初回の介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センター職員が行ってい
る。 〇

初回の介護予防ケアマネジメントはセン
ター職員が行い、その後の委託に関して
はアセスメントした上で検討している。

〇

初回の介護予防ケアマネジメントはセンター職
員が行っている。

〇

初回の介護予防ケアマネジメントは、
センター職員が行っている。

〇

初回の介護予防ケアマネジメントは、セ
ンター職員が行っている。

〇

基本的にはセンター職員が初回の介護予
防ケアマネジメントを行っている。要介
護から要支援認定になったケース、難病
やパーキンソン病など進行性疾患のケー
スで介護予防・日常生活支援総合事業の
みでは難しいと思われるケースはセン
ター内で相談し、委託でケアマネジメン
トをお願いすることもある。

〇

初回はセンターの専門職が訪問してア
セスメントを行なうようにしている。

介護予防ケアマネジメント事業は、介護予防および日常生活支援を目的として、その心身の状況等に応じて、対象者自らの選択に基づき、介護予防・日常生活支援総合事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行うものです（法第115条の45第1項第1号）。介護予防ケアマネジメント業務の実施に当たっては、自立支援の視点によって、今後、対象者がどのような生
活をしたいかという具体的な日常生活上の目標を明確にし、その目標を対象者、家族、事業実施担当者が共有するとともに、対象者自身の意欲を引き出し、自主的に取組を行えるよう支援します。そのためには、介護予防・日常生活支援総合事業や地域の取組等の情報を集め、介護予防・生活支援サービス事業や一般介護予防事業を一体的に組合わせながら支援していくことが必要です。既存の資源は
何があるのかを把握し、活用するとともに、不足する資源を把握し創出に向けた取組につなげていくことが求められます。
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当課評価（⑧～⑬）

一般介護予防事業におけるケアマネジメント

⑥ 虚弱な高齢者を把握するための取組みを行っている。 ◎

第２層協議体と協働し、124名の高齢者
に対して生活アンケートを実施し、虚弱
高齢者の把握を行った。また、アンケー
トの返送がない場合は民生委員等の地域
活動者、マンション管理人、ケアマネ
ジャーから状況などをヒアリングし、情
報収集、実態把握のため訪問などを行っ
た。その後のフォローについても第２層
協議体に提案している。

◎

基本チェックリストを老人会に対して配布しフ
レイル対象者を把握し、結果は老人会会報を通
じて報告した。今後も同老人会に対し継続実施
していく。他の老人会や地域サロンでも実施し
虚弱高齢者を把握する。コロナ禍で介護予防の
取り組みに対し直接介入が困難な為、介護予防
パンフレットや認知症予防等のチラシを配布し
意識向上に努めた。また、自立支援型地域ケア
会議でデータを報告しフレイル予防に繋げてい
きたいと考えている。

〇

毎月発行している包括新聞の配布時
に、民生委員や自治会の方などから情
報収集し把握に努めている。また、セ
ンターのチラシを作成し、ポスティン
グを実施した。

〇

認定率から地域の元気高齢者率を意識し
ながら取り組みをおこなっている。民生
委員等からの情報提供があれば、迅速に
訪問するなど把握を行っている。また、
必要に応じて定期訪問する等、継続的に
支援している。

〇

老人会サークルや校区自治会へのセン
ター周知活動（SOSキーホルダー配布時
や第２層協議体の取組み「ひらかた元気
くらわんか体操」でのセンター周知活
動）を行い、民生委員との連携も含め、
虚弱な高齢者の把握に努めている。介護
認定申請には至らない方へも、ＭＣＩ予
防啓発、地域の介護予防教室の情報や一
般介護予防教室、近隣のサークルを紹介
している。

〇

今年度は３校区それぞれの民生委員と
交流会を実施することで地域の高齢者
を把握するための取組みを行ってい
る。

⑦
一般介護予防事業の紹介等の必要な情報を提供し、高齢者本人が地域におけ
る集いの場に自ら積極的に参加していくことなどセルフケアに取組むための
個別支援を行っている。

〇

コロナ禍によって、集いの場に参加でき
ない方に対しオンラインで実施している
一般介護予防事業の紹介を提供した。オ
ンラインが難しいとの声が多くあったた
め、コロナ禍の取り組みとして、「いつ
までも元気に通信」を発行し、セルフケ
アとして自宅で出来る運動について取り
組めるように、民生委員等の地域活動者
にダイレクトメール等にて情報発信を
行った。また、「いつまでも元気通信」
が、校区の新聞に採用され、全戸配布と
なった。また、生活べんり帖などを活用
し、自らセルフケアに取り組むための支
援を行っている。

〇

コロナ禍で地域の集いの場が閉鎖されているが
「第２層協議体」や民生委員等を通じて活動状
況を把握し地域サロンやカフェ、自主グループ
活動への参加を促している。また、リモートで
の一般介護予防事業を紹介しセルフケアに取り
組む個別支援を行っている。緊急事態宣言時以
外は毎朝事務所前での「ひらかた元気くらわん
か体操」を継続実施している。

〇

一般介護予防事業の案内やセルフケア
を継続できるような内容を包括新聞に
盛り込み、配布し取り組んでいる。

〇

民生委員や自治会長等と情報交換し、住
民が参加しやすいよう、案内チラシを手
渡しながら声かけをしている。必要に応
じて暮らしまるごとべんりネットを活用
しながら情報提供している。

〇

相談時に、基本チェックリストなどを行
い、心身の状況や介護予防の必要性の評
価（見える化）を行い、セルフケアの動
機付けを行っている。近隣の集いの場を
一緒に検索し、街かどデイハウス、老人
会、一人暮らし老人会、地域のひらかた
元気くらわんか体操の自主グループ等の
情報をお伝えしている。

〇

プランがなくても継続的に、チラシ等
を活用しながら、介護予防に資する内
容の情報提供を行うなど個別支援を
行っている。

⑧
高齢者元気はつらつ健康づくり事業等の介護予防や健康づくりの推進のため
の取組みを企画する場合は、事業の目的に沿った目標を設定するなど企画内
容を評価できる仕組みを意識している。

◎

第２層協議体と協議した結果、フレイル
傾向の高齢者が多いとのことでフレイル
予防に関するチラシの配布を行った。ま
た、コロナ禍による外出自粛のためフレ
イル傾向になりやすいといった課題に対
し、第２層協議体と一緒に企画立案し、
自己評価ができるようシートを作成し、
自宅で効果的な運動ができるよう配布し
た。元気はつらつ健康づくり事業も活用
し、フレイル予防に関する講座を実施し
ている。

〇

「ひらかた元気くらんか体操」継続支援講座で
は特にコロナ禍において低下し易いと予想され
る口腔機能に注視し企画を行っている。感染予
防を最優先し体力測定は行わずアンケートを中
心に実施し生活を評価分析し参加者の課題を見
出す。これにより介護予防や口腔機能体操など
健康づくりに取り組む提案を行う。

〇

運動機能向上・栄養改善・口腔機能向
上・認知症予防に関するテーマで自宅
でも継続できるわかりやすい内容とな
るよう講師を選定するよう努めてい
る。コロナ禍にあり、高齢者が集うイ
ベント開催には至っていない。

〇

コロナ禍ではなかなか元気はつらつ健康
づくり事業を開催することが出来なかっ
たが、。秋頃からフレイル予防の講座を
予定している。事業の目的に沿った目標
を設定し、楽しみながら継続できる企画
とすることで評価できる仕組みを意識し
ている

〇

坂道が多い、交通の便が悪いなど菅原生
涯学習市民センターに行くことも難しい
地域では、元気はつらつ健康づくり事業
の開催を予定している。加齢に伴う疾患
（認知症や運動器疾患等）の理解や予防
と対応策についての学びの機会になり住
民の健康意識を高めるとともに地域の自
主グループつくりのきっかけになるよう
に企画（講師にリハビリテーション専門
職を調整し、基本チェックリストを行
い、評価する予定）している。

〇

坂道が多い、認知症に対しての不安が
ある等、当該地域の課題に沿った企画
を立案し、事業を行なった前後に効果
のデータ化を検討していく予定。

⑨
介護予防の取組みを推進するため、自主グループの活動の支援を行ってい
る。 〇

コロナ禍により活動を自粛している自主
グループに対し、モチベーション維持の
ため「いつまでも元気に通信」を郵送
し、活用できる情報を提供し活動再開ま
での間の支援を行った。また、校区への
配布時には高齢者元気はつらつ健康づく
り事業のチラシも一緒に配付し、介護予
防の活動支援を行った。

〇

「第２層協議体」と協働で自主グループ立ち上
げ企画を行っているがコロナ禍でスタートには
至っていない。延長期間中は電話にて参加者の
健康状態や介護予防の取り組みを聞き取り支援
している。役員交代の際に活動場所に出向き、
登録している自主グループに対して改めて活動
の趣旨や目的を説明しメンバーへの理解を深め
た。

〇

自主グループ活動の際には電話や参加
しながら情報交換し、介護予防の取り
組みへの支援をしている。

〇

コロナ禍であったため、くらわんか
ウォーカーズ（ノルディックウォーキン
グ実践グループ）の普及と活動支援に努
めた。休止中のひらかた元気くらわんか
体操実践グループには、電話や訪問で代
表者と意見交換しながら情報の提供を行
うことで支援している。

〇

各グループのリーダーへアポイントを取
り、活動状況を把握するように努め、困
りごとなどをお聞きし活動が継続できる
ように支援を行っている。

〇

地域の自主グループについては、リー
ダーを介して継続支援中。他グループ
からも講師の依頼を頂き支援してい
る。
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当課評価（⑧～⑬）

【権利擁護】

１．成年後見の活用に関する取り組みができているか。
【

解
釈
】

①
成年後見制度（法定後見・任意後見）を幅広く普及するための活動を行って
いる。 ◎

校区民生委員へ依頼し、メールにて成年
後見制度に関する情報発信を開始し、啓
発を行った。圏域内の司法書士、弁護士
との意見交換をオンラインにて専門職と
地域活動者に対して複数回実施した。弁
護士や司法書士と直接話をする場を設け
ることで成年後見制度の普及に大きくつ
ながっている。また、研修に参加が難し
い方へは、オンデマンド配信を整備し
て、幅広く周知が行えた。

〇

認知機能が低下されている方の相談等で、成年
後見制度他日常生活自立支援事業等の紹介を
行っている。事務所入り口に成年後見制度に関
するリーフレットを置き、来所された方が自由
に閲覧したり、持ち帰ることができるよう工夫
している。 〇

いつでも説明できるよう分かりやすい
資料を整理し、来所時や地域活動参加
時に活用している。年に1回、広報紙
に制度について掲載している。

〇

分かりやすさにこだわった独自のリーフ
レットを作成・更新し、居宅介護支援事
業所、医療機関、薬局、金融機関に設置
している。地域の見守り側への周知を目
的に、民生委員の定例会議に出向き、司
法書士会の方に講師を依頼し、成年後見
制度に関する勉強会を開催した。

○

関係機関や弁護士会等の職能団体発行の
資料を収集し、地域内での集まりに参加
し配布や周知を行っている。また定期発
行している広報紙においても適時の紹
介、説明を掲載している。

◎

制度について地域活動参加時、広報紙
やLINEでも周知している。民生委員の
地区委員会で「人生まるわかりガイ
ド」をもとにパワーポイントを作成
し、制度について説明。直後に講座の
依頼があるなど、幅広い周知に繋がっ
ている。

② 申立て支援を行うなど、成年後見制度利用が円滑に実施出来ている。 〇

ケアマネジャーや家族を交えて司法書士
へ繋ぎ１件申立てを行えている。

◎

相談内容に応じて、成年後見制度やその手続き
について説明をしている。状況により、司法書
士会や社会福祉協議会と連携し、支援方針につ
いて情報共有したり協議の場を設けている。
様々な支援の手段がある中で、何が最善かを関
係者で慎重に見極め、申立てに至る場合は司法
書士会等を紹介し、連携を図っている。
多額の負債を抱えた高齢者に対し、選任された
保佐人とその後の経済状況を確認する場を定期
的に設けている。

〇

相談があれば、申立ての必要書類の取
り寄せ方法や手続きの順序を説明して
いる。必要に応じて、司法書士会など
の専門機関を紹介している。質問があ
れば各窓口へ問い合わせて説明を行っ
ている。

◎

成年後見制度利用に必要な手続きについ
て、申立てセットを用いて説明を行って
いる。必要に応じて司法書士会や弁護士
会等を紹介するとともに、支援団体の面
接相談の際に同席することで、安心して
相談がすすめられるようにしている。そ
の際相談者の同意を得ながら各団体と必
要な情報を共有しながら進めている。そ
の結果、1件申立に至った。

◎

当事者、家族、ケアマネジャー等からの
相談に応じ、制度利用が適していると思
われる対象者にはパンフレットなどの資
料を配布し、制度の活用を提案してい
る。必要に応じて職能団体の無料相談へ
の橋渡しや相談の同席なども行ってお
り、2件申立に至った。

◎

把握した状況に応じて家族等に対して
制度を説明、職能団体の情報提供を
行っている。今年度はセンターから職
能団体へ相談し制度に繋がった事例、
センターが本人申立ての書類作成等を
支援し進めている事例があった。

③
日常生活自立支援事業や成年後見制度などの権利擁護を目的とするサービス
や制度を活用するなど、ニーズに即した適切なサービスや機関につなぎ、適
切な支援を提供することによって、本人の生活の維持を図っている。

◎

府社会福祉協議会を交えリバースモゲー
ジの適切な実施について関係者間で集ま
り、成年後見制度の利用等を検討し本人
の生活の維持を図っている。成年後見制
度利用支援事業の拡充に伴い、利用の精
査などを圏域内の司法書士を交えて行い
申立てへと結びつけた。生活困窮者に対
しては市社会福祉協議会と連携し食料等
の支援を実施し、債務整理が必要な方に
は、生活の立て直しを行った。相続につ
いて支援が必要な場合は、担当するケア
マネジャーを弁護士とともに支援した。

◎

本人の判断能力に応じ、日常生活自立支援事業
や成年後見制度それぞれの特長を説明し、最善
となる手段を本人の気持ちに寄り添いながら選
択、利用できるよう支援している。
家賃滞納を繰り返し、強制退去を迫られている
高齢者に対し、家族、UR都市機構、社会福祉
協議会、リーガルサポート、市担当課と連携
し、食糧支援を行ったり、住まい確保に向けた
支援を続けている。
認知症高齢者の施設入所や、年金を散財して生
活費を捻出できない高齢者の支援にあたり、ひ
らかた権利擁護成年後見センターに相談するな
ど、相談内容に応じてさまざまな機関と連携を
図っている。

〇

相談内容に応じて日常生活自立支援事
業や成年後見制度の提案を行い、支援
につなげるよう努めている。

◎

権利擁護の必要性が確認できた場合、本
人の判断能力に応じて日常生活自立支援
事業や成年後見制度に関する説明と提案
を行い、制度利用に向けて支援してい
る。日常生活自立支援事業利用の支援事
例があり、制度やサービスに結び付いた
後も積極的に関与し、本人の生活の維持
が図れているかを確認している。

○

権利擁護を必要とする高齢者に対して、
当事者や家族の意向や置かれている状況
を把握し、必要、適切と思われる支援や
制度を関連機関と連携しながら、提案、
説明を行い、意向に基づいた生活が維
持、継続できるように努めている。

◎

本人の意向やニーズを確認した後、成
年後見制度や日常生活自立支援事業の
活用が必要であれば、適切な機関へつ
なでいる。任意後見制度の利用のため
の支援を行った事例もある。

２．詐欺・消費者被害防止の取り組みができているか。
【

解
釈
】

①
高齢者世帯が陥りやすい詐欺や消費者被害などの権利侵害が疑われるケース
に的確に対応できるよう、サービスや制度を理解している。 〇

消費生活センターや警察と連携し、最新
の被害状況を確認し広報活動を行ってい
る。

○

市内及び担当圏域内で発生した消費者被害等の
情報について、最新情報をセンター内で共有し
ている。対応内容等をセンター内で協議するな
ど、職員間で知識や経験を共有し、理解を深め
ている。

○

消費生活センターが発行している資
料、消費生活センターへの直接の問い
合わせにより全職員のサービスや制度
に関する知識の底上げを行っている。

○

消費生活センター等の資料はその都度回
覧することで共有し、的確に相談対応で
きるよう努めている。

○

消費生活センター発行の資料を所内で共
有し、各職員が適切な対応ができるよう
にしている。

〇

消費生活センター等から情報を共有、
消費者被害に関する制度やサービスを
理解し的確に対応できるようにしてい
る。

②
認知症等の高齢者は、消費者被害に遭う危険性が高いことから、消費者被害
を未然に防止するために、啓発等の取り組みや、各種専門機関との連携強化
を図っている。

◎

消費生活センターと司法書士を講師に地
域住民や圏域内の事業所向けにオンライ
ンにて研修会を行い、市内における消費
者被害状況とその啓発、発見時の対応方
法、再発防止へむけた対応方法など話合
い連携強化を図った。定期的に研修会を
行う事で各事業所の意識も高まり、詐欺
グループからの連絡に反応し連携を取り
合い未然に防ぐことができた。圏域内の
事業所と各校区内の民生委員へ消費者被
害のお知らせをＦＡＸやメールにて毎月
発信している。

◎

消費生活センターから定例で送られる最新の被
害情報について、圏域内介護保険事業所だけで
なく、各校区の代表者にもメールやファックス
で毎月情報提供している。これら情報を、民生
委員の会議や自治会の集まりで活用いただいて
いる。第2層協議体会議に出席の際、最新の消
費者被害情報を提供し、注意喚起を行った。

◎

広報紙に消費者被害に関する記事を掲
載し、地域活動参加時は広報紙やくら
しの赤信号、訪問販売お断りのステッ
カーを配布し啓発を行っている。消費
者被害の事例があれば独自に介護事業
所へFAXで配信し、啓発に努めてい
る。

◎

広報紙に消費者被害防止のための記事を
掲載し、啓発を行っている。５月にはコ
ロナワクチンに関する詐欺情報があり、
直ちに情報提供するためにセンターの介
護保険事業所向けLINEアカウントから発
信し、見守りの目を増やす取り組みを
行った。民生委員の定例会では、消費生
活センター作成の電話機に貼り付ける
ポップアップシールを全民生委員へ配布
し、地域における見守りの連携強化を
図った。 ◎

地域のサロン、見守り１１０番協力店
舗、民生委員等へ認知症高齢者に対する
見守りの重要性を周知しつつ、消費者被
害防止に向けた注意喚起や情報提供を行
い、連携している。民生委員との年一回
の合同勉強会を通じて連携強化を図って
いる。地域訪問時には住民へ頻発してい
る消費者被害等の情報を周知し、関係機
関発行の注意喚起パンフレット等を配布
している。今年度より、集合住宅の自主
防犯・防災会の定例会に参加し、消費者
被害や手口を紹介し、集合住宅の広報紙
に掲載してもらった。

〇

消費生活センター等から得た情報をセ
ンター内へ掲示、地域活動参加時に情
報提供するようにしている。その他、
消費生活センター作成のステッカーの
配布やセンターの封筒に被害防止のた
めの文言を印刷し啓発している。最新
の情報についてはFAXやLINEを利用し
て配信し、被害の防止と関係機関から
の見守りの体制を整えている。

消費者被害の問題において、認知症等の高齢者に関する相談は大きな割合を占めています。地域包括支援センターは、関係機関等と連携し消費者被害防止の問題に取り組んでいく必要があります。地域における消費者被害に関する情報を把握し、関係者や地域住民に啓発を行いながら、消費者被害の相談・情報がもたらされるような働きかけをしていくことが求められています。

認知症等によって判断能力の低下が見られる場合には、適切な介護サービスの利用や金銭管理などの支援を行うため、成年後見制度を活用することが有効です。地域包括支援センターでは、成年後見制度の活用を幅広く普及させるための広報等の取組みを行ったり、医療機関や成年後見人等となるべき者を推薦できる団体等との連携が求められています。また、成年後見制度の利用に関しては、適切な
スクリ－ニングを実施することは勿論、制度利用が必要な場合の、申立て支援を実施することが重要です。
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当課評価（⑧～⑬）

③
消費者被害に関する相談を受けたときは消費生活センターなどの関係機関と
連携・共同し、問題解決を図っている。 〇

悪徳商法等に騙されている利用者を発見
したケアマネジャーから連絡が入った時
には、消費生活センターからの情報を共
有するととも消費生活センターへも共有
を行っている。

○

実際に被害に遭った事例では、詳細を担当ケア
マネジャーから聞き取り情報共有した。再発防
止に向け、センターから消費生活センターに報
告し、対応策等頂いた助言を、センター内や担
当するケアマネジャー、ヘルパー等で共有し
た。消費生活センターが管理する被害者名簿に
名を載せてもらった。クーリングオフや特定記
録郵便の手続きについて書類の書き方を説明す
るなど支援を行った。利用している訪問介護事
業所とも連携し、訪問時に被害を疑う状況にな
いか確認いただくようお願いするなど連携して
問題解決を図っている。

〇

消費生活センターと連携し、問題解決
に取り組んでいる。被害があった事例
についてはクーリングオフの手続き等
の支援を行った。

○

相談を受けた際は、疑いの状況であって
も迅速に訪問し、実態把握を行ってい
る。必要に応じて消費生活センター等と
連携し、問題解決できるように努めてい
る。

○

消費者被害の相談受付時は、関係者から
の情報収集を行ったうえで、枚方市消費
者安全確保地域協議会発行の見守り対応
マニュアルの問題解決フローチャートを
基に消費生活センターを中心とした問題
解決に当たる体制を構築している。

〇

実際に被害にあった事例をすぐに消費
生活センターへ連絡し、助言をもらっ
て対応した。その内容については圏域
内で情報共有を行った。

３．高齢者虐待防止への取組みができているか。
【

解
釈
】

①
関係機関や地域住民に対して高齢者虐待の相談通報窓口であることを周知
し、早期発見・防止に向けた普及啓発等を行っている。 ◎

今年から、虐待防止に関する情報を地域
活動者へメールにて発信を開始し、啓発
を始めた。関係機関や地域にでたときに
は高齢者虐待の相談通報窓口であること
を社会福祉士部会で作成したチラシや独
自で作成したチラシを紹介し周知してい
る。 ○

一般的な相談を受けた際、高齢者虐待について
も説明し、相談窓口がセンターであることを周
知している。支援困難事例として、ケアマネ
ジャーから受けた相談も、実態把握の過程で虐
待の可能性を否定できない場合は、ケアマネ
ジャー他関係者と協議の場を持ち、虐待の可能
性を視野に入れて支援にあたることを共通認識
として持つよう働きかけている。

○

地域住民や介護保険事業所に紙媒体で
定期的に窓口の周知を行い、早期発見
に向けた啓発を行っている。

◎

ラミネート加工したセンター独自の高齢
者虐待防止チラシを圏域内すべての介護
保険事業所に配布し、事務所内に掲示し
てもらうよう依頼。また、広報紙にどの
ような行為が高齢者虐待に該当するのか
の簡単な事例を掲載し、地域住民の高齢
者虐待防止に関する意識付けを図るとと
もに、相談通報窓口であることの周知を
図った。

○

校区コミュニティ協議会の会議やサロ
ン、見守り110番協力店舗に気になる高
齢者の特徴を挙げて虐待の相談・通報窓
口であることの周知と情報提供を依頼し
ている。関係機関には介護保険事業者連
絡会等で事業者向けの周知チラシを配布
し、啓発や通報による早期発見の大切さ
を周知している。

〇

民生委員、介護保険事業所、地域活動
参加時に住民に対して虐待の相談窓口
でことを周知している。地域住民に対
しては出前講座、介護保険事業所に対
しては社会福祉士部会で作成している
チラシを活用して早期発見の重要性の
周知を行っている。

②
アウトリーチによる実態把握など様々な方法で状況確認を行い、また関係機
関と連携し、高齢者虐待・困難事例に対処している。 ◎

センターからのアプローチが拒否されて
いる場合は、関係機関からアプローチを
検討するなど、さまざまな方法で状況確
認を行い、対処に取り組んだ。介護保険
事業者や民生委員と常日頃より情報交換
を行い気になる事があれば早い段階で動
いている。入り口部分を慎重に精査でき
るように関係機関と連携を図り進めてい
る。

○

早期の段階から情報収集できるよう、普段から
民生委員や事業所との連携を図っている。相談
を受けた時点で、自宅或いは利用しているサー
ビス事業所や医療機関等を訪問し事実確認を
行っている。並行して市担当課へ報告し、コア
メンバー会議開催の相談をするなど迅速に関係
機関と連携を図り、支援方針を立てて対応して
いる。

○

相談に応じて、健康訪問や関係者との
同行訪問などで実態把握を行い、関係
機関と情報共有や相談しながら対応し
ている。

〇

日常的に民生委員や介護保険事業所と情
報交換を行い、早期発見に努めている。
相談があれば、必ずアウトリーチによる
実態把握をしている。訪問や介入に関し
て拒否を示される場合も、介入方法を検
討して介入の糸口を探し、再介入を試み
る等している。課題解決のためにコミュ
ニティソーシャルワーカーや市担当課、
介護保険事業所等の関係機関と連携して
いる。

○

通報や情報提供に基づき訪問を行って状
況を確認し、関係機関と連携しながら対
応を行っている。

〇

相談があれば訪問して状況確認を行
い、行政・介護保険事業所・コミュニ
ティソーシャルワーカー・地域活動支
援センター等と連携して対応してい
る。権利侵害と思われる事例について
も同様の対応で継続的にかかわってい
る。

③
高齢者虐待の対応にあたっては、被害者の擁護に限らず、家族全体の問題と
の視点を持ち、支援を行っている。 ◎

精神疾患やパーソナリティ・発達障害な
どの特性を持つ養護者の暴力等につい
て、高齢者の生命の安全を第一に考えな
がら意向を聞き、養護者の権利擁護・自
立支援も図るなど、多面的に関係機関や
行政と協議を行い、慎重に協議をしなが
ら進めている。

◎

養護者も疾患を抱えていたり、キーパーソンも
高齢によって支援が必要な事例等、本人や養護
者も含めた支援の在り方について、行政をはじ
め関係機関と連携を図っている。養護者を追い
詰めたり、介入の糸口が途絶えないよう世帯の
パワーバランスを考慮して対応にあたってい
る。

○

養護者や家族に支援が必要な事例も多
く、世帯単位での支援を意識して、医
療機関や行政、コミュニティソーシャ
ルワーカー等と連携しながら支援して
いる。 ○

養護者も生活のしづらさがあり支援が必
要な事例も多いため、被虐待者、養護
者、家族など関係者との面談を行うこと
で家族全体の問題として捉え、関係機関
と連携して支援している。 ○

被虐待者、養護者、家族、関係者等への
面談を通じて、虐待の全体の把握を行
い、支援が偏らないように努めている。

〇

面談等を通して養護者との関係構築を
図り、継続的にかかわることを意識し
て支援を行っている。必要に応じてコ
ミュニティソーシャルワーカー等につ
ないでいる。

④
高齢者虐待防止について地域住民や関係機関等と連携できるネットワークを
構築している。 ○

民生委員、自治会などの地縁団体、医療
機関、保健所等の関係機関と連携してい
る。

○

民生委員や近隣住民、事業所や医療機関等関係
機関と随時情報共有、役割分担をしてネット
ワーク構築に努めている。

○

既存のネットワークにおいてセンター
が高齢者虐待の相談窓口であることを
周知しており、相談対応・連携できる
ネットワークを構築している。

○

校区コミュニティ協議会、校区福祉委員
会、民生委員、医療機関、介護保険事業
所等の関係機関と連携できるネットワー
クを構築している。

○

地域住民、介護保険事業者、医療機関、
民生委員を中心にネットワークを構築
し、把握や対応時の協力、連携頂ける関
係性を作っている。

〇

地域住民・民生委員・介護保険事業
所・コミュニティソーシャルワーカー
など既存のネットワークと見守りや支
援ができる体制を構築している。家族
支援が必要な事例も増えているため、
障害者相談支援センターとの意見交換
会を行っている。

⑤
虐待の通報を受けたときは市町村担当課などの関係機関と連携・協働し、問
題解決を図っている。 〇

市担当課や保健所、警察とも連携してい
く事も視野に最善の方法を関係機関と共
同しながら検討し問題解決にあたってい
る。 ○

市担当課や保健所、医療機関、民生委員やケア
マネージャー、介護保険事業所等関係機関と情
報共有、役割分担して問題解決を図っている。

○

市担当課と情報共有することで、協働
して問題解決を図っている。

○

市担当課や関係機関と連携・協働し問題
解決を図っている。

○

事実確認時は各関係機関と情報共有を行
い、適正に対応している。

〇

関係機関と連携して実態把握を行って
おり、市担当課に報告後必要に応じて
各機関と連携・協力・協議を行い、問
題解決に向けての対応をしている。

高齢者虐待の問題では、認知症や要介護の高齢者等が虐待の被害に遭いやすいとされており、地域包括支援センターは、権利擁護事業として関係機関等と連携し高齢者虐待の問題に取り組んでいく必要があります。問題についての普及啓発活動を行い、関係者や地域住民の問題意識を高めていくこと、相談・通報に対しては、関係機関と連携しながら情報収集、実態把握を行い、緊急性の判断や支援方
法の検討、家族全体の支援を考えていくことが重要です。
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当課評価（⑧～⑬）

【

解
釈
】

①
認知症に関する制度や社会資源等を把握し、相談内容に即した助言・紹介等
を行っている。 〇

認知症に関する最新の情報などがあれば
センター内で回覧等を行い共有し合って
いる。認知症専門医の情報提供やケアパ
ス等のパンフレットを活用し認知症カ
フェや認知症初期集中チーム等も相談内
容に応じて紹介している。

○

認知症の方の相談を受けた場合、認知症ケアパ
スを使用して丁寧な対応を行っている。セン
ター内では申し送りやシステム入力による情報
共有を行った上で、必要性に応じて専門性を踏
まえ３職種が連携協働してフォローの体制を
とっている。専門医の受診が難しい対象者には
状況に合わせ地域の医療機関や専門医を見極め
た上で繋ぎの支援を行っている。
また家族支援や権利擁護が必要な場合は具体的
な情報提供ができるよう、日頃から各関係機関
（民生委員・認知症カフェ・社会福祉協議会・
司法書士会等）と連携を図り体制の構築を行っ
ている。

○

認知症ケアパスを活用し、SOSキーホ
ルダーなど認知症の方への事業や成年
後見制度の紹介を行っている。介護負
担の大きい方については積極的に認知
症カフェの紹介を行っている。

○

制度や社会資源をファイルやラックに整
理し、相談内容に即した助言・紹介がで
きるようにしている。

○

認知症相談に必要な資料、認知症カフェ
等の情報を整理し、相談時に認知症ケア
パスを元に必要な助言、社会資源の案内
を実施している。

〇

認知症に関する情報を収集し、全職員
が相談対応できるようにしている。

②
圏域内の地域住民や商店会・企業等に認知症への理解を深めてもらうための
啓発活動（認知症サポーター養成講座等）を行っている。 ○

圏域内の銀行に認知症サポーター養成講
座実施、校区コミュニティ協議会と協同
し小学生低学年を対象に認知症サポー
ター養成講座を実施した。

◎

地域のよろず相談所からの依頼を受け、「認知
症になっても」～お薬・対応・サポート体制・
身近な拠り所～と題し、認知症ケアパスを活用
しながら認知症施策や地域の社会資源について
枚方市の支援事業を具体的に説明した。見守り
110番のステッカーやＳＯＳキーホルダー、
みまもりあいステッカーの実物を示しながら説
明を行い、認知症カフェ等は場所や内容を案内
する事で身近な拠り所として理解して頂いた。
またA銀行より認知症サポーター養成講座の開
催について相談があったが、協議の結果、養成
講座ではなく認知症に関する学習会として開催
した。
B中学校からの依頼で「身近な地域（枚方市）
の課題と活動を知ろう」という社会科のテーマ
に沿って出前授業を行った。センターの紹介の
ほか、ケアパスを使って市の事業等を説明し
た。実際の相談事例から、認知症になっても暮
らしやすい街づくりに関するセンターの取り組
みを紹介、説明した。

○

民生委員より認知症高齢者の地域での
見守りや支援についての相談を受け、
地域のニーズを取り入れた認知症につ
いての講座を計画している。

◎

広報紙に認知症に関する記事を掲載。地
域住民向けに認知症サポーター養成講座
を開催した。また、自治会の協力を得て
チラシを全戸回覧を行った。
金融機関より相談を受けた事例につい
て、認知症ケアパス等を活用して対応方
法について助言した。金融機関への認知
症サポーター養成講座の開催を予定して
いたが、新型コロナウイルス感染症の影
響により順延。

○

見守り110番協力店舗や介護保険事業者
等への認知症サポーター養成講座の開催
提案を随時行っている。また啓発用に地
域住民には認知症啓発ティッシュを活用
している。

〇

新任民生委員や住民、圏域内の商業施
設従業員を対象に認知症サポーター養
成講座を予定している。

③
認知症の疑いがある人や初期の認知症高齢者を早期発見し、支援するための
ネットワークを構築している。 ◎

Ａ地域の住民を対象に、認知症の項目を
含む生活アンケートを実施し、認知症の
方の把握に努めた。認知症初期集中支援
チームを複数活用し、連携しながら必要
に応じて支援していくことで支援方針を
決め、ケアマネジャーへ繋いでいる。

◎

高齢者見守り110番協力店舗から認知症の疑
いのある方の情報提供を受け、家族への連絡や
相談対応、専門医への受診、介護保険の認定申
請、担当民生委員への情報提供を行う事で地域
での見守りネットワークの構築に努めている。
薬局の薬剤師からの情報提供があった方につい
ては、主治医へ残薬の状況を報告頂く事で処方
の見直しに繋がる等、医療関係者の理解が深
まった。
また近隣スーパーより買い物中の方が認知症で
はないかと相談あり。今まで見守り110番協
力店舗として登録に協力頂けない店舗だった
が、職員が急行し対応した事で、事業の理解を
得られ登録に至った。
郵便局から判断能力の低下した高齢夫婦の対応
について相談を受けた際、現地へ駆けつけて状
況確認を行った。翌日局長と自宅を訪問し、夫
婦の判断能力や生活実態を把握した。通帳再発
行の説明を局長にお願いし、センターは支援の
必要性を確認するなど役割分担して対応した。

○

民生委員からの情報提供が多く、対応
についての経過報告を行うことで、見
守り支援の体制を構築している。相談
内容の状況に応じて、医療の窓口紹
介、受診同行などを行い、制度につな
がる為の支援を行っている。

○

見守りのネットワークを広げられるよう
見守り110番協力店舗の新規開拓に努め
ている。既存のネットワークを活用し早
期発見ができる体制が整えており、連絡
を受けた際は、同行訪問するなどして支
援につながるようアプローチしている。

○

地域住民、介護保険事業者、医療機関、
民生委員、見守り110番協力店舗を中心
に関係づくりを構築し、早急発見・支援
対応時の協力、協働を頂ける関係性を
作っている。

〇

民生委員、見守り110番協力店舗、ケ
アマネジャーより相談が入ることが増
えており、早期発見の意識が広がりつ
つある。必要に応じて第2層協議体で
地域での見守りを依頼している。

④
地域で認知症高齢者とその家族を支えるための仕組みづくりなど社会資源の
集約と開発に努めている。 ◎

認知症高齢者に対して継続して見守りを
してくれている地域住民や民生委員から
の通報により、適切に支援内容を変化さ
せて対応ができている。マンションの自
治会長にも個別地域ケア会議に参加して
もらいマンション内の課題の確認や支援
方法等も検討することができた。 ◎

住まい地域ケア会議（UR都市機構、社会資源
A、社会資源B、地域のよろず相談所）を開催
する予定にしている。構成機関にチームオレン
ジの構想を説明し、地域づくりに向けた情報発
信を行う事でチームオレンジ立ち上げの準備を
進めている。

○

認知症のある人が参加している地域活
動の把握、その他社会資源について集
約している。認知症カフェは現在オン
ライン・電話で相談対応しており、随
時開催状況を確認している。

○

見守りのネットワークを広げられるよう
見守り110番協力店舗の新規開拓に努め
ている。随時、認知症のある人やその家
族が利用できる社会資源の集約も行って
いる。第2層協議体において介護者同士が
相談できる場所として介護者の会の立ち
上げを検討している。 ○

認知症の早期・継続支援で協働できるよ
うに、地域との関係強化を図っている。
認知症支援に関わる社会資源は取りまと
めて配架している。

◎

月に1回センターの会議室でカフェを
開催しており、認知症高齢者、その家
族、地域住民が集える居場所の設定と
地域ぐるみで支える仕組みを作ってい
る。各校区で実施できるよう第2層協
議体にて検討をしている。

⑤
人的資源（認知症サポーター等）を活用し、認知症カフェ等の充実を図ると
ともに、それらが有機的に機能するよう支援を行っている。 ○

圏域内の認知症カフェへ参加し、相談支
援をおこなった。地域のカフェオーナー
へ設置に向け情報提供を行っている。

○

認知症カフェへ出前相談として出席していたが
コロナ禍により開催が中止されている。ただ若
年性認知症の診断を受けた方の相談があり、認
知症サポーター養成講座受講者がサポートしな
がらオレンジカフェや地域のカフェ等のお手伝
いを行う等、役割を持てる居場所ができないか
検討中。

○

認知症カフェ運営者とは日ごろから意
見交換ができる関係であり、チームオ
レンジとしても活動してもらえるよう
情報共有を行っている。

○

認知症カフェは新型コロナウイルス感染
症拡大の影響で休止しているが、今後の
チームオレンジのつなぎ先の候補として
情報収集を行うとともに、有機的に機能
するように運営推進会議等で情報交換を
行っている。

○

いきいきサロン等へ顔を出し、サロン主
催者と認知症高齢者の受け入れに関する
意見交換や提案を実施している。従来の
出前相談会に加えて、SOSキーホルダー
交付の提案も行い、サロン等の充実を
図っている。

〇

センターの会議室で開催しているカ
フェを認知症サポーター養成講座、ス
テップアップ講座の受講者が活躍して
もらえる場となるよう検討している。

４．認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進に取り組んでいるか。

新オレンジプランの基本的な考え方は、認知症の人や家族の視点を重視しながら、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会の実現を目指すこととされています。認知症の理解についての普及・啓発活動及び認知症の容態に応じた医療・介護及び生活支援を行うために必要な機関が有機的に連携できるネットワークを形成すると
ともに、認知症の人やその家族を支援する体制の構築などが求められています。
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当課評価（⑧～⑬）

【事業実施計画】 （包括的・継続的ケアマネジメント支援）

１．介護支援専門員に対して日常的に指導・助言を行っているか。
【

解
釈
】

① 介護支援専門員の相談窓口を設け、積極的に相談に応じている。 ○

随時、ケアマネジャーからの来所・電話
相談を受け付け、ケアマネジャーの立場
を尊重しながら対応している。

○

主任ケアマネジャーに限らず複数の職種が包括
的・継続的ケアマネジメントとしてケアマネ
ジャーの相談に応じている。

○

相談窓口であることを周知しており、
随時相談に応じている。

○

圏域の居宅介護支援事業所に訪問した際
や、連絡会や研修会で相談窓口として周
知を図り、電話・来所で随時相談に応じ
ている。

○

事業所連絡会開催時に、電話や来所など
で相談を受付けていることを周知してお
り、権利擁護や認知症の相談等に対応し
ている。

〇

事務所の2階をフリースペースとして
おり、ケアマネジャーの相談場所とし
て開放している。また、居宅介護支援
事業所に出向いた際に積極的に相談対
応している。

②
地域にあるインフォーマルサービスについて情報を把握し、その活動内容や
特徴、連絡先などがいつでも誰でも利用できるよう整理しておくなど、連携
体制を作っている。

○

民生委員・第２層協議体等と協力しあ
い、地域資源の把握を行っている。暮ら
しまるごとべんりネットは随時更新を
行っている。ケアマネジャーに提供でき
る情報については、枚方市内を中心に
ファイル管理し整理している。また事業
所から、コロナによる開所情報などを聞
き取り共有している。

○

地域資源情報を、暮らしまるごとべんりネット
に集約している。自費サービス等、独自に集約
した情報を紙媒体で提供できるよう準備してい
る。

○

既存のインフォーマルサービスの活動
状況や新しいサービスの情報を一覧表
にまとめ、いつでも情報提供できるよ
うにしている。居宅介護支援事業所連
絡会の開催時に一覧表を提供してい
る。

○

事務所内にインフォーマルサービスの資
料を目に留まりやすいよう掲示してい
る。コロナ禍での活動状況など確認し、
随時新しい情報を提供できるようにして
いる。

○

センターのカウンターに設置している情
報を整理したファイルを気軽に閲覧でき
るようにしている。

〇

各種情報はファイリングし、いつでも
閲覧できるようにしている。

③
介護支援専門員に対して様々な情報を提供する仕組みをつくり、情報支援を
している。 ◎

センターが主催する連絡会や研修に参加
できなかった事業所も含め、今年からオ
ンデマンド配信を行い、新しい生活様式
に沿った、情報提供できる体制を整備し
た。FAXとメールアドレスを把握し、枚
方市からの情報や連絡会・センターで行
う研修アンケートなどからで情報共有が
有益とされた情報について、タイムリー
に発信を行っている。

○

地域資源情報を、暮らしまるごとべんりネット
に集約している。定期的に連絡会等で取り扱い
について説明し、周知・活用を促している。主
任ケアマネ部会で作成したチラシ(枚方市 SNS
社会資源情報)を配布し、最新の情報を把握し
て頂くための多様なツールを案内している。
委託先のケアマネジャーに、リハ職行為評価事
業の紹介や、利用を促したり見学をしてもらっ
ている。

○

提供する情報に応じてFAX、メール、
LINEを使い分けて周知を行っている。
居宅介護支援事業所連絡会の際にはイ
ンフォーマルサービスの一覧表を提供
している。

◎

介護事業所向けLINEアカウントで介護保
険情報などを月に平均10件配信してい
る。連絡会等では、当日使用する資料以
外にも地域の社会資源をまとめたものを
配布している。事務所内には11圏域の居
宅・サービス事業所マップを掲示してい
る。 ○

年4回発行している広報紙、研修会にて
情報発信をしている。

〇

LINEやセンター主催のケアマネジャー
向けのカフェにおいても情報提供を
行っている。

④
支援困難事例を抱える介護支援専門員に対して、スーパービジョン（支持
的・教育的支援）による介護支援専門員自身の援助の振り返りを支援してい
る。

◎

8050事例などの支援困難事例をかかえ
るケアマネジャーに対して伴奏型の支援
を行い、支持的・教育的に支援を行っ
た。多問題を抱えているケースは、同行
訪問を行いアウトリーチから支援してい
る。 ◎

利用者の状況を確認する為に同行訪問した上で
センターの立場で再アセスメントし、課題の整
理や視点に偏りがないかも含め助言しつつケア
マネジャー自身の振り返りや気づきにつなげて
いる。

○

利用者宅への同行訪問やサービス担当
者会議へ参加し、その後のフォローし
ながら気付きを得られるようにしてい
る。事例の内容に応じてセンター内で
相談し、センター全体で支援を行って
いる。 ○

ケアマネジャーから相談があった際は、
聞き取りの時間を設けて、同行訪問等で
支援を行っている。対応後、定期的に聞
き取りを行ってフォローしている。

○

ケアマネジャーから個別に相談があった
場合、必要に応じて同行訪問を行ってい
る。

◎

ケアマネジャーと共に、情報を共有
し、課題を分析・整理し、支援の方向
性を導けるよう支援を行った。その過
程においてケアマネジャーへの支援の
目標、計画を立て、支援の経過を追
い、ケアマネジャー自身が気づきや振
り返りができるようにスーパービジョ
ンを行った。

⑤
ケアプランの作成について助言・指導を行っている。また、困難事例等の相
談に対し事例検討や個別ケア会議の提案を行い、その開催を支援している。 ◎

支援困難事例やケアプラン作成の相談に
ついては、今年は特に事業所連絡会等の
中で「事例検討」の機会を多数設け、医
療連携・権利擁護関連等の困難事例の助
言指導を実施できた。また、支援困難事
例の傾向を分析し、疾患別アプローチを
取り入れ、疾患別事例検討会を立ち上
げ、事例提供者が主となり、センターは
事務局として実施した。

◎

個別地域ケア会議の提案やサービス担当者会
議・カンファレンスへの出席を通じて、ケアマ
ネジャーに対し後方支援を行っている。必要に
応じて同一ケースにおいて個別地域ケア会議を
複数回開催したり、会議後も随時状況確認して
ケアマネジャーのフォローや関係機関間の意見
調整を行っている。担当ケアマネジャーの経験
が浅い場合や事例によって、居宅介護支援事業
所内での管理者から担当ケアマネジャーへの
スーパービジョンに繋がるよう、管理者にも会
議に参加頂くようにしている。
要介護になって居宅介護支援事業所に引き継い
だケースにおいても、必要に応じて相談や提案
等フォローを行っている。

◎

単独で居宅介護支援事業所を運営して
いる事業所もあり、困難事例等の事例
検討や情報交換ができるよう「つなが
る会」を３か月に１回開催。内容に
よってセンター内の他専門職も参加し
ている。定期的に虐待や認知症による
支援困難事例の検討会を開催してい
る。

○

法改正後、ケアプランの様式変更内容を
理解し運用できるようオンライン研修会
の開催を行った。困難事例等の相談に対
しては個別地域ケア会議の開催等提案を
行っている。

○

ケアプランの作成については、プラン作
成時にアセスメントから目標の設定につ
いて等の個別指導を行っている。
特定事業所連絡会の事例検討会に参画
し、振り返りや予後予測等の視点につい
て一緒に考えている。困難事例相談を受
けた際は個別地域ケア会議開催支援を
し、開催に至らない事例も専門機関に繋
ぐ支援や同行訪問を行った。

○

ケアマネジャーに対して、ケアプラン
作成の研修を実施した。特定事業所連
絡会の事例検討会に参画し、困難事例
の助言や指導を行っている。個別に困
難事例等の相談を受けた際は必要に応
じて個別ケア会議を提案している。

⑥　
個々の介護支援専門員が孤立しないように、介護支援専門員同士のネット
ワークを構築し、互いの悩みや必要な情報交換、意見交換がができる場を設
けている。

◎

各事業所のweb会議環境導入について相
談、支援を行った結果、昨年よりweb会
議を導入する事業所が増加した。とらの
あな(3年以上のケアマネジャー対象)・こ
とらのあな（3年未満のケアマネジャー対
象）・事例検討会をwebで実施すること
により、次回の提供者など順番に行って
いただけるようになってきている。オン
デマンド配信にて新しい生活様式に沿っ
た受講支援を行った。枚方市介護支援専
門員連絡協議会圏域コンダクター共催の
研修も定期的に行っている。今年度はと
らのあな・ことらのあな合同研修も行
い、地域活動について理解を深めても
らった。

○

定期的(年4回を目標)に圏域内の全事業所対象
に連絡会の開催を企画している。コロナ禍の状
況で開催に至っていないが、ケアマネジャー同
士のネットワークのみならず居宅サービス事業
所及び施設との連携関係を構築し、関係づくり
に努めている。

○

今年度はオンラインを中心に居宅介護
支援事業所連絡会を開催し、意見交換
などを行い作り上げてきたネットワー
クを維持できるように取り組んでい
る。

○

第3層生活支援コーディネーターの研修を
オンラインで開催。プランニングの悩み
や、研修内容に関すること以外にも情報
交換、意見交換ができる時間を設け、ケ
アマネジャーのネットワーク構築の一環
とした。

○

居宅介護支援事業所連絡会を開催し意見
交換を行う機会を持った。特定事業所連
絡会にも参画し、加算を取っていない事
業所にも参加申し込みを募った。

〇

事務所2階スペースで枚方市介護支援
専門員連絡協議会圏域コンダクターと
共に懇談会を開催し、ケアマネジャー
同士は情報交換や悩みや困りごとが話
し合える機会を作っている。

要援護高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、個々の高齢者の状況やその変化に応じて継続的にフォローアップしていく「包括的・継続的ケアマネジメント」の確立が必要であり、医療・介護・地域内の生活支援（インフォーマルサービス）などを総合的に活用し、包括的・継続的ケアマネジメントを行う介護支援専門員の育成は重要です。地域包括支援センターは、介護支援専門員へのイ
ンフォーマルサービスの情報提供や、知識の吸収・スキルアップのための研修、困難事例等の相談や指導、孤立化しがちな介護支援専門員に対するフォローなどを行うことで介護支援専門員の育成に努める必要があります。
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当課評価（⑧～⑬）

⑦
介護支援専門員のニーズに応じた研修会を開催し、知識の吸収やマネジメン
ト技術の向上を図っている。また、事業所に幅広い研修情報を提供し、介護
支援専門員に対し受講支援を行っている。

◎

主任ケアマネジャーに必要な能力の内、
例えばファシリテーションを習得するた
めに、トレーニングする機会を複数回設
け、技術向上を図っている。とらのあ
な・ことらのあな懇話会にて、様々な相
談事項などを集約、課題分析し、内容か
ら次の研修内容を検討し実施している。
主任ケアマネジャーの法定外研修の機会
が減っていることや研修内容の充足を求
める声があり、圏域の主任ケアマネ
ジャーによる法定外研修を実施するチー
ムが形成され（とらの巻き実行委員
会）、疑似研修会を開催。

○

枚方市介護支援専門員連絡協議会圏域コンダク
ターと連携してケアマネジャーのニーズに合わ
せた、事例検討会を定期的(年２回予定)に開催
している。圏域内の居宅介護支援事業所が少な
い為、隣接する圏域と合同で開催しケアマネ
ジャー同士の顔の見える関係づくりに努めてい
る。

○

会議開催時はアンケートを実施し、ケ
アマネジャーが求める研修会を実施し
ている。センターに届く研修案内等は
FAXにて各事業所へ周知している。

○

圏域のケアマネジャーにニーズ調査を行
い、研修会を開催している。研修情報に
ついてはLINEで提供している。

○

居宅介護支援事業所連絡会に成年後見制
度と栄養士派遣指導事業についての研修
を開催。開催にあたり、3職種でより伝
わりやすいよう内容を検討し、事例を用
いて説明を行った。

〇

研修会終了後のアンケートでニーズ調
査を行い、今年度は主任ケアマネ
ジャーの法定外研修や法改正の研修を
行った。

２．在宅医療・介護連携推進体制構築が図れたか。
【

解
釈
】

① 会議や研修会等を開催し、医療と介護の連携体制を構築している。 ◎

待合室懇談会を実施することにより、多
職種間の相互理解がすすみ、よりよい連
携につながっている。待合室懇談会開催
の際は事前に数回打ち合わせを医師と行
い、関係機関に周知し、質問事項を集約
し有意義な会に出来るように行ってい
る。また、医療介護事業者の連絡会にお
いて服薬管理等の課題があがり、薬剤師
等医療職がサービス担当者会議に出席す
るようになった。

○

地域のよろず相談所と、地域で気になる方など
の情報を共有し、訪問や必要なサービスに繋げ
るなど連携を図っている。
圏域内の医療機関に関わらず、隣接するセン
ターと連携して、待合室懇談会を企画し、参加
を呼びかけ顔の見える関係づくりに努めてい
る。在宅医療コーディネーターと連携して、在
宅医療会議の開催を検討している。

○

隣接のセンターと待合室懇談会を行
い、日頃から連携できる関係性の構築
に努めている。

○

東部圏域合同で待合室懇談会を開催。医
療と介護の連携のため、医療ソーシャル
ワーカーを対象にしたオンライン研修会
の開催に向けて東部圏域の病院と調整し
ている。

○

東部圏域合同で、圏域内の医療ソーシャ
ルワーカーとケアマネジャーの連携を図
るために、病院側から入退院時の病院の
対応について、介護側からケアマネ
ジャーの動きについて相互に意見交換で
きる研修会の開催に向けて東部圏域の病
院と調整している。

〇

東部圏域合同でオンラインで待合室懇
談会開催し、顔の見える関係づくりを
行っている。また、医療ソーシャル
ワーカーを対象にしたオンライン研修
会の開催に向けて東部圏域の病院と調
整している。

②
地域の医療・介護関係者及び多職種が一同に参加できる場を設けることで、
相互理解を深め連携できるネットワークを構築している。また、ネットワー
クが有機的に機能できるように連携上の課題を抽出し、改善に努めている。

◎

webdeとら（3年以上）・webdeことら
（3年未満）・webde事例検討会はケア
マネジャーだけでなく、医療・介護の多
職種にも参加してもらっている。コロナ
禍においてのサービス提供の在り方な
ど、連携上の課題について話し合い、支
援の在り方について医師とともに多職種
で確認ができた。また、多職種の事務局
会議を実施することにより、多職種間の
相互理解がすすみ、よりよい連携につな
がっている。 ○

在宅医療会議で意見交換した内容を踏まえて、
地域で暮らす高齢者を支える為の医療・介護連
携の機会として多職種連携研究会の開催(コロ
ナ禍で集まっての開催が難しい場合はオンライ
ンでの開催)を検討していく。

○

認知症をテーマに多職種連携研究会の
開催を予定している。医療機関・歯科
医院・薬局・介護保険事業者のそれぞ
れの視点から認知症高齢者の支援につ
いて検討する。

○

圏域内に住む地域住民の生活を医療・介
護の双方から支えるためにできることを
テーマに多職種連携研究会を予定してい
る。

○

各機関の新型コロナウイルス感染症対策
や感染者が出た際の連携の取り方などを
テーマとして多職種連携研究会の開催を
予定している。

〇

コロナ禍におけるフレイル予防をテー
マに多職種連携研究会を予定してお
り、開催に向けて圏域内の有床病院３
か所と打ち合わせを行っている。

③
介護事業者とのネットワークを構築し、事業者の知識吸収やスキルアップを
図るための研修を行っている。 ◎

事業所連絡会を開催することにより他事
業所との横のつながりが生まれサービス
提供がスムーズになった。また、webde
とら・webdeことら・webde事例検討
会は参加者を事業所職員も対象としてい
る。共通のテーマで行い話が聞きやす
く、自身の話もおこなえるような場の提
供を心掛けている。また、デイなどの研
修参加が業務都合により難しい事業所に
は、オンデマンドの配信を通じて、事業
所に配慮した知識吸収の機会を提供し
た。

◎

在宅事業所・施設系事業所合同での連絡会に
て、関係機関間での連携強化を図っている。コ
ロナ禍で連絡会が開催できない中、別のネット
ワーク構築の方策として、各事業所の「強み」
「地域に還元できること」などの情報を集約
し、地域のニーズとマッチングしていくことを
目的にアンケートを実施した。集約した情報に
ついては各事業所へ情報提供する予定にしてい
る。 ○

圏域全体の事業所連絡会を6月に開
催。医療機関の看護師を講師として招
き「感染症について」をテーマに新型
コロナウイルス感染症への各事業所の
共通の課題、今後の対応について学び
を深め、感染症への対応力向上に努め
た。

○

東部圏域合同でオンライン事業所連絡会
を開催。新型コロナウイルス感染症にお
ける介護事業者の連携事例をもとに研修
会を予定している。

○

介護保険事業所連絡会で高齢者に多い疾
病についての研修会を開催していたが、
会場での開催が難しく、下半期でZoom
を活用し、COPDについて研修会の開催
を計画している。

〇

ひらかた地域活動栄養士会と連携し、
高齢者や疾患等の食事についての研修
会をオンラインで開催し、圏域内の介
護事業者のスキルアップに努めた。

④
入院・退院時の円滑な連携のために、関係機関や関係者との調整や支援を行
うとともに、地域における支援体制の整備・拡充を行っている。 ◎

地域の医療機関からでた要望などを対象
の機関の担当者につなげて関係の改善を
図れるように、病診連携のサポーター的
役割も果たしている。入院時のケアマネ
ジャーの役割について、事業所管理者か
ら相談があり、入院医療機関と話合いを
行い、圏域における医介連携の充実を積
み上げている。退院前カンファレンスに
ケアマネジャーと訪問同行し、一緒にア
セスメントしている。

◎

入院中にサービス担当者会議・カンファレンス
へ出席し在宅復帰に向けて関係機関と連携して
いる。
病院との連携において、退院後のサービス調整
が困難であったケースをきっかけに、退院調整
看護師とスムーズにサービスが導入できるよ
う、主治医との連携や相談窓口の確認等、話し
合いの場を設けた。
医療系サービス導入時に必要な「居宅介護支援
連絡書」の見直しを行った。簡素化することで
聴取内容を明確にし、連携をスムーズに行える
ようにした。
入退院時、介護保険サービスだけでは充足でき
ないニーズについて、第2層協議体の取り組み
である地域の支え合い活動「おたすけメイト」
を活用し、地域での生活にスムーズに戻れるよ
うネットワークを支援している。

○

退院時のカンファレンスには必要な参
加者の選定や出席依頼、他科受診への
支援等を病院と連携して進めている。
コロナ禍でセンターの参加が難しい場
合には家族へ助言を行い、スムーズに
在宅生活に移行できるよう支援してい
る。

○

病院側から入退院時の病院の対応につい
て、介護側からケアマネジャーの動きに
ついて相互のに意見交換できる研修会の
開催に向けて東部圏域の病院と調整して
いる。

○

下半期に向けて、病院側から入退院時の
病院の対応について、介護側からケアマ
ネジャーの動きについて相互のに意見交
換できる研修会の開催に向けて東部圏域
の病院と調整しており、入退院時の連携
体制の構築を目指している。

〇

下半期に向けて、病院側から入退院時
の病院の対応について、介護側からケ
アマネジャーの動きについて相互のに
意見交換できる研修会の開催に向けて
東部圏域の病院と調整している。

高齢者が住み慣れた地域で暮らすことが出来るよう、主治医と介護支援専門員との連携はもとより、他の様々な職種との多職種協働や地域の関係機関との連携を図ることが大切です。
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